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東京都市圏交通計画協議会※（以下、「本協議会」）は、東京都市圏における総合的な都市交通

計画の推進に資することを目的に、複数の都県市関係機関がお互いに協力・調整して広域的な交

通問題に関する調査・研究を行う組織として、日本ではじめて 1968 年（昭和 43 年）に発足しま

した（発足当時の名称は「東京都市群交通計画委員会」）。 

本協議会では、人の行動を調査する「パーソントリップ調査」を昭和 43 年から、物の流動を調

査する「物資流動調査」を昭和 47 年から、それぞれ約 10 年ごとに、東京都市圏における総合都

市交通体系調査として実施し、調査によって得られた定量的な統計データに基づく科学的な解析

を通して、人と物の両面から「東京都市圏における総合都市交通体系のあり方」を提言してきま

した。 
 

東京都市圏は、我が国の産業・経済の中心であり、巨大な人口を抱える大消費地です。 

このような圏域において、都市交通計画の観点から物流の効率化・適正化に向けた取り組みを

行うことは、産業・経済の活力向上に資するだけではなく、東京都市圏で活動する人々の快適な

くらしにもつながる重要な取り組みであるといえます。 
 

本協議会では、平成 15 年から平成 16 年にかけて「第４回東京都市圏物資流動調査」を実施し、

この調査結果に基づき、「物流からみた東京都市圏の望ましい総合都市交通体系のあり方」をと

りまとめました。 

「端末物流対策の手引き～まちづくりの中での物流への取り組み～」（以下、「手引き」）は、

商業施設等が集積する中心市街地など(手引きでは、「中心市街地」)における「端末物流対策」

を対象に取りまとめたものであり、「物流からみた東京都市圏の望ましい総合都市交通体系のあ

り方」においては、手引きの策定を、まちづくりと一体となった端末物流対策への取り組みの推

進と位置づけています。 

 

「端末物流対策の手引き解説編～まちづくりの中での物流への取り組み～」（以下、「本書」）

は、ケーススタディ地区の事例分析など、データを活用しながら、手引きの内容について補足を

加えたものになっています。特に、巻末には、わが国を中心に端末物流施策を紹介しており、各

地で実際に端末物流施策を実施する際の参考になるように整理をしてあります。 
 

総合的な地区の交通対策として端末物流施策を実施されるにあたり、手引きと併せ本書が活用

されることを願っております。 
 

東京都市圏交通計画協議会 
 

※ 東京都市圏交通計画協議会の構成団体 

国土交通省関東地方整備局、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さい

たま市、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、首都高速道路株

式会社 
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序章 端末物流対策の手引き作成のねらいと解説編の構成 

～ 今、なぜ、端末物流施策なのか ～ 
 

序－１ 中心市街地における物流対策の必要性 
 

（１）中心市街地における“まちづくり”の必要性 
 

【中心市街地の持つ役割】 

中心市街地は、商業・業務・文化・行政・医療・娯楽などが集積し、地域活力の中心で

あるとともに、多くのサービスが受けられ、コミュニティ形成の場ともなっている。今後、

中心市街地をより魅力の高い地区として形成していくことは、都市計画の大きな課題の一

つとなっている。 

 

【中心市街地が抱える課題】 

中小都市の中心市街地の中には、市街地の外延的な拡大等により、中心市街地の活力が

衰退しているところがある。長い歴史の中で文化伝統を育み、都市の核として各種の機能

を培ってきた「都市の顔」の停滞は、「街のアイデンティティの喪失の危機」ともいえるも

のである。これらの地区では、いかにして地区の魅力を高め、活力を取り戻すかが大きな

課題となっている。 

一方、東京都市圏の中心市街地の中には、鉄道駅など公共交通機関の結節点を中心に商

業施設などが集積し、多くの人々が集まって賑わいを見せている中心市街地も存在する。

このような地区においても、地区の交通混雑の解消、バスなどの公共交通機関の利便性の

向上、快適な歩行空間の確保など様々な課題を抱えており、地域の中心として地区の魅力

を高める取り組みが求められている。 

 

【中心市街地における“まちづくり”の必要性】 

現在、多くの中心市街地において、地区の魅力を高める取り組みが検討されている。 

これらの取り組みの多くは、商業活力の向上といった商業政策だけではなく、快適で安

全な都市環境の形成、地区の交通問題の改善等、“まちづくり”も一体となった検討となっ

ている。（図序-1-1、図序-1-4） 

中心市街地の魅力の向上のためには、総合的に地区の“まちづくり”を考えていかなけ

ればならない。 

また、高齢化や環境問題への対応を背景とした各種機能が高密度に集積したコンパクト

シティの形成、交通が集中する区間の違法駐車の取締り強化など、商店街など中心市街地

の“まちづくり”に関連した議論も進められているところである。 
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図序-1-1 東京都市圏における中心市街地活性化計画の策定地区（平成 17 年 6月現在） 

 

表序-1-1 中心市街地活性化計画の検討内容（平成 17 年 6 月現在） 

中心市街地活性化計画の基本的な方向にある検討内容 地区数 

商業（産業）の活性化 47 地区 

住みよい住環境 44 地区 

人にやさしい環境 32 地区 

便利な交通環境 18 地区 

賑わい・交流の促進 48 地区 

人材育成・組織化・市民参加 24 地区 

その他（歴史・文化・自然・風格） 39 地区 

 

 

 

 凡 例 

 

中心市街地活性化

計画の策定地区 

（73 地区） 
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（２）中心市街地における物流問題 
 

【多くの人と物が集まる中心市街地】 
 

中心市街地は、商業、業務、文化、娯楽など様々な機能が集積する地区である。また、

商店街等は鉄道駅など交通結節点の周辺に位置するため、多くの人々が集まってくる場所

である。 

一方、これらの中心市街地は、商業施設への商品の搬入、業務施設への配達など、物流

の最終届け地として多くの物流（端末物流）が集中する場所でもある。このような物流の

ほとんどは貨物車が担っており、その路上駐車などは、地区へのアクセス、地区内の回遊

性等の交通問題の原因となり、地区の魅力低下の一因になっている場合もある。 

商業施設や業務施設があれば必然的に物は集まってくるため、中心市街地の魅力の向上

のためには、物流対策も併せて検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図序-1-4 地区交通問題と地区（端末）物流問題の関係 

図序-1-3 本調査のケーススタディ地区における 
路上駐車の貨物車・乗用車の割合 

図序-1-2 中心市街地における人の交通の 

発生集中量（パーソントリップ集計） 

72

20

10

18

20

0 20 40 60 80

銀座地区

町田地区

川越地区

横須賀地区

船橋地区

(万人）

注：各ケーススタディ地区が入る 
小ゾーンの発生集中量 

56%

73%

58%

45%

59%

56%

42%

27%

44%

55%

41%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

銀座地区

町田駅周辺地区

川越市一番街周辺地区

横須賀中央駅周辺地区

船橋駅南口地区

ケーススタディ５地区計

貨物車 乗用車
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【物流に起因する“まちづくり”の課題】 

 

端末物流対策の手引き及び解説編の策定に当たって、東京都市圏交通計画協議会では、

地区物流調査として５つのケーススタディ地区で物流実態を定量的に把握し、物流が地区

の魅力にどのような影響を及ぼしているかを調査した。（詳しくは第１章参照） 

これらのケーススタディ調査では、“まちづくり”として、地区交通の円滑化、公共交通

の利便性向上、快適な歩行環境の形成といった方向性を掲げているが、荷捌き時の貨物車

の路上駐車などによる問題が、これらの“まちづくり”の課題となっている実態が把握さ

れた。 

商業施設や業務施設があれば必然的に物は集まってくるため、このような問題は多くの

地区で発生していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○円滑な交通を妨げている貨物車の路上駐車 

・貨物車の路上駐車が、道路の交通容量を低下させており、交通渋滞など地区の交通問題の一因となっ

ている。 

【貨物車の路上駐車が 
他の交通へ与えた影響の有無】

【貨物車の路上荷捌きにより 
      バスがバス停に寄りつけない事例】 

あり
27%

なし
73%

横須賀中央駅
周辺地区

資料：第４回東京都市圏物資流動調査（地区物流調査） 

【貨物車の路上荷捌きにより 
        交通渋滞が発生している事例】 

【貨物車の路上駐車が 
他の交通へ与えた影響の有無】

あり
65%

なし
35%

船橋駅
南口地区

資料：第４回東京都市圏物資流動調査（地区物流調査） 
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○歩行者からみても、環境・景観などの快適性や歩行の安全性を妨げる要因になってい

る貨物車の路上駐車 

・歩行者が多い地区では、貨物車の路上駐車は、環境・景観の悪化や安全性の低下など、まちの魅力を

低下させる一因となっている。 

【歩行者天国に流入する貨物車の事例】 

問題あり

43%

51%

どちらかと
いうと問題

25%

17%

気になら
ない

32%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

安全性に
ついて

環境・景観
ついて

　凡　　　例　

資料：第４回東京都市圏物資流動調査（地区物流調査） 

【歩行者天国に流入する貨物車に 
対する歩行者の問題認識】

【貨物車の路上駐車が歩行者へ与えた影響の有無】 【貨物車の路上駐車により、 
    歩行者が車道にはみ出している事例】

資料：第４回東京都市圏物資流動調査（地区物流調査） 

あり
12%

なし
88%

横須賀中央駅
周辺地区

・商店街の中には、荷捌きスペースをもつ店舗が約１割しかないところがある。 

・商業業務施設内の駐車場の中には、標準的な２ｔトラックでも利用できないところがある。 

○貨物車の路上駐車の原因となる路外荷捌きスペースの不足

【店舗等に付帯する荷捌きスペースの有無 

（大型店舗も含む）】
【ビル地下駐車場入口の高さにより 
 減載しないと貨物車が駐車場に入れない事例】 

資料：第４回東京都市圏物資流動調査（地区物流調査）

あり
68%

なし
32%

川越市一番街
周辺地区

あり
68%

なし
32%

川越市一番街
周辺地区
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（３）端末物流対策の必要性 
 

商店街等の中心市街地では、荷捌き時の貨物車の路上駐車などにより、まちづくり上の

様々な課題が生じていると考えられる。 

このような課題に対して、社会実験等により端末物流対策に取り組む事例や大規模開発

等においては、駐車場条例や大規模小売店舗立地法に基づく附置義務によって荷捌き駐車

スペースを整備したり、荷物専用のエレベーターを備えるなどの事例もみられるが、その

取り組みは一部の自治体や地区に限定されており、端末物流対策は遅れている。一方、中

心市街地活性化計画や駐車場整備計画による地区交通への取り組みなど、中心市街地にお

ける、より魅力の高い地区を形成するための“まちづくり”の機運は高まっている。 

より魅力の高い地区を形成するためには、物流も含めて地区の課題を把握した上で、交

通の円滑化・整序化、商業活力の向上、安全・景観の向上といったまちの目標に即して、

総合的な“まちづくり”を推進することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図序-1-5 東京都市圏におけるまちづくりと物流対策の取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：東京都市圏交通計画協議会調べ
（平成 17 年度）
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序－２ 解説編のねらいと構成 
 

（１）解説編のねらいと利用方法 
   

中心市街地は、商業、業務、文化、交流等の様々な機能が集積し、多くの人とともに多

くの物も集中している地区である。 

 

そのため、人と物の混在により、端末物流を原因とした交通渋滞や交通安全の低下など、

地区の課題が発生しており、これらの課題に対応すべく社会実験等により端末物流対策に

取り組む事例も出てきている。また、大規模開発等においては、駐車場条例や大規模小売

店舗立地法に基づく附置義務によって荷捌き駐車スペースを整備したり、荷物専用のエレ

ベーターを備えるなど、個別企業で対応している事例も出てきている。 

 

しかしながら、これらの取り組みは一部の地区や建物に限定されており、個人店舗や小

規模な商業ビルが混在しているような地区においては、端末物流対策は遅れているのが実

情である。 

 

端末物流対策の手引きは、東京都市圏交通計画協議会（以下、「本協議会」）で実施した

端末物流調査に基づく検討結果や既存の物流対策に関する社会実験事例などを用いて、地

区の物流問題の把握から課題に対する施策の立案、実施にいたるプロセスを体系的に整理

することにより、地域の“まちづくり”が物流も含めて総合的に計画・推進され、結果、

より魅力の高い地区の実現に資することを目的としている。 

 

なお、解説編では、手引きの内容について、ケーススタディ地区での具体検討の結果や

社会実験の事例を補完し、より具体的な解説を行うことを目的としている。 

 

本書は、手引きと同様、３章構成で示されている（解説編の構成は p.序-9 参照）。手引

きにおいて、具体的な情報が必要な場合に、対応する章を参照して、活用願いたい。 
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（２）端末物流対策の手引きの対象 
 

端末物流対策の手引きの対象は次のとおりである。 

 

【対象地区】 

・ 多くの人と物が集まる商業地区等。高層ビル街や大規模な再開発地区を除く、主に中

心市街地等の商業の集積している地区とする（本手引きでは、「中心市街地」）。 

 

【対象となる物流】 

・ 生産地から商店や事務所への物資の流れの中で、中心市街地に立地する最終的な到着地

（商店や事務所）に届けられる物流（端末物流）を対象とする。 

・ 具体的には、貨物車が物資の配送・集荷のために、地区に進入した時点から再び出てい

くまでの物流で、集配送、荷捌き駐停車、横持ち搬送※１を主な対象とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図序-2-1 生産から店舗等への搬入に至る物流の流れの中の端末物流のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

図序-2-2 端末物流の範囲 

 

【手引きの対象】 

・ 市区町村のまちづくり担当者、交通計画担当者、まちづくりを進めるＮＰＯや商店会な

ど、まちづくりに携わる団体や個人を対象とする。 

 

※１：横持ち搬送とは、貨物車から目的施設までの間の輸送   

※２：縦持ち搬送とは、横持ち搬送の一部分であり、特にビル内での縦方向への輸送のことを指す 

  

道路
（ ） 車道 

路上
（ 、 ）路外 建物内 外 

道路
（ 、 ） 歩道 車道 

荷捌き駐車スペース

（ ）駐停車 荷降ろし 
横持ち搬送
(縦持ち搬送)集配送

(端末物流)
荷受け

戻り

《 》 物 

中心市街地

(建物内)

※２ 
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（３）解説編の構成 
 

本書には、次に示すような内容が盛り込まれている。 
 
 
 
     
・ 本協議会では、平成 15年度に、端末物流調査として、５つのケーススタディ地区を対

象に、物流実態を把握する実態調査を実施した。 
・ 本書では、これらの実態調査結果に基づき、それぞれの地区において、端末物流に起

因してどのような地区の問題が発生しているかを、具体的、定量的に示す。 
・ また、本書の主たる対象としている様々な地区のまちづくり担当者等が、それぞれの

地区での端末物流の問題を把握できるよう、端末物流の発生や、端末物流による地区

の問題の発生メカニズムを、ケーススタディ地区調査で得られた定量的なデータを用

いて、解説する。 
・ これにより、まちづくり担当者等が自らの地区で課題把握を行おうとする際の基礎的

資料を提供する。 
 
 
 
 
・ 地区で発生している物流問題に対応し、どのような施策メニューが検討の対象となる

かを示す。 
・ また、これらの施策を立案する方法を、ケーススタディ調査で得られた定量的なデー

タ等を用いながら解説する。 
・ これにより、様々な地区のまちづくり担当者等が、自らの地区において施策立案する

際の基礎的な情報を提供する。 
 
 
 
 
・ 商業地等の中心市街地における“まちづくり”は、行政の都市計画担当部局だけで

はなく、関係部局（商工労働、交通計画など）や地元商店街、運輸事業者など、様々

な関係団体が協力・協働しなければ実現しない。 
・ ケーススタディ５地区での検討結果や、既存の物流対策の事例（社会実験）などか

ら、施策実施のプロセス、体制・組織づくり、都市計画や交通計画などの諸制度の

活用など、端末物流施策の実現のための取り組みを示す。 

① 端末物流問題が“まちづくり”の課題として発生していることを示す。 

（ 「第１章 まちづくりの課題と端末物流問題」 ） 

② 端末物流問題に対応して、どのような施策が検討対象になるのかを示す。 

（ 「第２章 まちづくりの課題に対応した物流施策の立案」 ） 

③ 端末物流施策を実現するために必要な取り組みを示す。 

（ 「第３章 端末物流施策の実現に向けた取り組み」 ） 
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図序-2-3 解説編の内容と構成 

 
端末物流問題の把握 【 第１章 まちづくりの課題と端末物流問題 】 

端末物流問題の把握方法 

○どのようなメカニズムにより端末物流が発生しているのか？ 

・貨物車の交通需要、路上駐車、横持ち搬送等の端末物流はどのように発生するか。 

○地区の問題を引き起こしている原因は何か？ 

・端末物流により、どのような問題が引き起こされているのか。 

・どのような視点で端末物流を改善すれば、地区の魅力向上に繋がるのか。 

・これらの問題を定量的に把握するためにはどのようにすればよいか。 

まちづくりの目標（例） 

端末物流問題（例） 

安全・安心な街づくり 

・貨物車交通や路上駐車による

交通安全等の低下 等 

にぎわいの創出による 

活力の向上 

・貨物車の路上駐車やそこからの物

資搬送による歩行者の回遊性の

阻害や景観の悪化 等 

地域の中心地区としての 

地位向上 

・貨物車と乗用車・バス等との混在

や貨物車の路上駐車による地区

へのアクセス性が低下 等 

端末物流施策の立案方法 

○地区の問題に対応して、どのような施策メニューがあるのか？ 

・地区で発生している問題から、どのような施策メニューがあるのか。 

・このような施策の、内容や種類、実施の難易度、想定される効果はどのようなものか。 

○どのように施策立案すれば良いのか？ 

・「貨物車駐車を誘導する場所や時間の選択」など、端末物流の施策を立案するためには、

具体的にどのような検討を行う必要があるのか。 

端末物流施策の立案 【 第２章 まちづくりの課題に対応した物流施策の立案 】 

端末物流問題に対応した施策メニュー（例）

貨物車の駐車の適正化 

・地区の魅力を低下させないよう貨

物車の路上駐車を空間的・時間的

にコントロール 等 

駐車場所からの 

物資の搬送の適正化 

・端末物流と歩行者等の動線を空間

的・時間的に分離 

・台車輸送時の段差など、搬送上の

障害の除去 等 

貨物車交通需要の適正化 

・輸送の共同化による総量抑制 

・貨物車交通の空間的・時間的なコ

ントロール 等 

端末物流施策の実現に向けて 【 第３章 端末物流施策の実現に向けた取り組み 】 

○施策実現には何が必要か？ 

・端末物流施策を実現し、地区の問題を解決するためには、どのような取り組みが必要か 

端末物流施策の実現化に向けた取り組み 

施策実施の 

プロセス 

施策実現の 

体制・組織づくり

都市計画や交通 

の諸制度の活用 

端末物流施策の実現化に向けた視点（例） 
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第１章 まちづくりの課題と端末物流問題 

～ あなたのまちの物流問題 ～  
 

中心市街地は、商業・業務・文化・娯楽など様々な機能が集積する地区である。商店街等

は鉄道駅など交通結節点の周辺に位置するため、多くの人々が集まってくる場所であると同

時に、一方でこれらの中心市街地に対しては、商業施設への商品の搬入、業務施設への配達

など物流が集中する場所でもある。 

しかしながら、これまで地区レベルでの端末物流に対する取り組みが講じられている例は

少ない。これは、地区レベルで起きている端末物流問題が分かりにくく、端末物流問題がま

ちづくりの課題にも関係していることが認識されていないためと思われる。 

 

本協議会では、実際に地区レベルで発生している物流問題を把握するため、５箇所の中心

市街地においてケーススタディ地区調査を行った。 

本章では、これらのケーススタディ地区の検討結果を用いて、地区レベルで発生している

物流問題を具体的、定量的に示すとともに、その問題を把握する方法と把握した結果から端

末物流の構造を示した。 

 

これにより、まちづくり担当者等が、実際に地区においてまちづくりを検討する際に、端

末物流問題についても交通問題と併せて把握･検討できるように、地区で発生している端末物

流の構造を理解し、まちづくりの問題に物流問題が深く関連していることや端末物流への対

応が重要であることを認識することを目的とする。 

 



 1-2

１－１ 端末物流の構造 
 

中心市街地には、商業、業務、文化、娯楽などの様々な機能が集積しているため、人と物

が多く集まっている。 

人については、道路を使って乗用車、バス、自転車、徒歩によってアクセスし、駐車場や

バス停、あるいは路上において乗降し、歩行者空間内を歩行して回遊している。 

物についても、道路を使って貨物車により配送され、路上や荷捌きスペース等の駐車場所

から歩行者空間内を人の手によって搬送されている。 

そのため、中心市街地のような地区では、アクセス、たまり、回遊・移動のそれぞれの段

階で、人と物が限られた同じ空間内で混在している。 

 

これは、地区の交通改善を考える場合、人の交通だけでなく物も考慮する必要があること

を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-1-1 中心市街地における人と物の関係 
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１－２ 端末物流の捉え方（確認方法） 
 

（１）端末物流の捉え方の視点 
 

端末物流施策を検討するためには、「Ⅰ．端末物流の実態」と「Ⅱ．地区のまちづくりの

方向性から重要な地区交通の実態」、「Ⅲ．地区の交通インフラの実態」「Ⅳ．まちづくりに

関連する主体の意向」を把握して、問題の発生状況や物流の構造を捉える必要がある。 

 

Ⅰ．端末物流の実態は端末物流の「発生・集中」、「駐停車･荷降ろし」、「横持ち搬送（縦

持ち搬送）・荷受け・戻り」という動きが、どのような構造によって発生しているか把握す

る必要がある。 

具体的には、輸送者の行動である「荷捌きの実態（貨物車の路上駐車と横持ち搬送）」と、

これらの物流を集中させている着荷主（商店や事務所）の「事業所の物流の実態」を把握

することによって捉えることができる。 

 

Ⅱ．地区のまちづくりの方向性から重要な地区交通の実態は乗用車やバス、歩行者、自

転車など集中状況等を調査する。 

具体的には、Ⅰの端末物流の実態にあわせ、それぞれ歩行者やバス・乗用車等の「他の

交通の実態」と「端末物流の影響」を把握することによって捉えることができる。特にま

ちづくりの目標にあわせて重視すべき交通との関係を把握することが重要である。 

 

Ⅲ．地区の交通インフラの実態は、端末物流や他の地区交通との混雑が、どのようなフ

ィールドにおいて発生しているかを調査する。 

これらは、既存資料から得られる「道路構造や交通規制状況、将来計画」などを把握す

ることによって捉えることができる。 

 

Ⅳ．まちづくりに関連する主体の意向は、中心市街地に集まる交通主体などの関係者に

ついて、端末物流への意向や各種の施策に対する評価などを調査する。 
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図 1-2-1 端末物流とまちの課題の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-2 端末物流の捉え方の視点 
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（２）端末物流を含めた総合的な対策を検討するための実態調査の体系 

 

端末物流を含めた総合的な対策を検討するための実態調査の体系は、図 1-2-3 に示すと

おりである。 

「端末物流の実態調査」は、「貨物車交通の集中」、「貨物車の路上駐車」、「横持ち搬送」

の実態を調査するものである。 

具体的には、貨物車の駐車の場所や駐車開始･終了時間、目的地の位置（搬送距離）等の

端末物流の状況と、路上駐車や横持ち搬送が通過車両や歩行者へ与えている影響を調査す

ることが有効である。また、着荷主である商店等に対して、納品に来る貨物車の台数や物資

の重量等を調査する方法もある。 

 

端末物流が地区へのアクセスや地区内の回遊性の低下に影響を与えている状況を確認す

るには、端末物流の実態だけでなく、影響を受けている「地区交通の実態」を併せて調査

することが有効である。これにより、端末物流と地区交通が混在している場所や時間が明

確になり、端末物流問題を定量的に明らかにすることが可能となる。 

 

端末物流による、問題発生は地区内の交通インフラの整備状況も影響するため、端末物

流と地区交通の混在状況と併せて、「地区内の交通インフラの実態」を調査することも必要

である。交通インフラの整備状況を知ることは、端末物流による問題発生の原因を明らか

にすることにも有効である。 

 

また、「まちづくりに関連する主体の意向」を調査することで、中心市街地に存在する様々

な立場の人の視点から、端末物流問題の発生している場所や時間の確認、問題の認識状況

等の確認ができる。 

さらに、施策に対する意向を把握することで、施策の感度や効果の検討が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-3 端末物流対策を検討するための実態調査の体系 
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各調査のねらいは、表 1-2-1 のようになる。各地区の実情にあわせ、必要性の低い調査

項目については、実施をしないなどの工夫も可能である。 

 

表 1-2-1 各調査のねらい 

調査の種類 ねらい 

①路上駐車調査 端末物流の実態である「貨物車の路上駐車の状況」とそれに関連する「乗用車等

の路上駐車の状況」を捉える。また、端末物流の影響として、「路上駐車が通過

交通へ与えている影響の有無」等についても併せて捉える。 

具体的には、いつ、どこに、どのくらいの台数が何分くらい駐車するのか、通過

交通や歩行者への影響の有無を調査する。 

②横持ち追跡調査 端末物流の実態である「横持ち搬送の状況」と、端末物流の影響として「横持ち

搬送と歩行者の錯綜の有無」等について捉える。 

駐車場所の違いや配送先の場所・種類（距離）、横持ち搬送手段や時間、歩行者

との錯綜の有無を調査する。 

③地区事業所への

アンケート・ヒア

リング調査 

端末物流の実態として、「事業所に集中する物流」を捉える。また、「端末物流の

影響」や「施策等への意向」、事業所に関連する「インフラの状況」等も同時に

捉える。 

具体的には、取扱品目や搬入時間、搬入量、輸送条件（時刻指定など）の他、施

設の床面積や荷捌き施設の所有状況、物流に対する問題認識などを調査する。 

④自動車交通量・歩

行者通行量調査

等 

地区の交通実態として、「地区に集中している交通量」や「歩行者通行量」につ

いて捉える。また、端末物流の影響として、ナンバープレート調査等により、「走

行速度」等も捉える。 

具体的には、主要ポイントにおいて、時間帯別通行量等を調査する。 

⑤道路空間の状況

（地図、道路台帳

等） 

地区内のインフラの状況として、「道路構造」や「交通規制」等の状況を確認す

る。 

具体的には、地図や道路台帳等を活用して把握する場合や現地踏査によって実測

等を行う。 

⑥バスの運転者・事

業者へのアンケ

ート・ヒアリング

調査 

他の自動車運転者の視点から、「地区の施策等への意向」等を捉える。 

具体的には、バス等の運転者や事業者から、端末物流に対し、どのような意向を

持っているのかを調査する。 

⑦事業者へのアン

ケート・ヒアリン

グ調査 

物流を行っている事業者の視点から「端末物流の影響」や「端末物流施策実施時

の意向」を捉える。 

具体的には、物流事業者やトラックの運転者から、端末物流を行う際の歩行者や

他の自動車交通等に対し、どのような意向を持っているのかを調査する。 

⑧来街者へのアン

ケート・ヒアリン

グ調査 

来街者等の視点から、「端末物流や自動車から受ける影響」を捉える。また、「施

策等への意向」も同時に捉える。 

具体的には、歩行者や自転車利用者等の来街者に対して、端末物流等の問題点や

どのようなまちを望んでいるのか等について調査する。 
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１－３ ケーススタディ地区の実態からみた端末物流問題 
 
（１）ケーススタディ地区 

 
本協議会では、平成 15 年度に５つ

のケーススタディ地区を対象に、実態

調査を行った。ケーススタディ地区で

は「貨物車交通の集中」、「貨物車の路

上駐車」、「横持ち搬送」といった端末

物流が原因となって、地区へのアクセ

スや歩行者の安全性の低下等の課題が

発生し、地区の魅力の低下につながっ

ていることが確認された。なお、ケー

ススタディ地区は様々なケースでの問

題が捉えられるように、まちづくりの

方向性が異なり、端末物流に対する対

応も異なる地区を選定している（図

1-3-1）。各地区の概要は参考に示した

とおりである。 

 

（２）ケーススタディ地区の概要 

 
端末物流の問題や課題は、同じような端末物流の実態であっても地区のまちづくりの方

向性に応じて、問題・課題のレベルや内容も異なる。 
前項で示したとおり、端末物流の実態を把握するためには、その地区におけるまちづく

りに応じて、検討に必要な把握しておくべき項目が変わってくるため、端末物流施策の検

討を実施する地区の概要を事前に把握しておく必要性が高い。 
例えば、銀座地区のまちづくりの方向は「附置義務駐車場の荷捌きの共同利用」である

ため、その検討に必要となる路上駐車の実態と運輸事業者の意向の調査を中心に行った。

また、町田駅周辺地区の課題には、「中心市街地の歩行者環境の改善」があったため、端

末物流（貨物車の路上駐車や横持ち搬送）と歩行者の交通実態や意向を実態調査に含めて

いる。 
ケーススタディ地区の実態調査の設計で考慮したまちづくりの方向性は表 1-3-1 の通り
である。 

図 1-3-1 ケーススタディ５地区 
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表 1-3-1 ケーススタディ地区の実態調査の設計で考慮したまちづくりの方向性 

 地区のまちづくりの方向性 

銀座地区 銀座ルール注で整備される隔地・集約駐車場を荷捌き対応として共同利用を進めて

いく方針である。中央区では、集約駐車場を活用した共同荷捌きの社会実験も実施

している(平成 17年 11月)。 
町田駅周辺

地区 

歩行者優先のまちづくりを進めており、歩行者天国の実施や共同荷捌き施設の整備

が行われている。 
川越市一番

街周辺地区 

伝統的建造物群保存地区であり、観光資源の多い商店街である。一方、この商店街

は、中心市街地の南部と北部を結ぶ幹線道路としても機能しているため、観光客の

他、バスや通過交通、端末物流が混在している。 
船橋駅南口

地区 

利用者の多い駅も有しており、交通混雑が激しい地区である。 
現在、京成電鉄の連続立体化事業や再開発事業が進められている。 

横須賀中央

駅周辺地区 

地区の道路など交通インフラの整備が進められているが、端末物流の対策は実施さ

れていない。 
注：銀座ルールとは、附置義務駐車場の整備の地域ルールであり、複数の建物での隔地・集約整備を可能としたもの 
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参考：ケーススタディ地区の概要 

ケーススタディ市の概況 ケーススタディ地区の特徴 地区名 

市全体の概況 地区の位置 地区の現状 まちづくりの方向性と進行中の事業 

端末物流にかかわ

る特徴 

町田駅周辺地

区 

（東京都 

 町田市） 

・人口 
40.3 万人(平成 17 年７月) 

・乗り入れ鉄道 
ＪＲ横浜線、 
小田急線 

・駅乗降客数 
331 千人（H14 都市交通年報） 

・小売販売額 
520,597 百万円(H14 商業統計) 

・小売店舗数 
2,483 店舗(H14 商業統計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商業集積の状況 
・広域連携拠点都市の中心市街地 
・調査対象エリアには３軒の大規模商業施設があり、５つ
の商店会から構成されている商業地区 
・都内でも有数な郊外の商業集積地となっている 
○交通インフラの状況 
・地区内の都市計画道路はほぼ整備済みで、５年後には全
てが完成予定である。 

・地区の中心となる中央通りでは、歩行者天国を実施(11～
19時)している。 

・外周の道路では、バス専用レーンを設置している区間も
ある。 

・地区内の公共駐車場には、共同荷捌き施設が設置されて
いる。 
○交通の集積状況 
・バスの利用割合が高く（駅端末手段で 20%）、市域の広い
エリアからバス路線が集中している。 

・歩行者天国区間に荷捌き貨物車が一部流入しており、歩行
者の快適性を損なっている。 
・11:00 以降、歩行者天国区間に自動車が入れなくなるた
め、地区の外周道路に路上駐車が頻発している。 

①都市計画マスタープラン（H11） 

『誰もが歩いて楽しめるまち』 
・歩いて楽しめる魅力的な都市核づくり 

・交流を支える円滑な交通環境づくり 

・自然や歴史を活かした市街地の良好な環境づくり 

②中心市街地活性化基本計画(H10) 

『フェスティバルタウン～いつ来ても楽しめる・ふれあえる街～』
・利便性が高く、安全で快適な市街地環境 

・市民の交流、情報の交流の場 

・個性的で「賑わい」のある場 

○進行中の事業（計画） 

・交通マスタープラン：歩行者空間の拡大を想定 

・既に共同荷捌き場
が整備・稼働して
いる 

・歩行者天国の拡大
の可能性を検討
しており、貨物車
の影響について
検討が想定され
ている。 

銀座地区 

（東京都 

 中央区） 

・人口 
9.8 万人(平成 17 年 11 月) 

・乗り入れ鉄道 
地下鉄銀座線、 
地下鉄丸の内線、 
地下鉄日比谷線、 
地下鉄有楽町線、 
地下鉄浅草線、 
ＪＲ東海道線 

・駅乗降客数 
497 千人（H14 都市交通年報） 

・小売販売額 
1,183,035 百万円(H14 商業統
計) 

・小売店舗数 
3,095 店舗(H14 商業統計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 銀座地区では 

個別の商業ビルを 

対象とした調査を 

実施した。 

 

 

 

○商業集積の状況 
・東京都市圏の中心に位置するわが国有数の商業・業務集
積地 
・地区内には９軒の大規模商業施設がある 
○交通インフラの状況 
・晴海通り、銀座通り、外堀通り、昭和通りと一方通行の
街路で構成されている。 

・パーキングメータ（貨物車用も含む）が整備されており、
路上駐車がしやすい環境にある。 
○まちづくりの取り組み 
・まちの交通環境の整備として、行政及び市民による銀座
地区駐車問題協議会を設立し、銀座地区の駐車対策に取
り組んでいる。 
・容積率緩和等を受けて、建物の更新を期待しているが、
大店法等の駐車場附置が足枷となり、建物の更新が進ん
でいない。 

・一般の乗用車については、銀座ルールの策定により、対
応を図っているが、貨物車については未対応である。 
 

①中央区基本計画（H17） 
『・100万人が住み・働き・楽しめるまち 
・都心コミュニティが息づくまち 
・個性豊かなまち 
・世界に誇れる風格あるまち』 

・思いやりのある安心できるまち 
・うるおいのある安全で快適なまち 
・賑わいとふれあいのある躍動するまち 
○進行中の事業（計画） 
・銀座ルールによる附置義務駐車場の隔地・集約整備の促進

・「銀座ルール」を
策定し、荷捌き車
両への活用方法
を検討している
（H17.11 に社会
実験を実施）。 

○銀座ルール(H15)
・一定規模(事業区
域 500 ㎡)以上の
建築物について
は、東京都駐車場
条例の必要台数
の1.2倍の台数の
駐車場整備を求
め、規模の小さい
建築物の附置駐
車場としても、隔
地駐車場として
も活用できるよ
うにして集約化
を図る。 

 
 

東京駅

中央区 

銀座地区 

　　　　　　　凡　　例

　　　　　　　鉄　道　（Ｊ　　Ｒ）
　　　　　　　鉄　道　（私　鉄）
　　　　　高速道路等有料道路
　　　　　　　国　　　　　　　道
　　　　　　　都　　県　　境

小田急
町田駅

JR町田駅

ぽっぽ町田

小田急
町田駅

JR町田駅

ぽっぽ町田

 凡例 

   調査対象地区 

有
楽
町
駅

有
楽
町
駅

 凡例 

   調査対象地区 

町田市 

　　　　　　　凡　　例

　　　　　　　鉄　道　（Ｊ　　Ｒ）
　　　　　　　鉄　道　（私　鉄）
　　　　　高速道路等有料道路
　　　　　　　国　　　　　　　道
　　　　　　　都　　県　　境

町田駅周辺地区 
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ケーススタディ市の概況 ケーススタディ地区の特徴 地区名 

市全体の概況 地区の位置 地区の現状 まちづくりの方向性と進行中の事業 

端末物流にかかわ

る特徴 

川越市一番街

周辺地区 

（埼玉県 

 川越市） 

・人口 
33.2 万人(平成 17 年４月) 

・乗り入れ鉄道 
ＪＲ川越線、 
東武東上線、 
西武新宿線 

・駅乗降客数 
134 千人（H14 都市交通年報） 

・小売販売額 
324,699 百万円(H14 商業統計) 

・小売店舗数 
2,355 店舗(H14 商業統計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商業集積の状況 
・広域連携拠点都市、江戸時代からの街道型商業地 
・地区内に大規模商業施設はなく、３つの商店会から構成
されている商業地区 

・伝統的建造物群保存地区に指定されており、東京都市圏
を代表する観光地 
○交通インフラの状況 
・商店が面する街道は、周辺地域の都市計画道路の整備が
遅れているため、市の北部と川越駅を結ぶ主要ルートと
して機能している。 

・街道の北半分(伝統的建造物群保存地区)には歩道が整備
されていない 

・伝統的建造物群保存地区では、建物の保存のため、道路
拡幅が不可能な状況にある。 
○交通の集積状況 
・観光地のため、休日や昼間の歩行者通行量が多い。 
・また、駅へ向かう交通路として機能しているため、通過
交通が多く、交通量は 10 千台/12h となっており、慢性
的な渋滞が発生している。 

・限られた空間に、通過交通、バス、観光客、貨物車など
様々な主体が混在している。 

①都市計画マスタープラン（H12） 
『時代がささやき、風かおる出あいのまち』(本庁地区) 
・情報、文化が集積し、新旧のまち並みがそれぞれ発展するまち
・散策が楽しい緑豊かなうるおいあるまち並みつくり 
・だれもがともに働き、ともに暮らせる安らぎのあるまち 
②中心市街地活性化基本計画(H11) 
『・住と文化と職が共存・共生するまちづくり 
・都市と集落が共存・共生するまちづくり 
・歴史･自然と活力が共存・共生するまちづくり』 

・伝統的建造物群保存地区の指定と周辺の景観形成地域の指
定による歴史的まち並みの整備  

・都市計画道路の都市計画変更による蔵造りのまち並みの保
存 

・公共空間や民間敷地等を活用し、楽しみながら歩け、憩え
るゆとりある地区環境の創出 

・慢性的な交通渋滞を解消するため、各種交通円滑化方策を検討し、
この地区に一番適した方策を実施し、歩行者の安全性を確保 
○進行中の事業 
・伝統的建造物群保存地区も含めた景観保全地区の指定の検
討 

・市内の他地区（ク
レアモール）で、
端末物流に関す
る検討を実施し
た。 

船橋駅南口地

区 

（千葉県 

船橋市） 

・人口 
56.8 万人(平成 17 年４月) 

・乗り入れ鉄道 
ＪＲ総武線、 
京成本線、 
東武野田線 

・駅乗降客数 
224 千人（H14 都市交通年報） 

・小売販売額 
537,050 百万円(H14 商業統計) 

・小売店舗数 
3,689 店舗(H14 商業統計) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商業集積の状況 
・地域の拠点都市として位置づけられている中心市街地 
・６軒の大規模商業施設と２つの商店会によって構成され
ている商業地区 
○交通インフラの状況 
・駅前通り、本町通りの２本の幹線道路と細街路で地区が
構成されている。 

・幹線道路は２車線であり、細街路は車の進入も出来ない
ところがあるほど狭い。 
・周辺地域も含めて道路ネットワークが不十分である。 
・京成電鉄の踏切により、地区の交通が分断されている。
・歩道の一部が自転車駐輪施設に利用されており、歩行空
間が十分でない。 
○交通の集積状況 
・駅端末としてバスの利用率が 19％と高く、94 本／日の
バスが運行されている。 

・駅前通り(京成電鉄踏切南側)の交通量は６千台/12h、歩
行者数は 36 千人/12h と多く、人、物とも混在の激しい
地区である。 

○都市計画マスタープラン（H13） 
『様々な人々が集い、賑わいと活気にあふれ、魅力ある交流の場を創造する
まち』 
・中心商業地の形成 
・北口と南口が連携した交通拠点作りと活性化 
・歩行者と自転車利用のためのみちづくり 
・公共交通の便利なまちづくり 
・体系的な道路網の整備 
・駐車場整備の促進 
○進行中の事業 
・京成電鉄の連続立体化事業 
・再開発ビルの建設 
・まちづくりの方向にあわせて、各種事業が進行しており、
今後、大規模なまちの空間配置の変更が想定される。 

 

大沢家

まつり会館

時の鐘

埼玉りそな銀行

法善寺

山崎美術館
田中屋美術館

熊野神社

連馨寺

大沢家

まつり会館

時の鐘

埼玉りそな銀行

法善寺

山崎美術館
田中屋美術館

熊野神社

連馨寺

ＪＲ船橋駅

再開発ビル
ﾌｪｲｽ

京成船橋駅

ＪＲ船橋駅

再開発ビル
ﾌｪｲｽ

京成船橋駅

 凡例 

   調査対象地区 

 凡例 

   調査対象地区 

東京駅

川越市 

川越市一番街周辺地区 

　　　　　　　凡　　例

　　　　　　　鉄　道　（Ｊ　　Ｒ）
　　　　　　　鉄　道　（私　鉄）
　　　　　高速道路等有料道路
　　　　　　　国　　　　　　　道
　　　　　　　都　　県　　境

東京駅

船橋駅南口地区 

船橋市 

　　　　　　　凡　　例

　　　　　　　鉄　道　（Ｊ　　Ｒ）

　　　　　　　鉄　道　（私　鉄）
　　　　　高速道路等有料道路
　　　　　　　国　　　　　　　道

　　　　　　　都　　県　　境
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ケーススタディ市の概況 ケーススタディ地区の特徴 地区名 

市全体の概況 地区の位置 地区の現状 まちづくりの方向性と進行中の事業 

端末物流にかかわ

る特徴 

横須賀中央駅 

周辺地区 

（神奈川県 

横須賀市） 

・人口 
43.3 万人(平成 17 年４月) 

・乗り入れ鉄道 
京浜急行線、 
（ＪＲ横須賀線） 

・駅乗降客数 
54 千人（H14 都市交通年報） 

・小売販売額 
412,614 百万円(H14 商業統計) 

・小売店舗数 
3,707 店舗(H14 商業統計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商業集積の状況 
・地域の拠点都市として位置づけられている中心市街地 
・３軒の大規模商業施設と５つの商店会から構成されてい
る商業地区 
○交通インフラの状況 
・昭和 60 年に策定された中心市街地整備計画により、地
区の道路インフラは、ほぼ整備されている。 

・中央大通りは、シンボルロードとして車道幅約 15ｍ、歩
道幅 3.5ｍの道路として整備されている。 

・裏通りは一方通行のコミュニティ道路として整備済みで
ある。 
○交通の集積状況 
・21 系統 526 本（上り線のみ）のバスが運行されている。
・中央大通りの交通量は、７千台/9h と少なく、歩行者は
駅のペデストリアンデッキ下で 26 千人/9h となってい
る。 
・道路にゆとりがあり、交通渋滞等は発生していない。 

①都市計画マスタープラン（H8） 
『人々が集い新しい生活文化が生まれるまち』 
・中心市街地の交通利便性と快適性の向上 
・中心市街地の再開発、土地利用更新、高度利用、都心居住
の推進 

・産業、文化レクリエーション拠点としての高次都市機能の集積 
②中心市街地活性化基本計画(H12) 
『Good Town 横須賀～ホスピタリティと活力に満ちた交流の場～』
・広域的な都市機能の集積する拠点としての市街地の機能強
化  

・買物や生活の安全性、利便性、快適性、回遊性の強化  
・中心市街地への来街を促進する交通体系の整備  
・個性的な街並みや景観の整備と街の美化の促進  
・都心居住の促進と中心市街地としてのコミュニティづくり

 

 

横須賀市役所

地下駐車場

横須賀中央駅

横須賀市役所

地下駐車場

横須賀中央駅

 凡例 

   調査対象地区 

横浜駅

横須賀中央駅周辺地区 

横須賀市 

　　　　　　　凡　　例

　　　　　　　鉄　道　（Ｊ　　Ｒ）
　　　　　　　鉄　道　（私　鉄）
　　　　　高速道路等有料道路
　　　　　　　国　　　　　　　道
　　　　　　　都　　県　　境
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（３）ケーススタディ地区で実施した実態調査の内容 
ケーススタディ地区では、表 1-3-2 のような実態調査を行った。端末物流の検討では、

（２）に示したとおり、まちづくりの方向性など地区の概要に応じて異なってくる。その

ため、端末物流の実態を捉える調査についてもケーススタディ地区によって異なることと

なる。 

表 1-3-2 実態調査の内容 

ケーススタディ地区※ 

 調査種類 把握する主な項目 銀
座 

町
田 

川
越 

船
橋 

横
須
賀 

①路上駐車 

調査 

・自動車の車種（自営区分、車種区分等） 

・駐車場所､駐車開始/終了時間   ・荷捌きの有無 

・駐車状況（二重駐車やバス停の有無等） 

・通過車両や歩行者等への影響の有無(川越､船橋､横須賀) 等

○ ○ ○ ○ ○

②横持ち追跡

調査 

・自動車の車種（自営区分、車種区分）  

・駐車場所､駐車開始/終了時間 

・横持ち目的施設（位置、距離、種類） 

・搬送時の歩行者等との錯綜の有無(川越､船橋､横須賀) 

・駐車場所の選択理由（町田、船橋、横須賀） 

・横持ち時の歩行者との錯綜に関する意識（町田） 等 

 ○ ○ ○ ○

Ⅰ
．
端
末
物
流
の
実
態
調
査 

③地区事業所

へのｱﾝｹｰﾄ･ﾋ

ｱﾘﾝｸﾞ調査 

・事業所属性（業種､品目､営業時間､床面積等） 

・荷捌きができる駐車場の有無 

・主な納品時間と台数、重量 

・輸送特性(時刻指定､冷凍冷蔵等) 

・時刻変更､輸送者の変更の可能性 

・端末物流によるまちの問題発生等に関する意識(川越､船橋) 等 

  ○ ○ ○

Ⅱ
．
ま
ち
づ
く
り
の

方
向
性
か
ら 

重
要
な
地
区
交
通

の
実
態
交
通
調
査 

④自動車交通

量・歩行者通

行量調査等 

・車種別時間帯別自動車交通量 

・時間帯別歩行者通行量 

・主要道路区間における走行速度（町田、船橋） 

・特定施設に集中する歩行者数と交通手段等（銀座） 

   等 

○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ
．
地
区
内
の 

交
通
イ
ン
フ
ラ

の
実
態
調
査 

⑤道路空間の

状況（地図、

道路台帳等） 

・道路構造 

・既存駐車場の利用状況（町田、川越、横須賀） 

・交通規制状況 

・将来計画                  等 

○ ○ ○ ○ ○

⑥バスの運転

者･事業者へ

のｱﾝｹｰﾄ･ﾋｱﾘ

ﾝｸﾞ調査 

・バスの運行状況 

・バスの利用状況（利用者数の増減等） 

・バスの走行上の問題点            等 
  ○   

⑦事業者への 

ｱﾝｹｰﾄ･ﾋｱﾘﾝ

ｸﾞ調査 

・貨物車の駐車場所の選択理由 

・共同荷捌き施設の利用意向や条件（銀座、町田） 

・端末物流施策（共同配送や共同荷捌き施設）の利用意

向など（川越）               等 

○ ○ ○   

Ⅳ
．
ま
ち
づ
く
り
に
関
連
す
る 

 

主
体
の
意
向
調
査 

⑧来街者への 

ｱﾝｹｰﾄ･ﾋｱﾘﾝ

ｸﾞ調査 

・来街者の属性(年齢､性別､交通手段等) 

・端末物流による歩行環境の悪化等に関する意識 

・端末物流対策の必要性 

・地区の印象（地区のイメージやイメージと異なった理

由等）（川越）                  等

 ○ ○   

※ケーススタディ地区の町田とは町田駅周辺地区、川越とは川越市一番街周辺地区、船橋とは船橋駅南口地区、横須賀とは横須

賀中央駅周辺地区のこと 
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（４）ケーススタディ地区での問題事例 
 

1) 町田駅周辺地区 

 
A) 町田駅周辺地区で把握された端末物流問題の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ケーススタディ調査結果の概要（解析結果の詳細は参考資料３参照） 

ⓐ地区の概要 

・ 調査対象地区は、広域連携拠点都市である町田市の中心地区。小田急線、ＪＲ横浜線

といった鉄道が結節し、バスの分担率も高い地区である。また、複数の大規模商業施

設を有する商業施設集積の高い地区である。 

・ 歩行者天国（11:00～19:00）を実施しており、歩行者を優先したまちづくりを進めている。 

・ 地区内には、歩行者天国実施中の物流を行うために共同荷捌き施設（ぽっぽ町田）が

整備されており、11 台分の共同の荷捌き用駐車スペースが確保されている。 

・ 調査対象地区は２本の幹線道路（ＪＲ横浜線沿いの都市計画道路とそれに垂直に交わ

る都市計画道路）に接しており、中心市街地の都市計画道路は５年を目処に完成予定

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-2 町田駅周辺地区の概要 

○ 歩行者優先のまちづくりを進めており、歩行者天国を実施しているが、納品のための貨物

車が歩行者天国内に流入して、歩行者との混在が発生している。また、午後の時間帯は

調査対象地区の外側の幹線道路に貨物車の路上駐車が集中し、そこから貨物の横持ち

搬送が行われている。 
○ これにより、歩行者の快適な歩行環境の阻害といった問題が発生し、地区の魅力の低下

の一因になっている可能性がある。 
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ⓑ町田駅周辺地区で把握された端末物流問題 

ｱ)町田駅周辺地区の交通状況 

町田駅周辺地区では、11 時以降に歩行者天国（19 時で終了）が実施されているため、

時間帯によって交通状況が大きく異なる。 

地区内の主要な幹線道路(ＪＲ横浜線沿いの都市計画道路とそれに垂直に交わる都市

計画道路)のうち、特にＪＲ横浜線沿いの道路は自動車やバスの集中が激しい道路である。

また、歩行者天国区間を中心に歩行者通行量が多く、最も歩行者数の多い区間では 22,000

人／11 時間の通行量がある。 

荷捌き駐車は、歩行者天国が実施される 11 時以降、ほとんどの貨物車が、歩行者天国

が実施されていない幹線道路上等で荷捌き駐車を行っており、ある程度のタイムシェア

リングが実現している。しかし、歩行者天国内でも、11 時前に荷捌きを開始した貨物車

が継続して駐車を行っていたり、一部の貨物車の進入等も発生している。歩行者天国時

間内の荷捌き場所として共同荷捌き施設が整備されているが、利用状況は低く、常に余

裕がある状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-3 町田駅周辺地区の端末物流実態と交通状況 

・町田駅周辺地区のケーススタディ調査では、貨物車の路上駐車場所やそこからの横持ち搬送

を調査している。 

・これらの調査データから、11:00 以前は地区の全体で目的の商店に比較的近い場所に駐車し

ている実態が把握された。 

・11:00 以降は歩行者天国以外の幹線道路等に駐車しているが、一部は歩行者天国内にも駐車

している実態が把握された。 

・また、大規模商業施設へ荷捌きが集中し、これらの施設への荷捌きでは駐車時間が長くなる

実態も把握された。 

・歩行者天国は 10 時台で既に 1,000 人以上の通行があり、１日に約 22,000 人/11 時間の歩行

者が歩いており、端末物流が歩行者の快適性に影響を及ぼしている可能性がある。 
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ｲ)端末物流による歩行者の快適性の低下 

当地区の調査では、歩行者天国内に流入している貨物車の問題を把握するため、来街

者に対し、貨物車が安全面や環境・景観面について問題となっているかを把握している。 

図 1-3-5 は、来街者の貨物車に対する問題認識の度合いを示したものである。 

 

当地区では、11 時から 19 時まで歩行者天国が実施されているが、11 時以降も歩行者

天国内で荷捌き路上駐車を行っている貨物車等も見られる。僅かな台数であるが、歩行

者優先の空間内では、多くの来街者が、これらの貨物車を、安全面でも、環境・景観面

でも問題と見なしており、端末物流（貨物車の路上駐車）による歩行者の快適性の低下

が発生していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○貨物車の路上駐車による歩行者の通行の阻害 

・歩行者天国区間に貨物車が流入し、来街者の意識として歩行者環境が悪化している(図 1-3-5)。

・歩行者天国区間は 11 時からであるが、10 時の段階で既に 1,000 人/時を超える歩行者が通行して

いるほど歩行者が多い空間となっている(図 1-3-4)。 

・一方、自動車は 11 時以降、同区間に進入できないことから、11 時前に多くの貨物車が荷捌きを

行っている。しかし一部の貨物車が継続して荷捌きを行っていたり、進入してくる貨物車もみら

れ(図 1-3-6)、歩行者天国内で貨物車が歩行者の通行を阻害するなど混在状況が発生していると

考えられる。 
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【歩行者天国区間内の歩行者数と 

路上駐車の状況（時間帯別）】

図 1-3-5 来街者の貨物車に対する
問題認識 

 

図 1-3-6 歩行者天国区間の時間帯別
車種別駐車台数 

歩行者天国区間での歩行者
と貨物車の混在状況 

図 1-3-4 歩行者天国区間の歩行者
通行量 
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ｳ)大規模商業施設への貨物車交通の集中によるアクセス性の低下 

当地区の調査では、横持ち追跡調査の中で、配送先の施設種類等も調査をしている。

そのため、配送先施設別に貨物車の集中状況も把握できる。 

 

当地区には、大規模商業施設が複数立地しており、その周辺道路には多くの貨物車が

荷捌き路上駐車を行っている（図 1-3-3）。 

また、大規模商業施設（大型店）への荷捌きでは、通常の個人商店のような商店に比

べ、駐車時間が長くなり、これらの大規模商業施設（大型店）が複数立地する地区では、

貨物車の集中により、道路混雑等が発生してアクセス性の低下が発生していると考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大規模商業施設への貨物車の集中と長時間の駐車 

・大規模商業施設（大型店）への納品では、目的施設に近い場所で荷捌き路上駐車が行われている。

・駐車時間については短時間のものと長時間のものが見受けられる(図 1-3-7)。平均の駐車時につ

いても一般的な商店に比べ長くなっている(図 1-3-8)。 

・調査対象地区にある大規模商業施設は、荷捌き施設があるもののその大きさが貨物車のサイズに

あっておらず、利用できないところもあり、大規模商業施設の周囲に貨物車の路上駐車を誘発し

ている。 

・このように、大規模商業施設の周辺では、通常の商店に比べ、多くの貨物車を集中させ、長時間

駐車を発生させており、荷捌き車両を施設内に収容できない場合は、道路混雑など貨物者と他の

交通の混在状況を発生しやすい状況になっている。 
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ⓒデータからみた町田駅周辺地区の端末物流問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ケーススタディ調査で把握された端末物流問題 

○貨物車の路上駐車による歩行者の回遊性の低下 

 ・11:00から19:00まで歩行者天国を実施しているが、その時間帯においても歩行者天国内に貨物車

が流入し、荷捌きを行っている。 

・歩行者天国では、約22,000人の歩行者が通行しており、貨物車の存在が歩行者優先のまちづくり

を進めている当地区にとって問題になっている。 

・来街者にとって、このような貨物車の歩行者天国内への流入は、安全面や環境・景観面で問題に

なっていることが確認され、端末物流が地区の魅力を低下させている要因のひとつであることが

確認された。 

 

○大型商業施設への貨物車の集中による貨物車と他の交通の混在状状況の発生 

  ・地区内にある大規模商業施設の附置荷捌き施設は、構造的に貨物車の利用に適していない問題が

ある。 

 ・また、大型商業施設への納品では、多くの貨物車を集中させ、駐車時間も長いなどの特徴がある

ことも把握された。 

・大規模商業施設が複数ある当地区では、貨物車の集中や長時間の路上駐車が生じることにより、

道路混雑を要因のひとつになっている可能性があることが確認された。 

■物流施策の方向性 

 ・当該地区では、歩行者優先のまちづくりを進めるため、歩行者空間から自動車の完全な排除等を

検討している。そうすると、当地区では現在11:00までは進入可能な道路についても、進入できな

くなる可能性があり、貨物車の荷捌き駐車が幹線道路等へ移動することが考えられる。 

・歩行者天国区間から排除される見込みのある貨物車については、既存の共同荷捌き施設であるぽ

っぽ町田の活用など、適切な荷捌き場所を提供していくことが考えられる。 

・また、当地区には大規模商業施設が多い。大型商業施設への納品には大量の貨物車が発生し、そ

の駐車時間も長いことから総量を抑制するような方策の方向性も考えられる。 
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2) 銀座地区 
 

A) 銀座地区で把握された端末物流問題の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ケーススタディ調査結果の概要（解析結果の詳細は参考資料３参照） 

ⓐ地区の概要 

・ 調査対象地区は、わが国を代表する商業・業務集積地である。 

・ 当地区においては、既に路上駐車の問題がまちの魅力を低下させている一因として認

識されており、駐車対策が検討されてきている。 

・ その一環として、東京都駐車場条例の地区ルールである銀座ルールを定め、附置義務

駐車場について、隔地・集約整備ができるようにしたところである。 

・ 地域においても駐車対策として荷捌き対応が残されていることを認識しており、当地

区では、この隔地・集約駐車場の荷捌き用スペースを有効に活用できないか検討を行

っているところである。 

 

                      

 

                      表 1-3-3 調査対象の商業ビルの特徴 

調 査 対
象 

延べ 
床面積 

主要テナント、
業種構成 

附帯 
駐車場

ビル Ａ 6,181m2 物販店・飲食店 － － 

ビル Ｂ 16,774m2 物販店・飲食店 31 台 

ビル Ｃ 2,673m2 物販店・飲食店 － － 

ビル Ｄ 2,010m2 物販店・飲食店 － － 

ビル Ｅ 6,551m2
物販店・飲食店 
事務所 

15 台 

ビル Ｆ 2,032m2 物販店・飲食店 － － 

ビル Ｇ 3,850m2 飲食店・事務所 － － 

 

 

 

       ：調査対象のビルがある街区 

○ 駐車場条例による附置義務駐車場や大規模小売店舗立地法などの基準値によって、当

地区ではある程度の駐車場が確保されているが、基準値の乗用車と貨物車のバランスに

比べ、貨物車の需要量が多く、貨物車用のスペースの確保が進んでない。 
○ 当地区には、多くの貨物車が納品のために集中しているが、貨物車用のスペース確保が

十分でないため、路上において荷捌き駐車が発生し、地区の魅力の低下の一因になって

いる可能性がある。 

図1-3-9 銀座地区の概要 
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ⓑ銀座地区で把握された端末物流問題 

ｱ)商業施設における駐車スペースの不足による路上駐車の発生 

当地区では、中小規模の商業施設を対象に、ビルに集まる車種別（乗用車、貨物車別）

の自動車総量やその駐車場所をアンケートによって捉えた。 

図 1-3-10 は荷捌きスペースを持つ商業ビルに集まる自動車の車種別の駐車場所を示

したものであり、図 1-3-11 は附帯駐車場をもつ調査対象ビルに集まる自動車の駐車場所

（路上駐車か駐車場利用か）を時間帯別に捉えたものである。 

その結果、荷捌き施設を所有する施設でも貨物車の約 87％が路上に駐車をしている状

況であり、乗用車を含めても路上駐車を行っている車両は 70％あり、貨物車が多く集中

する午前中の時間帯では、ほとんどが路上駐車を行っていることが示されている。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業ビルにアクセスする乗用車と貨物車の

駐車場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商業施設における駐車スペースの不足による路上駐車の発生 

・調査対象の７つの商業ビルのうち、附帯駐車場があるビルは２つで、合計約 45 台分のスペースが

ある。 

・２つのビルの自動車需要量のうち、附帯駐車場等を利用しているのは約 30％であり、多くの自動

車は路上で駐車している。 

・特に貨物車に関しては、45 台分のうち、１台分しかないため約 87％が路上で駐車している状況で

ある。 
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ｲ)乗用車需要と貨物車需要に対する駐車スペース供給量のアンバランス 

図 1-3-12 は調査対象ビルに集まる乗用車と貨物車の需要バランスを示したものであ

る。調査対象の一部のビル（ビルＥ）を除き、乗用車の需要より貨物車の需要量の方が

多いことが示されている。 

 

一方、図 1-3-13 は荷捌きスペースを持つ商業ビルにおける乗用車スペースと貨物車

用スペースの駐車１マス当たりの到着台数を時間帯ごとに示したものである。 

これによると１台分しかない荷捌きスペースには、時間最大で４台の貨物車が到着し

ているが乗用車用スペースには、１台にも達していないなど、貨物車用のスペースと乗

用車用のスペースでアンバランスが生じていることが示されている。 

 

これらは、貨物車の路上駐車を発生させるだけでなく、商業ビルに整備された駐車空

間が有効に活用されていないことも示しており、駐車スペースの有効利用といった側面

からも問題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商業施設における駐車スペースの不足による路上駐車の発生 

・調査対象の商業ビルのうち、駐車場が整備されているのは２箇所、荷捌きスペースが確保されて

いるのは１箇所のみである。 

・平日については、Ｅのビルを除き、貨物車の割合の方が多くなっている（平日の 60％、休日の 15％

が貨物車需要）。 

・周辺の路上駐車を含めても貨物車の割合が多く、買物客が多く集まる銀座地区においても自動車

の割合では、貨物車台数の方が多いことが示されている。 

・また、荷捌きスペースが確保されている商業ビルでは、荷捌きスペースは１台分あるが、7:00～

10:00 の午前中の時間では、スペース分より多くの貨物車が集まっており、時間帯によってはス

ペース待ちを生じている。 

・一方、乗用車用のスペースでは、30 台分が確保されているが、乗用車の集中は時間あたり１台に

も達しておらず、貨物車と乗用車の需要と供給にアンバランスが生じている。 
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ⓒデータからみた銀座地区の端末物流問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ケーススタディ調査で把握された端末物流問題 

○貨物車の駐車スペースの不足 

 ・当地区には、駐車場条例や大規模小売店舗立地法などによって地区に必要となる駐車スペース

数は確保される見通しである。 

・現状では、乗用車の需要量に対し、乗用車用の駐車スペースは供給過多な傾向にあり、一方で

貨物車の需要量に対し、貨物車用の駐車スペースは不足している状況で需給バランスが悪くな

っている。 

・その結果、貨物車の荷捌きは、路上で行うことしかできず、地区内での貨物車の路上駐車を誘

発している。 

■物流施策の方向性（案） 

・荷捌きのために使用できるスペースが実態に比べ過小になっている。そのため、地区交通の改善

のため、附置駐車場における乗用車と貨物車の適正な分担を検討し、貨物車を附置駐車場へ誘導

する必要がある。 

・具体的には、銀座ルールによって整備される隔地・集約駐車場を区画の共同荷捌き駐車スペース

として活用する方法が考えられる。 

・一部、路上に残ってしまう貨物車については、既存のパーキングメーターの荷捌き用への転用や

路側のタイムシェアリングによる対応方法が考えられる。 
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3) 川越市一番街周辺地区 
 

A) 川越市一番街周辺地区で把握された端末物流問題の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  ケーススタディ調査結果の概要（解析結果の詳細は参考資料３参照） 
ⓐ地区の概要 

・ 調査対象地区は、伝統的建造物群保

存地区に指定されている観光地であ

る。 

・ 調査対象地区を南北に貫く幹線道路

沿い以外には商店の立地は少なく、

また幹線道路以外の通りは道幅が狭

く、貨物車の走行には適していない

状況にある。 

・ この幹線道路は、周辺の道路ネット

ワークの整備が遅れているため、中

心市街地の南部（川越駅等）と北部

を結ぶ幹線道路としても機能してお

り、観光客のほか、乗用車やバスな

どがこの通りに集中している 

・ なお、調査対象地区内の道路は同一

道路であるが、中心部の交差点を境

に、北側は歩道の区分がない道路、

南側は歩道がマウントアップされた

道路となっている。 

 

 

 

 

 

 
図 1-3-14 川越市一番街周辺地区の概要 

○ 当該地区は「伝統的建造物群保存地区」であり、商店街であるとともに、多くの観光客が

訪れる観光地でもある。 
○ 当該地区の端末物流需要は、駅前の商業集積地である他のケーススタディ地区と比べ

ると非常に小さいが、限られた空間の中で、通過交通、端末物流、観光客が混在すること

で、観光客の歩行環境を悪化させており、観光地としての魅力が低下している可能性が

ある。 
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ⓑ川越市一番街周辺地区で把握された端末物流問題 

ｱ)川越市一番街周辺地区の交通状況 

川越市一番街周辺地区に配送にくる貨物車は、幹線道路の店舗前に駐車して荷捌きを

行っている。また、幹線道路は、乗用車や観光客（歩行者）が多く通行する道路である

ため、平日では朝７時台から交通が集中し、休日においては 10 時、11 時頃がら交通が

集中している。また、通学や観光客を乗せた川越駅や本川越駅と郊外を結ぶ路線バスも

通行している（図 1-3-15）。 

 

当地区では、幹線道路上において、貨物車の路上駐車などの端末物流と通過交通や歩

行者等の混在が起こっており、端末物流により、自動車交通の円滑性や快適な歩行が阻

害されている可能性があることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-15 川越市一番街周辺地区の端末物流実態と交通状況

・川越市一番街周辺地区のケーススタディ調査では、貨物車の路上駐車場所やそこからの横持

ち搬送を調査している。これらのデータから、貨物車の荷捌きは、搬送先の店舗に近い幹線

道路上に発生している実態が把握された。 
・この道路は、観光客が往来し、かつ市の中心部と市の北部地域を結ぶ幹線道路であるため、

自動車や観光客（歩行者）が多く、交通の円滑性や歩行者の快適性等へ端末物流が影響を及

ぼしている可能性がある。 

【北側区間の自動車交通量と歩行者通行量】 

平休日別 自動車交通量            平休日別 歩行者通行量 
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【南側区間の自動車交通量と歩行者通行量】 
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○貨物車の路上駐車による歩行者の安全な通行の阻害 

・貨物車の路上駐車台数は少ない地区であるが、北側の区間では、歩道と車道が区分されていない

ことなどから貨物車の路上駐車の約 68％（平日）が、歩行者の通行に影響を与えている。 

・特に歩道が整備されていない北側の区間において、貨物車の路上駐車が原因となって歩行者が車

道にはみ出るなどの安全性の問題が発生している。これらは、商店、来街者ともに歩きにくいと

感じている場所となっている。 

・また、観光客の当該地区にもつイメージでは、イメージと違ったとする回答が約３割有り、その

理由として、貨物車も含めた路上駐車や自動車交通量が多いことがあがっている。 

ｲ)貨物車の路上駐車による歩行者の回遊性の低下と観光地としての魅力の低下 

図 1-3-16 は、端末物流実態調査で把握された貨物車の路上駐車のうち、歩行者へ影響

を与えた貨物車の割合を区間別、曜日別に示したものである。 

実態調査では、路上駐車した車両が「歩行者の通行に影響を与えたか（車道へ出て歩

くことや通過交通をやり過ごすため待避した）」も併せて調査しており、路上駐車が歩行

者の通行に与えた影響を把握することができる。 

また、観光客に対し、まちの印象「イメージと異なっているか」「その理由」等につい

ても調査しており、図 1-3-16 は、それを示したものである。これにより、観光客の視点

からも、川越市一番街周辺地区のまちづくりの方向性の問題の検証ができる。 

 

川越市一番街周辺地区のケーススタディ調査では、歩道が整備されていない北側の区

間において、貨物車の路上駐車が歩行者の安全な通行を阻害していることにより、回遊

性を低下させ、観光地としての魅力が低下していることが考えられる。 
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図 1-3-16 ケーススタディ地区別の貨物車の
路上駐車のうち、歩行者へ影響を
与えた貨物車の路上駐車の割合 貨物車の路上駐車により歩行者

の通行が阻害されている例 

図 1-3-17 観光客が当該地区に持ったイメージと違っている場合の理由 
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ｳ)貨物車の路上駐車による自動車のアクセスの低下 

実態調査では、路上駐車した車両が「他の交通に影響したか」も併せて調査しており、

路上駐車が自動車交通に与えた影響を把握することができる。図 1-3-19 は、「他の交通

に影響した」貨物車の割合を区間別、曜日別に示したものである。 

 

川越市一番街周辺地区のケーススタディ調査では、幹線道路において、貨物車の路上

駐車により地区の自動車交通の円滑性を阻害している実態が把握された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○貨物車の路上駐車による他の自動車交通への影響 

・横須賀中央駅周辺地区や船橋駅南口地区の幹線道路と比較しても貨物車の路上駐車台数は少ない

地区であるが、他の自動車交通に影響を与えている貨物車の路上駐車の割合は、地区計で約 47％

となっている。 

・特に歩道が整備されている南側の区間では、車道幅員が狭いことから他の自動車に影響を与えて

いる貨物車の路上駐車の割合は 50％を超えている。 
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図 1-3-19 ケーススタディ地区別の貨物車の路上
駐車のうち、他の自動車交通へ影響を与
えた貨物車の路上駐車の割合 

注：貨物車の路上駐車によ

り「ブレーキを踏ん

だ」又は「センターラ

インを超えて進路を

変更したような場合

「影響を受けた」とし

て調査した。 

貨物車の路上駐車が
他の自動車の交通へ
影響を与えている例 

・観光スポットの多い、北側の区間では、区間全体を通して貨物車の路上駐車による歩行者への影響

が多く発生しているが、商店の意識では、50～70％の商店が歩行者の安全性の問題があると感じて

おり、観光客についても約 30％の人が歩きにくいと感じており、貨物車等の路上駐車が観光地の

魅力に影響を与えていると考えられる。 
                  ○貨物車の路上駐車  ○商店における区間   ○観光客における 
                       による歩行者への   の問題認識       区間の問題認識 

                       影響の発生割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-18 北側区間における路上駐車による歩行者への影響と商店・観光客の問題認識 
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ⓒデータからみた川越市一番街周辺地区での端末物流問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ケーススタディ調査で把握された端末物流問題 

 

○貨物車の路上駐車による歩行者の回遊性・快適性の低下 

・ 貨物車の路上駐車台数は他のケーススタディ地区に比べると少ないが、貨物車の路上駐車によ

って、歩行者が車道にはみ出るなどの影響が多く発生していることが把握された（貨物車の路

上駐車の約57％が歩行者の通行に影響）。 

・ これらの場所は、観光客を対象とした意向調査で把握された歩きにくい場所と共通している。

さらに観光客からは、地区に対して感じたイメージについて、３割の人がイメージと違うと感

じており、その原因として貨物車を含めた路上駐車や自動車台数の多さを指摘している。 

・ このことは、例え少数の貨物車路上駐車であっても観光客が回遊するような区間では、観光地

としての魅力に大きな悪影響を及ぼしていると考えられる。 

 

○貨物車の路上駐車による地区へのアクセスの低下 

・ 通過交通に影響を与えている貨物車の路上駐車の割合は約40％となっており、貨物車の路上駐

車によって自動車のアクセスが低下しているといえる（貨物車の路上駐車の約40％が自動車の

円滑な通行を阻害）。 

・ 車道幅が約7.5ｍ程度の南側の区間だけでなく、北側の区間でも貨物車の路上駐車が交通の円

滑性に影響を与えている。これらの地点は、自動車の運転手が運転しにくいと感じている場所

とも共通しており、貨物車の路上駐車が地区へのアクセス性に影響を与えており、まちの魅力

を低下させていると考えられる。 

■物流施策の方向性（案） 

・当該地区での端末物流問題は、貨物車の路上駐車と観光客等が混在しているために発生しており、

観光地としての魅力を維持していくためには、貨物車の路上駐車を歩行空間から排除していくこ

とが望ましい。 

・当地区は伝統的建造物群保存地区であることから新たに貨物車の荷捌きのための空間を創出する

ことが難しいため、既存の駐車場や路上を活用して貨物車の路上駐車と歩行者等を分離する方向

が考えられる。 

・特に観光客については、11時台から増加する傾向もあることから、納品時間に関する地区ルール

を定めるなど、限られた空間を時間的に貨物車の路上駐車利用と歩行者を分離していく方向も考

えられる。 
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4) 船橋駅南口地区 
 

A) 船橋駅南口地区で把握された端末物流問題の概要 

 

 

 

 

 

 

B) ケーススタディ調査結果の概要（解析結果の詳細は参考資料３参照） 

ⓐ地区の概要 

・ 調査対象地区は、中核都市である船橋市の中心地区。ＪＲ総武線、京成本線、東武野

田線といった鉄道が結節し、大規模商業施設を含めた商業施設が集積する地区である。 

・ 都市再開発事業が現在進行中であり、再開発ビル（フェイス）が既に完成しているが、

道路ネットワークが未完成であり、「駅前通り」、「本町通り」といった幹線道路以外

には自動車の進入は困難で、乗用車、バス、歩行者といった様々な交通が幹線道路に

集中している。 

・ また、現在、京成本線の連続立体化事業が進められているが、現状は「駅前通り」に、

地区を分断する踏切がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-20 船橋駅南口地区の概要 

 

○ 限られた道路空間に乗用車、バス、歩行者交通が集中し、そこで貨物車の路上駐車や貨

物の横持ち搬送が行われている。 
○ これにより、交通混雑による地区へのアクセス性の低下、快適な歩行環境の阻害といっ

た問題が発生し、端末物流が地区の魅力の低下の一因になっている可能性がある。 

歩行者通行量：約 36,000 人／12 時間

自動車通行量：約 6,000 台／12 時間 

船橋市ホームページより 

自動車通行量：約 11,000台／12時間 

 凡   例 

     

商業集積地 

    大規模商業施設 

脇道等は、道路幅が狭

く貨物車の進入や荷捌

き駐車は不可能

8ｍ

2ｍ 2ｍ

10ｍ
4.3ｍ 4.3ｍ
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ⓑ船橋駅南口地区で把握された端末物流問題 

ｱ)船橋駅南口地区の交通状況 

船橋駅南口地区では、端末物流で利用される貨物車は、「駅前通り」、「本町通り」といった

幹線道路上の店舗の直近に駐車して荷捌きを行っている。また、「駅前通り」、「本町通り」と

いった幹線道路は、乗用車や歩行者が多く通行する道路であり、路線バスも多く通行してい

る（図 1-3-21）。 

 

船橋駅南口地区では、「駅前通り」や「本町通り」といった幹線道路において、貨物車の路

上駐車や横持ち搬送といった端末物流により、自動車交通の円滑性や安全で快適な歩行が阻

害されている可能性があることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-21 船橋駅南口地区の端末物流実態と交通状況 

 

・ 船橋駅南口地区のケーススタディ調査では、貨物車の路上駐車場所やそこからの横持ち搬

送を調査している。これらの調査データから、搬送先の店舗に近い幹線道路上に貨物車が

駐車している実態が把握された。 
・ これらの幹線道路は、自動車や歩行者の通行が多く、端末物流と混在することで、端末物

流が交通の円滑性や歩行者の快適性等に影響を及ぼしている可能性がある。 

【船橋駅南口地区の自動車交通量】

【船橋駅南口地区の歩行者交通量】

船橋地区（本町通り）

990
1,088

1,000 1,015
900

800 835
951 886 852 797

885

0

500

1000

1500

７
時
台

８
時
台

９
時
台

１
０
時
台

１
１
時
台

１
２
時
台

１
３
時
台

１
４
時
台

１
５
時
台

１
６
時
台

１
７
時
台

１
８
時
台

（台）

船橋地区（駅前通り）

464 487 496
575

489 476
561 530 579 520 496 494

0

500

1000

1500

７
時
台

８
時
台

９
時
台

１
０
時
台

１
１
時
台

１
２
時
台

１
３
時
台

１
４
時
台

１
５
時
台

１
６
時
台

１
７
時
台

１
８
時
台

（台）

2173
2437 2531 2393

2816 2975

3548
3123 3163 3204

38243779

0

1000

2000

3000

4000

7
時
台

8
時
台

9
時
台

1
0
時
台

1
1
時
台

1
2
時
台

1
3
時
台

1
4
時
台

1
5
時
台

1
6
時
台

1
7
時
台

1
8
時
台

（人）



 1-29

○貨物車の路上駐車による他の自動車交通への影響 

 
・ 駅前通り、本町通りと

も早朝やお昼など一部

の時間を除いて、貨物

車の路上荷捌き駐車は

多くの時間帯で発生し

ている。 
・ 駅前通りでは、貨物車

の路上駐車が、特に午

後の時間帯で、他の自

動車の走行に悪影響を

及ぼしている。 
・ また、本町通りでは貨

物車の路上駐車の約

95％が他の自動車交通
に悪影響を及ぼしてい

る。 
 
 
 
・ 「駅前通り」は、京成電鉄の踏切もあ

り、自動車の走行速度は非常に低いが、

貨物車の路上駐車は交通混雑を更に悪

化させている。 

ｲ)貨物車の路上駐車による自動車のアクセスの低下 

図 1-3-22 は、端末物流実態調査で把握された「駅前通り」、「本町通り」の貨物車の路上駐

車台数を時間帯別に示したものである。調査では、路上に駐車した車両が「他の交通に影響

したか（ブレーキを踏んだり、センターラインを超えて進路を変更したか）」も併せて調査し

ており、路上駐車が交通の円滑性に与える影響を把握することが出来る。また、「駅前通り」

では、走行速度も調査しており、区間の平均旅行速度という指標により交通状況への影響を

把握することも可能である。 

 

船橋駅南口地区のケーススタディ調査では、「駅前通り」や「本町通り」といった幹線道

路において、貨物車の路上駐車が他の自動車交通の円滑性を阻害している実態が把握された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物車が駐車し、通過交通（バス等）

の円滑性を阻害。 

貨物車が駐車し、通過交通の円滑性

を阻害。 

図 1-3-22 船橋駅南口地区の貨物車路上駐車の時間帯別の発生状況

と他の交通への影響 

図 1-3-23 駅前通りにおける貨物車路上駐車と走行速度 

注：貨物車の路上駐車により「ブレーキを踏んだ」又は「センターライン

を超えて進路を変更したような場合「影響を受けた」として調査した。 
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ｳ)横持ち搬送による歩行者の回遊性の低下 

船橋駅南口地区では、端末物流実態調査で、貨物車の駐車場所から搬入先の建物入口まで

の貨物の搬送（横持ち搬送）を追跡調査している。また、その際、横持ち搬送中に歩行者や

自転車などと錯綜（「接触した」または「接触しそうになった」）状況も調査しており、端末

物流と歩行環境との関係が把握できるようになっている。 

 

船橋駅南口地区では、貨物車の路上駐車は「駅前通り」、「本町通り」といった幹線道路上

で発生しているが、これらの幹線道路上には歩道も設置されており、多くの歩行者が歩行し

ている。貨物車は、搬入先に対して非常に近い場所に路上駐車しているが、歩行者交通の多

い歩道を横切って横持ち搬送しているため、歩行者交通に影響している可能性がある。 

 

調査の結果、船橋駅南口地区では、「駅前通り」において、貨物の横持ち搬送と歩行者や自

転車との錯綜が生じている実態が把握された。特に「駅前通り」は午後の時間帯は１時間当

たり３千人を越える歩行者交通が観測されており（図 1-3-24）、端末物流が地区の歩行環境

に与える影響は大きいと想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○横持ち搬送による歩行者通行の阻害 

・歩行者が多い駅前通りでは、一部が駐輪施設として利用されていることから歩行空間が狭くなっ

ており、そこへ横持ち搬送が混在することによって横持ち搬送と歩行者の錯綜が発生し、歩行者

の安全性が低下している（地区の平均では 14％であるが駅前通りでは 29％）。 

「駅前通り」の平日10時台の歩道の状況
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図1-3-24 横持ち搬送と歩行者等との錯綜の
発生率 

注：調査員の目視により「接触した」又は「接触しそ

うになった」場合「錯綜した」として調査した。 
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ⓒデータからみた船橋駅南口地区の端末物流問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ケーススタディ調査で把握された端末物流問題 

○貨物車の路上駐車による自動車のアクセスの低下 

・ 貨物車の路上駐車は、「駅前通り」、「本町通り」の幹線道路に集中している。また、このよ

うな貨物車の路上駐車は、日中の多くの時間帯で発生している。 

・ 幹線道路においては、貨物車の路上駐車により他の自動車交通がブレーキを踏んだり、進路

変更するといった影響が多く発生していることが把握された。また、駅前通りでは、貨物車

の路上駐車が通過交通に影響を与える割合が増える時間帯で走行速度の低下が著しいこと

が把握された。 

・ 本町通りでの道路構造は対面通行が可能な程度であることから、貨物車の路上駐車の約95％

が通過交通に影響を与えていることが把握された。 

・ このような問題は、貨物車の路上駐車と乗用車、バスなどの交通が、空間的にも時間的にも

混在することにより発生している。 

○横持ち搬送による歩行者回遊性の低下 

・ 歩行者が多い「駅前通り」では、一部が駐輪施設として利用されていることから歩行空間

が狭くなっており、そこへ横持ち搬送が混在することによって横持ち搬送と歩行者の錯綜

が発生し、歩行者の安全性が低下している（地区の平均では14％であるが駅前通りでは

29％）。 

・ 「駅前通り」は午後の時間帯は１時間当たり３千人を越える歩行者交通があるにも関わら

ず当該時間帯に端末物流も集中し、かつ、自転車駐輪の集中も重なって大きな問題が発生

していると考えられる。 

■物流施策の方向性（案） 

・ 当該地区での端末物流問題は、端末物流と乗用車や歩行者といった他の交通が、空間的にも、

時間的にも混在することにより発生しており、これを分離することが対策の方向性として

考えられる。 

・ 空間的な分離に関しては、当該地区では、京成電鉄の連続立体化事業のほか、再開発など大

規模なまちの改編が計画されており、これらの計画の中に、端末物流対策を盛り込み、人

と物の混在を解消していく方向が考えられる。 

・ また、当該地区では、日中の多くの時間帯で端末物流が行われており、納品時間に関する地

区ルールを定めるなど、物と人のタイムシェアリングを実現する施策も有効と考えられる。

【参考】：船橋駅南口地区の将来計画の概要 

・京成電鉄の連続立体化事業の他、都市計画道路の整備も計

画されている 

・このような都市再開発事業により生み出される新たな都市

空間や交通インフラを活用し、人と物を空間的に分離する

ことが方策の１つとして考えられる。 

図1-3-25 船橋駅南口における都市再開発事業の概要 



 1-32

5) 横須賀中央駅周辺地区 
 

A) 横須賀中央駅周辺地区で把握された端末物流問題の概要 

 

 

 

 

 

 

 

B) ケーススタディ調査結果の概要（解析結果の詳細は参考資料３参照） 

 

ⓐ地区の概要 

・ 調査対象地区は、中核都市である横須賀市の中心地であり、京浜急行横須賀中央駅の

北側に広がる大型商業施設の立地する地区である。 

・ 昭和 60 年に策定された中心市街地整備計画によって交通インフラ等の整備が行われ

ており、車道や歩道等の整備がほぼ終了した段階にある。 

・ 地区には車道幅員約 15ｍの中央大通りがあり、沿道にはバス停やタクシー乗り場が

多く存在している。道幅が広く車線数も３車線と少ないため、ゆったりしており、路

上駐車が行いやすい状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1-3-26 横須賀中央駅周辺地区の概要 

○ 交通インフラの整備が整った地区であり、比較的広い道路空間で端末物流が行われて

おり、地区全体での自動車交通や歩行者への影響は比較的小さい。 
○ しかしながら、バス停周辺の貨物車の路上駐車によるバスの運行の阻害、歩行者が多く

横断歩道上での横持ち搬送による歩行環境の悪化など、交通インフラが整備されている

状況でも端末物流を原因とする問題が生じている。 

裏通りは一方通行のコミュニティ道路
として整備
裏通りは一方通行のコミュニティ道路
として整備

凡例

商業集積地

大規模店舗

バス停・タクシー乗場

一方通行

凡例

商業集積地

大規模店舗

バス停・タクシー乗場

一方通行

 

完全モール化された商店街がある
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ⓑ横須賀中央駅周辺地区で把握された端末物流問題 

ｱ)横須賀中央駅周辺地区の交通状況 

横須賀中央駅周辺地区では、貨物車の路上駐車は、商店が多く立地する区間で、バス

停やタクシー乗り場の無い区間で行われている。 

中央大通りは、バスの主要な路線であり、また、地区へアクセスする乗用車の主要な

アクセス道路となっている（図 1-3-27）。また、中央大通りでは、歩行者数の多い大規

模商業施設の周辺で通りを跨ぐ（通りを横断する）ような横持ち搬送も行われている。 

 

横須賀中央駅周辺地区では、一定水準の交通インフラ整備が行われているが、貨物車

の路上駐車や横持ち搬送といった端末物流の集中により、自動車交通のアクセス性や歩

行環境が阻害されている可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-27 横須賀中央駅周辺地区の端末物流実態と交通状況 

【中央大通りの方向別自動車交通量】

・ 横須賀中央駅周辺地区のケーススタディ調査では、貨物車の路上駐車場所やそこからの横

持ち搬送を調査している。これらの調査データから、貨物車の路上荷捌き駐車が中央大通

りの他、地区の裏通りでも行われている。 
・ 中央大通りでは、通りを横断して横持ち搬送が行われており、中央大通りの歩行者通行量

が多いことから、歩行者の快適性等へ端末物流が影響を及ぼしている可能性がある。 
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ｲ)貨物車の路上駐車による自動車アクセスの低下 

当地区の調査では、路上駐車の実態を把握する際に、路上に駐車した車両が「他の交

通に影響したか（ブレーキを踏んだり、センターラインを超えて進路を変更したか）」を

併せて調査しており、路上駐車が交通の円滑性に与える影響を把握することが出来る。 

図 1-3-28 は、端末物流実態調査で把握された貨物車の路上駐車が他の交通へ影響を与

えた割合について示したものである。 

 

横須賀中央駅周辺地区の貨物車の路上駐車は船橋駅南口地区や町田駅周辺地区に比べ

ると多いが、貨物車の路上駐車による他の自動車交通への影響は、船橋駅南口地区など

と比べると低い。しかし、バス停等の付近での貨物車の路上駐車は、他の交通への阻害

状況は船橋駅南口地区平均より高くなっており、バスの運行等に影響が生じている実態

が把握された。 

このことは、十分な道路構造が確保されている場合においても、バス停周辺などの場

所においては、貨物車の路上駐車により地区の交通へ影響が生じさせる可能性が高いこ

とが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○貨物車の路上駐車によるバスの運行への影響 

・バス停やタクシー乗り場が整備されている区間（区間③や区間⑨）では、貨物車の路上駐車は行

いにくい状況になっている（図 1-3-27）。 

・しかし、少ない貨物車の路上駐車は、バス停の前後に駐車することによってバスのバス停への寄

りつき等を邪魔しているものとみられ、これらの場所では、通過交通へ影響のある貨物車の路上

駐車の割合が約 70％を超えている（横須賀中央駅周辺地区平均は約 30％）。 

バス停に駐車していなくても、バス停の直

近に駐車することによってバスの円滑な

走行が阻害されている。 

図 1-3-28 場所別の貨物車路上駐車による他の
交通への影響の発生割合 
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ｳ)横持ち搬送による歩行者の回遊性の低下 

横須賀中央駅周辺地区では、船橋駅南口地区同様に貨物の搬送（横持ち搬送）を調査

員が追跡調査している。その際、横持ち搬送中に歩行者や自転車などと錯綜（歩行者や

自転車などと「接触した」または「接触しそうになった」）状況も調査しており、端末物

流と歩行環境との関係が把握できるようになっている。 

 

横須賀中央駅周辺地区における横持ち搬送と歩行者等との錯綜の発生率は、船橋駅南

口地区と比べると小さい。しかしながら中央大通りを横断するような横持ち搬送や駅周

辺の歩行者が多いと想定される区間の錯綜発生率は、船橋駅南口地区の最も錯綜率が高

い区間（駅前通り）に匹敵する。 

このことは比較的問題発生の低い地区においても、横持ち搬送の動線が歩行者交通の

集中する区間と重なることにより、問題が発生することを示している。 

また、横須賀中央駅周辺においては、地元商店街において「荷物の搬入は 10 時までに

済ませる」といった取り決めがあるが、実際には、午前 10 時以降にも端末物流は行われ

ており、歩行者等との錯綜が生じている。このことは歩行者交通が多い、午前 10 時以降

の時間帯で人と物の混在が生じ、歩行環境の悪化が生じていることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○横持ち搬送による歩行者通行の阻害 

・人が多い駅前や横断歩道等では、横持ち搬送と歩行者の錯綜がみられ、歩行者の安全性が低下し

ている（地区の平均では、８％であるが、一部の区間では 30％近くなる）。 

 

道路を横切るような横持ち搬送 

図 1-3-30 歩行者と錯綜を発生させている
横持ち搬送の分布 

図 1-3-29 横持ち搬送と歩行者の
錯綜率が高い場所 
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ⓒデータからみた横須賀中央駅周辺地区の端末物流問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○物流の時間変更の可能性 

・当該地区では、事業所に関する実態調査を行ってお

り、その中で、納品物流の特徴（納品時間とその時

の輸送条件）を把握している。 
・これにより納品時間帯ごとに、その物資が時刻指定

をされて輸送されているのかどうかが把握できる。 
・横須賀中央駅周辺地区へ集まる物資で午後（12時～

17時）に納品される物資の６割近くは、納品時間を
変更できる物資である。 

■ケーススタディ調査で把握された端末物流問題 

○貨物車の路上駐車による自動車のアクセスの低下 

 ・貨物車の路上駐車は、どこででも発生している状況であるが、道路構造が広く、交通量も少な

いことから問題の程度は低い。 

・しかし、バス停の周辺では、バス停前後に駐車している貨物車がバスのバス停への寄りつきを

邪魔しているものとみられ、これらの場所では、通過交通に影響のある貨物車の路上駐車の割

合が約70％を超えている（横須賀中央駅周辺地区平均は約30％）。 

・このような問題は、貨物車の路上駐車と乗用車、バスなどの交通が同一空間内に共存している

ことにより発生している。 

○横持ち搬送による歩行者の回遊性の低下 

  ・歩行者が多い「駅前周辺」や「大規模商業施設付近」では、横断歩道等により歩行者が大量に

滞留することから、そこへ横持ち搬送が混在することによって横持ち搬送と歩行者の錯綜が発

生し、歩行者の安全性が低下している（地区の平均では８％であるが、駅前周辺や大規模商業

施設付近の横断歩道周辺では30％を超える）。 

 ・このような問題は、歩行者の多い場所に横持ち搬送が流入していることもあるが、商店街で実

施している「朝10時までに搬入を済ませる」という商店街の取り決めが有効に働いていないこ

とも考えられる。特に歩行者については、10時台から増加することもあり、時間的にも歩行者

と横持ち搬送の集中が重なって問題が発生していると考えられる。 

■物流施策の方向性（案） 
 ・当該地区では、バス停周辺での貨

物車路上駐車による交通阻害、歩行

者が集中する横断歩道での横持ち搬

送による歩行環境の悪化など、問題

発生は局所的である。そのため、例え

ば、貨物車の駐車可能区間を限定す

るなど、現在の都市空間の中での工

夫が可能と考えられる。 
 ・また、当該地区では、既に商店街で10
時以前に荷捌きを行う取り決めがあ

るなど、下地があることや、歩行者に

関しては10時台頃から急激に増える
などの特徴もあることから、タイムシェ

アリングなどにより、他の交通が集中

してくる時間帯を避ける方向性や10
時前納品を地区のルールとして、実

効性のあるものとする取り組み等も考

えられる。 

図1-3-31 事業所アンケートで把握された時間帯別の
納品物流のうち、時間指定がされていない
物資の割合 
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（５）ケーススタディ地区調査で把握された端末物流問題（まとめ） 
 

５地区のケーススタディ地区では、「貨物車の集中」、「不適切な貨物車の路上駐車」、「横持ち搬送の歩行者等との錯綜」といった端末物流の問題により、地区の魅力の低下が確認された。 

 

1) 貨物車の集中による地区の魅力の低下 

 
 ■物流の現状                         ■ケーススタディ地区で把握された地区の課題（例） 
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○町田駅周辺地区 

                                   【地区の魅力の低下】 

     ・歩行者天国の実施により、貨物車の集中時間と歩行者の集中時間のタイムシ

ェアリングはある程度できているものの、一部の車両の荷捌きが時間内に終

了しないことなどから、歩行者との混在が発生している。 

     ・貨物車の存在は、歩行者天国内の歩行者にとっても安全性や環境面で問題と

認識されており、地区の魅力を低下させている要因となっている。 

                                   【解決の方向性（案）】 

・歩行者優先のまちづくりを進めており、歩行者天国内への車両流入の制限の

徹底なども検討している。歩行者天国から貨物車の排除を徹底した場合、荷

捌きを移動する先としては外周道路が想定されており、影響を少なくする工

夫が必要と考えられる。 

・一時貸し駐車場を活用して貨物車の路上駐車を他の交通主体から空間的に分

離するほか、既にある共同荷捌き施設をピーアールするなど利用促進を図る

ことが考えられる。 

・また、大規模商業施設では集中する貨物車台数を抑制する共同配送なども考

えられる。 

商店街等の中心市街地には、人だけでなく、多くの

端末物流が集まり、これにより多くの貨物車交通が

発生している。 

・商業施設には、買い物のための乗用車の他、納品の

ための貨物車も集中している。大規模商業施設にお

いては、集中する自動車のうち 55％が貨物車の需

要となっている。 

・また、商業地区等の中心市街地の路上には乗用車と

同量の貨物車が路上駐車を行っている。 

○船橋駅南口地区 

                                   【地区の魅力の低下】 

     ・地区内で発生している路上駐車の約６割が貨物車になっており、貨物車が原

因となって様々な交通問題が発生している。 

     ・商店からみても、地区の交通問題として、貨物車の集中による混雑や路上駐

車が重要な問題と認識されており、地区のまちづくりの問題としても貨物車

の集中は地区の魅力を低下させている要因のひとつとなっている。 

                                   【解決の方向性（案）】 

・京成電鉄の連続立体化をはじめ、再開発や都市計画道路の整備等の予定があ

り、今後、地区の空間配置が大きく変わる可能性があり、これらの計画に物

流対策も加えて空間的に物流と他の交通主体を分離していくことが考えられ

る。 

・短期的には、買い物等の交通主体と時間的に分離していくためのルール策定

等も考えられる。 

至
千
葉
市

・船橋駅南口地区は複数の鉄道結節点であり、また、大規模な商業施設を複数有する商業

地区でもあることから、乗用車、バス、歩行者、端末物流が集中してくる地区である。

・また、当地区は、大規模な再開発の途上であるため、交通インフラ等が未整備であり、

特定の幹線道路等に乗用車、バス、歩行者等と端末物流が集中・混在し、交通問題を引

き起こしている。 

地区における貨物車が原因と

なる交通問題(商店の意向) 

駅前通りでのバスと貨物車の混在

・中心部にある大規模商業施設への配送では、他の個人商店への配送に比べ、同様な横持

ち搬送の場合でも、駐車時間が長くなるなどの特徴がある。 

・地区では11時からの歩行者天国を実施しているため、貨物車の集中は11時以前になっ

ているが、駐車時間が長いこともあり、大規模商業施設周辺に過剰な貨物車の路上駐車

の集中が見られる。また、荷捌きが短時間で終了できないことから 11 時以降にも歩行

者天国内に貨物車の路上駐車が残り、歩行者の回遊性等に影響を与えている。 

42.9

50.6

24.7

16.9

32.5

32.5

問題ある
どちらかというと
問題ある

気にならない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡          例     

環境・景観について

安全面について  
n=77

n=77

調査対象の７つのビルに集中する自動車の
乗用車・貨物車比率（331台）
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大規模商業施設に集中する自動車の貨物

車と乗用車の割合 

ケーススタディ地区の路上で駐車してい

る自動車の貨物車と乗用車の割合 
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配送先施設の違いによる 
荷捌き駐車時間の分布と平均駐車時間 

歩行者天国内での貨物車の 
荷捌きに対する歩行者の認識状況
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 2) 不適切な貨物車の路上荷捌き駐車による地区の魅力の低下 

 

 ■物流の現状                       ■ケーススタディ地区で把握された地区の課題（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○銀座地区 

                              【地区の魅力の低下】 

・銀座地区では、裏道等における荷捌き駐車を含め、路上駐車がまちの魅力を低下させ

る要因として位置づけ、まちぐるみの駐車対策を行っている。 

・貨物車については、対応がまだ不十分であり、路上で荷捌き駐車が発生するような駐

車場の確保となっている。 

                              【解決の方向性（案）】 

・中小規模の商業ビルにおいても駐車場が確保できるように附置義務駐車場の隔地・集

約整備のルールを制定したところであり、貨物車と乗用車の需要実態にあった確保が

できるよう隔地・集約駐車の荷捌き利用が考えられる。 

・また、全ての荷捌きを集約駐車場で収容することは難しいため、利用する可能性のあ

る貨物車を見極め、可能性の低い貨物車については、既存のパーキングメーター等を

活用していくことが考えられる。 

商店街等の中心市街地では、貨物車の荷捌き駐車用の

スペースがほとんど無いことから、路上荷捌き駐車が

発生している。 

○船橋駅南口地区 

                              【地区の魅力の低下】 

・貨物車の路上駐車が地区の交通渋滞の原因のひとつになっている。幹線道路はバスの

運行経路にもあたるため、公共交通の円滑性にも影響を与えている。 

・まちへの集まりやすさを阻害しており、地区の中心市街地としての魅力を低下させて

いる。 

                              【解決の方向性（案）】 

・京成電鉄の連続立体化をはじめ、再開発や都市計画道路の整備等の予定があり、今後、

地区の空間配置が大きく変わる可能性があり、これらの計画に物流対策も加えて空間

的に物流と他の交通主体を分離していくことが考えられる。 

・短期的には、買い物等の交通主体と時間的に分離していくためのルール策定等も考え

られる。 

・商業地区等の中心市街地にある商店等においては、店

舗等に附帯した荷捌き用駐車スペースを持っていると

ころは１割程度である。 

・また、荷捌きスペースを持つ場合についても、その大

きさが貨物車のサイズに合っておらず利用しにくいも

のとなっている。 

・幹線道路以外に駐車できるところが無いため、幹線道路上に貨物車

の荷捌き駐車が集中している。 

・様々な交通主体が集中している上に道路構造が狭いことから、ほとん

どの貨物車の路上駐車が他の交通の円滑な走行に影響を与えている。

横須賀中央駅周辺地区及び船橋駅南口地
区の合計（373店舗）
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35％

・商業ビルへの自動車の需要は貨物車の方が多いが、供給量が少な

いため、貨物車の荷捌きが路上で行われることになるなど、乗用

車と貨物車の駐車スペースの供給量のアンバランスになってお

り、適切なたまり機能の確保がされていない。
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○川越市一番街周辺地区 

                              【地区の魅力の低下】 

・貨物車の路上駐車が通過交通や歩行者の円滑性を阻害している。 

・特に当地区は首都圏を代表する観光地でもあり、貨物車の路上駐車が歩行者の安全

性・回遊性を阻害して、地区の魅力を低下している。 

                            【解決の方向性（案）】 

・他の交通主体、特に観光客(歩行者)と貨物車の路上荷捌きを分離することが重要と考

えられる。 

・当地区は伝統的建造物群保存地区であるため、新たなインフラ整備が望めないことか

ら、既存の路外駐車場を活用する空間分離の方法や観光客が集まる時間のために荷捌

きをするなど時間分離の方法が考えられる。 

・貨物車の路上駐車台数自体は少ない地区ではあるが、観光客等が

集まる地区であり、歩道がない道路構造からも、貨物車の路上駐

車が歩行者の安全性に影響を与えている。 

・同時に市の中心部と北部を結ぶ幹線道路としても機能しているこ

とから、円滑な走行を妨げる要因のひとつにもなっている。

附帯した荷捌きスペースが確保されている
ものの大きさが小さくトラックの利用がで
きない 

ケーススタディ地区における貨物車の路上駐車の駐車場所 

商業地区等の中心市街地における荷捌きスペースの整備状況 

時間帯別駐車場 1マスあたりの 

         車種別到着台数 

船橋駅南口地区における貨物車の路上駐車が

交通に影響を与えている割合

銀座地区の付帯駐車場を持つ２つの商業ビルに

出入りする自動車の車種別の駐車場所 
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 3) 横持ち搬送と歩行者等との錯綜による地区の魅力の低下 

 

 ■物流の現状                            ■ケーススタディ地区で把握された地区の課題（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街等の中心市街地では、適切な位置に貨物車の荷捌き駐車用

のスペースが確保されていないことから、駐車場所から目的施設

までの間で横持ち搬送が生じている。 

○横須賀中央駅周辺地区 

                               【地区の魅力の低下】 

  ・交通インフラがある程度整っている横須賀中央地区であるが、荷捌き

駐車場所が適切な位置でないため、歩行者が多く通行するような歩道

において横持ち搬送が生じ、地区内の歩行者の回遊性を阻害してお

り、地区の魅力の低下要因となっている。 

 

                               【解決の方向性（案）】 

・横持ち搬送が歩行者の多い区間に混在しないように適切な位置に荷捌

き場所を確保し、横持ち動線をコントロールしていくことが考えられ

る。 

・また、歩行者との混在を避けるためには、歩行者が集中する時間を避

けて荷捌きを行うなど、時間分離を行い対応していく方法も考えられ

る。 

・建物内に荷捌き駐車スペースが確保されていない限り、駐車場所か

ら目的施設の間で必ず、横持ち搬送が発生している。 

・地区の道路網の状況（例えば、目的施設前面に駐車可能かどうか等）

によって、その搬送距離は異なるが、自由に駐車できる場合は、目

前に駐車するなど横持ち搬送距離が短くなる場所に駐車する傾向

がある。 

・全ての道路に歩道が整備されており、歩行環境が整った地区である

が、駅前や大規模商業施設周辺の横断歩道など、多くの歩行者が滞

留するような場所においては、横持ち搬送が発生することによって

歩行者との錯綜が発生している。 

○船橋駅南口地区 

                               【地区の魅力の低下】 

  ・当地区では、まちづくりの方向性として歩行者・自転車の利用しやす

い空間を目指しているが、横持ち搬送が歩行空間に混在することによ

って、歩行者の安全な通行環境が阻害されており、地区の魅力を低下

させている。 

                              

【解決の方向性（案）】 

・京成電鉄の連続立体化をはじめ、再開発や都市計画道路の整備等の予

定があり、今後、地区の空間配置が大きく変わる可能性がある。これ

らの計画に合わせて、横持ちの動線を考慮した荷捌き駐車スペースの

確保等が考えられる。 

・また、短期的には、歩行者が集まる時間帯を避けて荷捌きを実施する

など地域の荷捌きに関するルールを定めて、時間的に分離を図ってい

く方法も考えられる。 

 

・駅前通りにおいては、歩道の一部が駐輪スペースとして利用されて

いることから、歩行者の通行できる空間が狭くなっている。 

・駅前通りは、歩行者天国を実施している町田地区に匹敵する歩行者

通行量があるが、道幅が狭く、歩行者・自転車等も多いことから、

横持ち搬送等が混在することによって、歩行者等と錯綜が発生して

いる。 

町田地区、横須賀地区、船橋地区、川越地区の
合計（2,277台）
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駅前通りでは、歩道上が駐輪施設として利用さ

れており、歩行者、自転車、荷捌きが混在する。

10時頃の駅前通りでの混在状況。 

歩道上で行われている横

持ち搬送（銀座地区） 

荷捌き（横持ち搬送）の発生状況 
平均横持ち搬送距離 

駐車のしやすさによって異なる横持ち搬送距離 

横持ち搬送と歩行者の錯綜の発生率 
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１－４ 端末物流問題発生のメカニズム 
 

ここでは、１－３節で示した「貨物車の集中」や「不適切な貨物車の路上駐車」、「横持ち

搬送の歩行者との錯綜」等の物流・貨物車に起因するまちづくりの課題が、どのようなメカ

ニズムで発生しているのか、また、どのような場合に問題となってしまうのかといったメカ

ニズムについて、ケーススタディ地区調査の結果を用いて、定量的にとりまとめた。 

 

１－４－１ 物流・貨物車の発生集中のメカニズム 
 

端末物流の需要量は、その地区の商業・業務施設等の種類や構成等によって変わってくる。

この様な端末物流の発生メカニズムを知ることは、交通問題等を引き起こしている原因を知

るためにも必要なことであり、各地区でまちづくりの一環として物流に取り組む際に重要と

なる。 

 

（１）施設種類の違いによる物流・貨物車の発生集中の違い 
 

中心市街地に集中する貨物車は、荷物の集配送等を行っている。荷物の集配送等の端末

物流は、荷物の発集源である施設の種類によって取り扱われている荷物が異なるため、物

流量や貨物車は施設の種類によって異なる。 

地区物流調査では、船橋駅南口地区や横須賀中央駅周辺地区において、調査対象地区の

商店等に対し、施設の種類や規模及び出入りしている物流量（貨物車台数）を把握してお

り、施設種類ごとに床面積あたりの取扱貨物重量や貨物車台数が集計できる。 

物流・貨物車の発生原単位を把握することにより、地区ごとで商業施設の立地特性等に

合わせて、貨物車の需要量の予測が可能となり、事前計画に物流対策を盛り込む等の対応

が可能となる。 
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図 1-4-1 施設種類別延べ床面積あたり物流・貨物車発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-2 施設種類別施設数あたり物流・貨物車発生量 

 

 

・ 床面積あたりの貨物重量では、物販店の集中量が他の施設種類の倍以上集中しているが、貨物

車台数では、コンビニエンスストアへの集中が顕著である。 
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（２）施設種類の違いによる時間変動の違い 
 

貨物車の路上駐車開始時間は午前中に集中する特徴がある。貨物車は商店等へ納品する

ために地区に集中することから、発着源施設の納品時間によって貨物車が地区に集中する

時間が決定されている可能性が高い。 

地区物流調査では、地区に立地する商店に対し、取扱品目ごとに納品時間、時刻指定状

況、時間変更の可能性等についても把握しており、施設種類ごとに時間変動の特徴を捉え

ることができる。 

納品時間等の特徴を把握することにより、貨物車の路上駐車等の時間分離の方策を検討

する際に可能性の確認が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-3 施設種類別納品時間分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-4 施設種類別着時刻指定物資の納品時間分布 
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・ 物販店や事務所、飲食店では 9～11 時に納品が行われている割合が高いが、コンビニエンスス

トアでは一定間隔の時間において納品が行われている。また事務所で 10 時台納品時刻指定の割

合が高い。 
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（３）施設の自動車の集中原単位 
 

大規模な商業施設等においては、自動車の発生集中量が多いため、周辺地域へ与える交

通インパクトへの影響へも配慮が必要である。そのため、大規模開発マニュアルや大規模

店舗立地法等によって、これらの施設へ集まる自動車の需要量については推計方法が示さ

れている。 

しかし、これらの自動車需要量については、乗用車に限った需要の算出方法となってい

る。 

地区物流調査の銀座地区では、個別の商業施設に着目して、それらの建物に集中する自

動車需要量を乗用車と貨物車別に把握しており、商業ビルの自動車需要量の半数以上が貨

物車需要量であることがわかった。 

貨物車については、車両の大きさから通常の乗用車より大きめのスペースが必要になる

ことなどから、商業ビル等において需要量に対応した施設整備量を算出するためには、乗

用車と貨物車を分けて把握することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図 1-4-6 商業施設における床面積あたりの 

乗用車・貨物車集中原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平日と休日では、貨物車と乗用車の集中比率が異なっている。 

・ 平日についての貨物車集中原単位は 4.8 台／1000 ㎡、休日についての貨物車集中原単位は 1.0

台／1000 ㎡となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-5 大店立地法・大規模開発マニュアル等の

手段による駐車需要の推計方法 
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車種別路上駐車台数構成比（全車種）

57.8

72.7

56.2

44.7

58.8

56.3

42.2

27.3

43.8

55.3

41.2

43.7
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５地区計

貨物車 乗用車

n=1,780

n=　670

n=　383

n=1,461

n=1,341

n=5,638

１－４－２ 貨物車の路上駐車の発生メカニズム 
 

貨物車の路上駐車の場所は、駐車のしやすさや目的施設への近接など様々な条件によって

決定している。 

ケーススタディ調査では、貨物車の駐車場所だけではなく道路整備状況、乗用車や歩行者

の交通状況、横持ち搬送実態など、貨物車の駐車場所を規定すると考えられる案件を併せて

把握している。 

ここでは、これらのデータを用いて、貨物車の路上駐車がどのように発生しているかを示

す。 

このような情報は貨物車の路上駐車により発生している問題の発生原因を知ることができ、

またその対策を立案する際に重要となる。 

 

（１）貨物車の路上駐車の発生 
 

1) 貨物車の発生状況 

 

地区物流調査では、調査対象地区の区間において貨物車のみならず、乗用車について

も路上駐車の発生状況を把握した。 

貨物車の路上駐車の発生メカニズムを把握するためには、はじめに、なぜ貨物車は路

上で荷捌きをしなければならないのか、どのくらいの貨物車の路上駐車が発生している

のかについて実態を把握する必要がある。これにより、地区の貨物車の路上駐車対策と

して、どのような施策があるのかを判断することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-7 ケーススタディ地区別の路上駐車の貨物車・
乗用車割合 

 

・貨物車の路上駐車の発生割合は、町田

駅周辺地区で約73％、最小の横須賀中

央駅周辺地区で約45％となっており、

商業地区においては、半数以上が貨物

車の路上駐車である。 
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2) 不足している貨物車の駐車スペース 

 

中心市街地で貨物車の路上駐車が多い理由は、荷捌き駐車スペースが何らかの理由に

よって利用できない状況にあるためと考えられる。 

地区物流調査では、横須賀中央駅周辺地区、船橋駅南口地区において調査対象地区の

商店等に対し、荷捌き用駐車スペースの有無を把握しており、着施設側での荷捌き駐車

スペースの整備状況が集計できる。 

 

 

 

 

 
 

図 1-4-8 店舗等に附帯する荷捌きスペースの有無 

 

3) 貨物車に対応しない駐車スペース 

 

ケーススタディ地区には、専用の荷捌き駐車スペースを持ちながら全く利用されてい

ない荷捌き駐車スペースがみられた。 

入口スペースの間口寸法を見ると高さが 2.7ｍであり、通常、端末物流で使用される

標準的な貨物車のサイズ３ｍより小さいことがかわった。他にもケーススタディ地区外

等では地下駐車場などで同様に高さが確保できないため、荷捌き用スペースを利用でき

ないところも多い。 
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・大規模商業施設にある店舗も含めて、

店舗に附帯して荷捌き駐車スペース

を持つ事業所は約 12％しかない。 

大規模商業施設の

荷捌き施設 
 
小さくて２ｔ車も入れ

ない。実際には、荷物

置き場として利用され

ている。 

 

店舗等に附帯する荷捌きスペースの有無 

・ 荷捌き用駐車施設が整備されている場合でも、端末物流に利用されている貨物車が利用できな

い大きさのところもある。 

・ 例えば、地下駐車場等においては通路の高さが不十分であり利用できない場合や、駐車マスの

枠の大きさが不十分で利用できない場合がある。 

【宅配便の配送車（２ｔ車】 

 

 

 

 

【普通乗用車（ミニバン）】 
 
 
 
 
 
 
図 1-4-9 乗用車と貨物車の図 

（大きさの違い） 

約6.2ｍ 

約3ｍ

約4.8ｍ 

約1.6ｍ
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（２）貨物車の路上駐車及び横持ち搬送のメカニズム 
 

貨物車の路上駐車は、基本的には、目的施設へ近い場所で停めやすい場所に駐車するも

のと考えられる。 

端末物流調査では、路上駐車の位置を把握すると同時に、駐車時間、目的施設の種類や

場所、駐車している場所の交通量や交通インフラ（道路構造等）を把握しており、貨物車

が路上駐車している場所ごとに特徴を捉えることができる。 

駐車場所メカニズムを把握することで、どのような場所で貨物車の路上駐車が発生して

いるのか、駐車場所のコントロールが必要になった場合、具体的にどのようなコントロー

ルの方法があるのか等、施策の検討が可能となる。 

 

1) 貨物車の駐車場所と横持ち搬送先の関係 

 

横持ち搬送は、そのほとんどが人力によって行われるため、荷物を搬送する人はでき

るだけ目的施設の近くに駐車しようとしている。 

船橋駅南口地区の商店は幹線道路に面しており、また、幹線道路も自由に駐車できる

環境にあるため、多くの貨物車は目的施設の直近に駐車している。 

一方、船橋駅でも貨物車が通れない街区にある商店への搬入や、町田駅周辺地区のよ

うに路上駐車の可能な場所が制限されているようなところでは長い距離の横持ち搬送を

行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-10 路上駐車の制約条件の違いによる横持ち搬送距離の差 

自由に路上駐車ができない時間帯の横持ち搬送 

35.4ｍ（11:00～19:00まで） 

【貨物車の駐車場所と搬送先の関係】 

・貨物車の駐車場所がコントロールされていない場合、できるだけ搬送先の直近に駐車 

⇒船橋駅南口では横持ち距離は約 20～30ｍ 

【船橋駅南口地区】 

【町田駅周辺地区】

自由に路上駐車ができない街区への横持ち搬送 

45.9ｍ 

自由に路上駐車ができる街区への横持ち搬送 

20.7ｍ 

凡 例
駐車場所と荷捌きの
目的施設の位置

凡 例
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目的施設の位置

至

千
葉
市

自由に路上駐車ができる時間帯の横持ち搬送 

23.4ｍ（8:00～11:00まで） 
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2) 駐車のしやすさと路上駐車の発生 

 

同じ地区へ横持ち搬送を行う場合についても、路上駐車しやすい場所など路上駐車を

行っている場所の特徴によって荷捌き活動が異なっている。 

町田駅周辺地区の歩行者天国実施時間中では、貨物車は外周道路上に駐車して荷捌き

を行っているが場所によって大きな違いが生じている。 

Ｆの区間については交通量が多く道幅も狭い道路であり、交通指導員が常駐している

ことから、路上駐車しにくい区間となっており、近場で短時間に荷捌きを行っている。

一方、Ｂの区間については交通量が少なく、道幅が広い道路であることから歩行者天国

区間の内部まで横持ち搬送を行っており、路上駐車時間も長い荷捌きが行われている。 

このようなメカニズムは、駐車がしやすい条件が整うことによって安心して駐車がで

きることから、横持ち搬送の距離が伸びることを示しており、荷捌き駐車スペースを確

保した場合の配置等の検討時の駐車場所と目的施設の関係を捉えるデータとして活用で

きる。 
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長い距離で長時間の荷捌きが多い。 
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図 1-4-11 町田駅周辺地区における駐車場所の違い
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3) 運搬手段と荷捌き活動（横持ち搬送距離と駐車時間） 

 

横持ち搬送の距離は運搬手段によっても異なっている。 

地区物流調査では横持ち搬送の運搬手段についても把握しており、これらによって運

搬手段の違いによる横持ち搬送距離や路上駐車時間の違いが把握できる。 

これらのメカニズムから、駐車場所のコントロールをした場合に、横持ち搬送距離が

伸びることによって運搬手段の変更等も考えられるため、荷捌き駐車スペースから目的

施設までの横持ち搬送動線上においても段差の解消等の対応が必要であることが示され

た。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-12 横持ち搬送手段別 平均搬送距離 図 1-4-13 横持ち搬送手段別 平均駐車時間 
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4) 配送先の施設種類と貨物車路上駐車・横持ち搬送 

 

中心市街地には個人商店から大規模商業施設まで多種多様な店舗がある。これらの配

送先の種類によって取り扱われる荷物や建物内での活動も変わることから、配送先の種

類によって横持ち搬送の実態も異なっている。 

地区物流調査では、路上駐車実態を把握する調査の中で、駐車時間とともに駐車場所

と配送先の関係もあわせて把握しており、これによって配送先の違いによる貨物車荷捌

きの特性の違いが把握できる。 

これらのメカニズムから、駐車場所のコントロールを行う地区に立地している施設の

種類によって横持ち搬送が可能な距離帯が異なることを示しており、例えば、大型店の

多い地区においては横持ち搬送距離が短いことが好まれるが、駐車時間が長くなること

から、荷捌き駐車スペースの配置数・設置数に考慮が必要なことを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-15 配送先施設別の横持ち搬送距離   図 1-4-16 配送先施設別平均駐車時間 

・店舗の種類の違いは、取扱品目の違いもあり、その重さや形状の違いによって横持ち搬送のしや

すさも異なることから横持ち搬送の距離にも違いが見られる。 

・大規模な商業施設では、大量の納品等のため施設周辺の近場に駐車して横持ち搬送を行っている

特徴が見られる。 

・また、店舗の種類の違いは、建物内での作業の多寡によっても違いがある可能性がある。大規模

商業施設では、建物内で縦持ちが生じることや検品等の作業などから同じ横持ち搬送距離では駐

車時間が長い特徴が見られる。 
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（３）貨物車の路上駐車による問題発生のメカニズム 
 

貨物車の路上駐車による問題は、地区の交通インフラの状況から地区全体で発生してい

る場合、他の交通主体と局所的に混在し発生している場合、影響を受けている交通主体の

違い（質の違い）によって発生している場合がある。 

地区物流調査では、貨物車の路上駐車実態を把握するのとあわせ、他の交通主体への影

響の有無等を把握しており、周囲の交通インフラ状況や他の交通主体の集中状況とあわせ

て把握することで貨物車の路上駐車による問題発生のメカニズムが把握できる。 

路上駐車による問題発生のメカニズムを把握することは、まちづくりのための端末物流

施策の方向性をつかむことや発生メカニズムに対応した問題の改善策の検討を行う際に重

要となる。 
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1) 道路構造や交通状況と問題の発生 

 

道路の幅員が狭く、その道路に交通が集中する構造となっている地区では、地区全体

で問題が発生している。 

駐車している貨物車の多寡によって端末物流問題が生じているのではなく、交通イン

フラが不十分な空間に、多様な交通主体が集中することによって、貨物車の路上駐車が

問題となって生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-17 船橋駅南口地区の道路構造と
交通の集中状況 

図 1-4-18 横須賀中央駅周辺地区の 
道路構造と交通の集中状況 
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図 1-4-19 貨物車の路上駐車による他の交通への影響の発生割合と路上駐車密度 
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 1-52

2) 路上駐車場所と問題発生のメカニズム 

 

横須賀中央駅周辺地区では、交通インフラの整備が進んでおり、貨物車の路上駐車に

よって発生している問題は少ない。 

但し、このような地区においても局所的に貨物車の路上駐車と他の交通主体が混在す

る場所においては、問題が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-21 横須賀中央駅周辺地区の道路構造と通過交通への影響発生状況 

・バス停を避けるため、バス停の前後に貨物車の路上駐車が行われているが、バスの運行
本数も多く、同じ空間にバスと貨物車の路上駐車が混在している。 

・バスのバス停への到着時やバス停からの出発時に円滑な走行を阻害している状況がみら
れる。このような場所では、問題が激しい船橋駅南口地区とほぼ同水準の割合で交通阻
害が発生している。 
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図1-4-20 場所の違いによる交通阻害発生状況
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3) 影響を受けている交通主体の違い（質の違い）による問題発生のメカニズム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-4-22 観光客が当該地区にもったイメージとその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-23 川越市一番街周辺地区における路上駐車による問題の発生状況 

・ 川越市一番街周辺地区は、観光客の多く集まる地区である。このような地区では、

特定のイメージをもって訪れる人が多く、イメージを害する存在については、問題

と感じた人が少ないものであっても問題と位置づけられる。 

・ 観光客の３割がイメージと異なると感じており、理由としては貨物車も含む路上駐

車や自動車の存在が指摘されている。 

・ また、実際に伝統的建造物群保存地区である区間では、貨物車の路上駐車により歩
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（４）横持ち搬送による問題発生のメカニズム 
 

地区物流調査では、駐車場所から目的施設までの横持ち搬送の実態を把握すると同時に、

その横持ち搬送と歩行者等が錯綜しているかどうかを把握した。 

横持ち搬送による問題は、歩行者と横持ち搬送が狭い空間のなかで混在する場合などに

発生している。 

問題発生のメカニズムを把握することにより、貨物車の荷捌きスペース確保の際や荷捌

きスペースからの横持ち動線の確保を検討する際に、有効な方策の選定等に活用すること

ができる。 

 

1) 横持ち搬送による影響が発生している場所の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-4-24 横須賀中央駅周辺地区の横持ち状況と歩行者との錯綜の発生率 
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2) 歩行者と錯綜が発生している横持ち搬送の特徴 

   

横持ち搬送の運搬手段や搬送距離によっても歩行者との錯綜発生率が異なる。 

横持ち搬送が長くなるような場合については、歩行者との錯綜を防止するため、動線

の分離等の対応策の検討も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-25 運搬手段別の問題発生率   図 1-4-26 運搬手段別の横持ち搬送距離（再掲） 
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図 1-4-27 横持ち搬送距離ランク別の歩行者との錯綜発生率 
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・歩行者との錯綜が多い搬送手段はロールボックスである。 

・ロールボックスの横持ち搬送距離は比較的短いものの、大量の荷物の搬送等が可能であるこ

とや機器のサイズが大きいことから錯綜率が高くなるものとみられる。 

・横持ち搬送距離が長くなると歩行者との錯綜率も上昇する傾向がみられる。 
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第２章 まちづくりの課題に対応した物流施策の立案 

～ 端末物流対策のたて方 ～ 
 
第１章では、ケーススタディ調査で得られた結果から、各ケーススタディ地区において、端末物流

を原因とする地区交通の問題が発生し、結果として中心市街地としての魅力を低下させている実態を

示した。 
また、その原因となっている端末物流問題は、主として「貨物車の路上駐車」、「横持ち搬送」、「貨

物車交通の集中」により生じていることも把握されており、これらの端末物流が発生するメカニズム

や端末物流が地区交通問題を生じさせるメカニズムを、ケーススタディ調査データを用いて定量的に

明らかにした。 
 
本章では、このような端末物流問題に対応するため、端末物流問題の種類に応じた施策メニューを

示すとともに、ケーススタディ調査から明らかになった端末物流のメカニズム等から施策立案にあた

って考慮すべき項目など、端末物流に関する施策のたて方を示す。 
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２－１ 端末物流の施策メニュー 
 

（１）端末物流に対応した施策 

 
地区へのアクセスや歩行者の安全性の低下といった中心市街地の課題は、貨物車交通の集中､貨物

車の路上駐車､横持ち搬送などの端末物流が、歩行者やバス、乗用車等と限られた空間に混在するこ

とによって生じている。そのため､これらの課題に対しては、貨物車交通の集中、貨物車の路上駐車、

横持ち搬送等の端末物流の各段階で混在を回避することが重要である。 

 

端末物流の施策メニューは、中心市街地の課題の原因となっている端末物流に対応して「貨物車

の路上駐車に対する施策」「横持ち搬送に対する施策」「貨物車交通の需要に対する施策」に体系化

できる。 

 

「貨物車の路上駐車に対する施策」では、貨物車の路上駐車と他の交通主体を空間的に分離する

施策、時間的に分離する施策、貨物車の路上駐車を抑制する施策がある。主に貨物車の路上駐車台

数の削減や駐車時間の短縮によって、問題が生じている場所や時間帯での混在を回避する施策であ

る。 

「横持ち搬送に対する施策」では、横持ち搬送と歩行者等の動線と他の交通主体を空間的・時間

的に分離する施策、横持ち搬送を抑制する施策がある。主に、横持ち搬送が歩行者と混在する時間

や距離の短縮や発生する回数を削減し、歩行者との混在を回避する施策である。 

「貨物車交通の需要に対する施策」では、貨物車交通需要自体を、量的、時間的、空間的にコン

トロールし、問題発生原因である貨物車を抑制する施策がある。主に地区内での貨物車走行の台数、

距離や時間を削減し、他の交通との混在を回避する施策である。 

 

このように、端末物流対策は、端末物流と歩行者やバス、乗用車を空間的、時間的に分離したり、

貨物車交通や貨物車の路上駐車自体を抑制して、人と物の混在を回避する施策となる（図 2-1-1、

表 2-1-1）。 
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図 2-1-1 地区の物流問題に対応した施策の類型 
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表 2-1-1 端末物流施策の施策メニュー 

施策グループ 対応の手法 地区の問題 事例     

大分類 中分類 小分類 空
間
時
間
抑
制

ア

ク

セ

ス

た
ま
り

回

遊
実施地区例 

本格実施の
有無 

実施主体 協力者 事例頁 

 共同荷捌きスペースの整備 ○   ○ ○ ○ 金沢市 本格実験 金沢市  施策事例- 3

 

新たに貨物車用の駐
車スペースを整備 公共駐車場等の整備にあわせた荷捌きスペースの確保 ○   ○ ○ ○ 町田市 本格実施 公社、町田市  施策事例- 4

 遊休地の暫定利用 ○   ○ ○ ○     － － 

 既存駐車場（一時貸し）の転用による荷捌きスペースの確保 ○ ○  ○ ○ ○ 都内各所 本格実施  駐車場事業者 施策事例- 6

 公共施設の駐車場の転用 ○ ○  ○ ○ ○     － － 

 銀行等業務施設の駐車場の転用 ○ ○  ○ ○ ○     － － 

 他の商業施設の荷捌き場の共同利用 ○ ○  ○ ○ ○ 吉祥寺駅北口社会実験 社会実験 武蔵野市･東京都  施策事例- 9

 
道路や鉄道の高架下の活用 ○   ○ ○ ○

台東区上野社会実験 

板橋区首都高６号線下 

社会実験 

本格実施 

 

公社 

 

地権者 

施策事例-10

 

既存の駐車スペース
を貨物車用の駐車ス
ペースへ転用 

神社・寺院等の空きスペースの活用 ○ ○  ○ ○ ○     － － 

 駐車場条例による荷捌き駐車施設の附置義務基準値の制定・普及 ○   ○ ○ ○  本格実施 行政 民間ビル 施策事例-12

 大規模小売店舗立地法による荷捌きスペースの確保・普及 ○   ○ ○ ○  本格実施 商業者  － － 

 附置義務駐車場の隔地・集約整備等のルール化・普及 ○   ○ ○ ○ 東京都銀座地区 本格実施 中央区、東京都  施策事例-13

 

○道路空間外で荷捌き駐車スペースを確保する施策 
・道路以外で荷捌き駐車スペースに転用できる場所があ

るところでは、専用や他の交通主体と共用するなどし

て荷捌き駐車スペースを確保するもの 

・なお、共用を図る場合は、時間帯による区分などをあ

わせて行う方法がある 

 

着施設側での荷捌き
駐車スペースの確保 

再開発ビル等における附置義務荷捌き場の整備促進 ○   ○ ○ ○  本格実施 民間ビル  施策事例-14

 

 
車線数や中央線（車線）変更による創出 ○   ○ ○  渋谷地区 本格実施 

道路管理者 

交通管理者（警察）
 

施策事例-17

 一方通行化による創出 ○   ○ ○      － － 

 

車線数や車線幅等の
変更により新たに貨
物車用の駐車スペー
スを整備 歩道の減少による創出（ﾄﾗｯｸﾍﾞｲの設置） ○   ○ ○  台東区上野社会実験 社会実験   施策事例-20

 タクシーベイの共同利用（時間区分） ○ ○  ○ ○  長崎市 本格実施 交通管理者（警察） タクシー協会 施策事例-22

 バスベイの共同利用（時間区分・ベイの延長） ○ ○  ○ ○  広島市 本格実施 交通管理者（警察） バス協会 施策事例-23

 

○路上空間上で荷捌き駐車スペースを確保する施策 
・既に道路上にあるタクシーやバス、乗用車等の他の交

通主体の駐車スペースを共同利用や転用して、貨物車

（荷捌き）用の駐車スペースを確保するもの 

・なお、共用を図る場合は、時間帯による区分などをあ

わせて行う方法がある 

 

既存の駐車スペースを
貨物車用の駐車スペー
スに転用・共同利用 既存パーキングメーターの転用 ○ ○  ○ ○  都内各所 本格実施 交通管理者（警察）  施策事例-24

 荷捌き貨物車の駐車禁止の解除  ○  ○ ○  金沢市片町地区 本格実施 交通管理者（警察）  施策事例-25

 
 

貨物車の駐車のタイムシェアリング  ○  ○ ○  日本橋横山町 本格実施 交通管理者（警察）  施策事例-26

 ○建築基準の見直し 貨物車の大きさに合わせた入口の高さ、幅、車室の大きさへの配慮・確保 ○    ○      施策事例-27

路上駐車取締りの強化・徹底   ○ ○ ○ ○   交通管理者（警察）  － － 

大規模開発ビルの新設にあわせた共同荷受け施設の整備   ○ ○   大規模再開発ビル（新丸ビル） 本格実施 民間ビル  施策事例-29

空き店舗等の活用による共同荷受け施設の確保   ○ ○   各所（ヤマト運輸等）  運輸事業者 地権者 施策事例-30

 ○貨物車の路上駐車台数や駐車時間を抑制する施策 
・貨物車の路上駐車を適切な場所へ誘導し、効果的に利

用するため、混在が生じる場所では、路上駐車を規制

する取り組むが必要である 

・また、限られた荷捌き駐車スペースを効果的に活用す

るには、駐車時間の短縮化などを図る方法もある 

荷受けの共同化 

駐車場の空きスペースを活用した共同荷受け施設の確保   ○ ○      地権者 － － 

 
横持ち搬送専用の通路、貨物用エレベーター等の新設 ○     ○

海外 ダラス 

大規模ビル（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ） 

海外事例 

本格実施 
 民間ビル 

施策事例-32

 既存施設を活用した横持ち搬送優先通路の確保 ○     ○     － － 

 

○横持ち搬送の動線の確保 
・歩行者との動線を分離するため、横持ち用通行路を確

保するもの 

・貨物車の路上駐車と他の交通を時間的に分離する方法

とあわせ、横持ち搬送に利用できる時間帯を制限する

方法もある 

段差の解消等の物流バリアフリーの推進 ○     ○     

施策事例-33

 
横持ち搬送の共同化  ○ ○   ○ 町田市 社会実験 公社 商店会 

施策事例-35

 

○横持ち搬送の共同化 
・歩行者空間内に横持ちが混入する回数を削減する方法

として、共同荷受け場を起点に横持ち搬送部分を共同

化すること（高層ビルにおける館内配送など）もある 
館内配送の共同化  ○ ○   ○ 丸ビル 本格実施 

運輸事業者、デ

ベロッパー 
 

－ － 

 地区型共同配送   ○ ○   横浜元町地区 本格実施 運輸事業者､商店会  施策事例-37

 
縦持ち型共同配送   ○ ○   

新宿副都心、さいたま

新都心、丸の内地区 
本格実施   

施策事例-38

 

○共同集配 
・荷物を積み合わせて輸送することにより、同じ貨物量

を少ない貨物車台数によって輸送するもの 

百貨店の代表一括納品   ○ ○   日本橋三越、柏高島屋 本格実施 商業者 運輸事業者 施策事例-40

 車両の大きさによる規制 ○ ○  ○   都内各所 本格実施 交通管理者（警察）  施策事例-42

 時間帯による規制  ○  ○   都内各所 本格実施 交通管理者（警察）  施策事例-43

 

○貨物車等の面的な流入規制 
・地区の環境や混雑を緩和するため、一定の基準を設け

て、貨物車(車両)の流入を規制するもの 排出ガス基準による規制 ○ ○  ○   海外 ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ 海外事例   施策事例-44

 貨物車専用・優先ルート ○ ○  ○       － － 

 貨物車専用・優先レーン ○ ○  ○       － － 

 

○貨物車走行路の分離 
・貨物車とその他の交通を分離して、双方のアクセス性

の改善を行うもの 建物内貨物車走行路の整備（地下ネットワーク） ○   ○   東品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨ、汐留ｼｵｻｲﾄ 本格実施 民間デベロッパー  施策事例-46

 予約システムによる荷捌き場所の確保   ○ ○   六本木社会実験 社会実験 東京都 駐車場事業者 施策事例-48

 情報提供による誘導   ○ ○   柏駅東口社会実験 社会実験 柏市  施策事例-49

 

○ムダな走行の削減 
・IT 技術などを活用し、地区内での貨物車のうろつき交

通量等の無駄な走行の削減を図るもの サテライトパーキング（トラック呼出）システム   ○ ○   海外 ﾆｭｰﾖｰｸ 海外事例   施策事例-50

 
総合的な
地区での
取り組み 

○地域ルールの確立 
・まちづくりとして総合的に端末物流への取り組みをしていくためには、物流の発生集中主体である地域と一体となったパッケージ的な対応が必要で

あり、そのためのルール化を行うもの 

○ ○ ○    

横浜元町地区 

町田市 

本格実施 

一部実施 

 商店会等  

（２）端末物流施策のメニュー 

貨
物
車
の
路
上
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す
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施
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２－２ 端末物流施策の考え方 
 

（１）施策の考え方 
 
 
 
貨物車の路上駐車による端末物流問題は、中心市街地において荷捌きスペースが不足して

いることから路上荷捌き駐車が発生し、他の交通と混在が生じることにより発生している。 

貨物車の路上駐車と他の交通との混在を解消するためには、荷捌き駐車スペースを確保し

て不適切な貨物車の路上駐車台数を減少させ、他の交通との混在を回避していくことが重要

である。 

荷捌き駐車スペースは、原則的には物流の集中源である着施設において確保を図るべきで

あり、標準駐車場条例によって荷捌き附置基準が定められているが、対象が大規模施設に限

られること、全ての都市で定められていないこと、整備までに時間がかかること、一部の区市

町村での対応に限られていることなどから、全ての路上荷捌き駐車に対応していくことは困

難である。そのため、地区単位で路外や路上に荷捌き駐車を行うスペースの確保を図ること

が重要となる。 

 

荷捌き駐車スペースを確保する方法は、路外に確保できる場合は、路外の空間を優先し、

路外での確保が難しい場合は、問題の発生がない道路上の空間にスペースの確保を図ってい

く。また、荷捌き専用の駐車スペースを確保できない場合については、他の交通の駐車スペ

ースを時間で区切った共同利用等を図る必要がある。具体的な方法は表 2-1-1 に示したとお

りである。 

  

また、特定時間のみに混在が発生している場合など、時間的に混在問題の発生に特徴があ

る場合については、貨物車の路上駐車ができる時間をコントロールすることで、混在問題が

発生している時間帯の貨物車の路上駐車を減少させ、貨物車の路上駐車と他の交通主体との

混在を回避していく方法もある。 

 

同時に、これらの空間へ荷捌き駐車を誘導するために、警察による違法駐車の取締りの強

化や、荷捌き駐車スペースを効率的に利用するための駐車時間短縮化施策等との連携を図る必

要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■貨物車の路上駐車に対する施策の考え方 

 貨物車の路上駐車と他の交通を
空間的に分離する方策 

貨物車の路上駐車と他の交通を

時間的に分離する方策 

貨物車の駐車スペースの確保 

道路空間以外で駐車スペースを

確保する施策 

道路空間上で駐車スペースを 

確保する施策 

タイムシェアリングの実現 

既存の駐車スペースを利用した

タイムシェアリング 

路側等を利用した 

タイムシェアリング 

貨物車の路上駐車

の抑制 

 

路上駐車の取締り

強化 

駐車時間の短縮化策 

図 2-2-1 貨物車の路上駐車に対する施策の考え方
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横持ち搬送による端末物流問題は、貨物車から目的施設の間で生じる横持ち搬送の動線と

歩行者や自転車が混在することによって生じている。 

そのため、貨物車の荷捌き駐車場所の配置や貨物車が荷捌きできる時間を適切にコントロ

ールすることによって、多くの問題への対応が可能である。 

横持ち搬送は、荷捌き駐車場所を目的施設の敷地内に確保できない限り発生し、商店街な

どの個別商店の多くが客の出入口と物の搬入口が同じであることから、横持ち搬送と歩行者

等との混在を完全に解消することは困難であるため、可能な限り混在を少なくしていくこと

が重要である。 

 

横持ち搬送と歩行者等との混在を減少させていくためには、横持ち搬送用の通路を確保し

歩行者空間内での横持ち搬送距離を削減していくことや、段差を解消して横持ち搬送の効率性

をあげ、歩行者空間内の滞在時間を削減していくことによって混在回避を図ることが重要である。 

しかし、中心市街地で横持ち搬送用の通路を確保することはほとんど不可能に近いため、貨物

車の路上駐車に対する施策と連動しながら時間的なコントロールを行い、問題が発生している時

間での横持ち搬送と歩行者等との混在を回避していくことも重要である。 

 

また、一部の大規模ビル等で行われている館内配送(縦持ち搬送の共同化)等と同じように、共

同荷受け施設等を起点として、商店街内の納品貨物を一括して配送するような横持ち搬送の発生

を抑制する対策についても検討する重要性は高い。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

図 2-2-2 横持ち搬送に対する施策の考え方 

■横持ち搬送に対する施策の考え方 

 横持ち搬送と他の交通の動線
の分離 

横持ち搬送の抑制 

横持ち搬送の動線の確保 

横持ち搬送と他の交通の 

空間的な分離 

横持ち搬送と他の交通の 

時間的な分離 

横持ち搬送の抑制 

横持ち搬送の共同化 



 2-7

 
 

 
 交通インフラの整備が遅れているような地区においては、貨物車交通の集中によって、他の交

通と混在を生じて、問題・課題が発生している。また、大規模な商業施設等については施設当た

りの貨物車や物流重量の集中が多く、過剰な貨物車交通の集中が他の交通との混在の一因となっ

ている。 

端末物流問題のほとんどは貨物車の路上駐車に対する施策で対応できるものと考えられるが、

インフラの供給量に比べて物流・貨物車の需要量が多い場合などについては、物流ＴＤＭ施策と

して貨物車需要に対応した施策が必要である。 

 

混在を回避する方法としては、貨物車の通行できる空間やルートを規制・誘導することによっ

て地区内における貨物車の走行距離や滞在時間の減少を図り混在を回避する方法がある。この方

法については、新たな空間の創出等が必要となる場合もあり、地区において都市計画道路の整備

や面的開発等が行われる場合に、同時に物流・貨物車用の空間の確保を検討することが重要であ

る。 

 

空間的・面的な開発等が望めない地区や問題が生じている時間に特徴がある地区では、限られ

た空間内で集中してくる交通を分離する方法として時間的な分離を図る方法がある。 

貨物車需要に対する時間的な分離では、貨物車や他の乗用車のアクセスの制限にも及ぶ場合も

あり、地区の実情を踏まえ、交通管理者等と連携して対応を図ることが重要である。 

 

 また、貨物車交通と他の交通を分離する以外に、貨物車の台数自体を抑制したり、地区内での

無駄な走行を抑制することで混在を回避する方法もある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-3 貨物車の需要に対する施策の考え方 

 

 

■貨物車交通需要に対する施策の考え方 

 貨物車交通需要の 
量的コントロール 

貨物車需要の抑制 

共同集配 

無駄な走行の削減 

貨物車交通需要の 

空間的コントロール 

貨物車と他の交通との分離 

面的な流入規制 

貨物車走行路の分離

貨物車交通需要の 

時間的コントロール 時間的

な分離 

空間的

な分離 
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（２）施策の内容と実施事例 
 

1) 貨物車路上駐車と他の交通の空間的な分離 

 

□ 施策の概要  

・ 貨物車路上駐車による問題が発生しにくい空間に貨物車の駐車スペースを確保し、そこに貨物

車の路上駐車車両を誘導することにより、貨物車の路上駐車と乗用車や歩行者等の他の交通と

の混在を解消する。 

・ 貨物車の駐車スペースを確保する方策としては、端末物流の荷捌きに適した道路空間以外の場

所に確保する方策の他、問題の発生が無い道路上の空間に確保する方策などがある。 

・ また、ＩＴ技術を活用して駐車場の空き情報を提供するなど、利便性の向上や駐車スペースの

有効活用を併せて行う事例などもみられる。 

□ 施策のメニュー  

・ 道路空間外に荷捌きスペースを確保していく場合にも、路上空間上に荷捌きスペースを確保し

ていく場合にも、新たに施設整備をしていく方法と既存の施設を活用していく方法があり、そ

れぞれ以下のようなメニューがある。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a)新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

貨物車が荷捌きを行うための専用の駐車スペースを新たに整備するもの。 

空き地等に新たに整備するものや公共駐車場等の整備にあわせて駐車場内にスペースを確保す

るもの等がある。 

・公共駐車場の整備にあわせた荷捌きスペースの確保（町田市）    等 

 

b)既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ転用 

既に他の交通機関の駐車スペース等に利用されているスペースを、荷捌きを行う貨物車用の駐

車スペースとして転用するもの。 

一時貸し駐車場や公共施設の駐車場、大規模店舗の荷捌き場の共同利用等がある。 

・既存駐車場（コインパーキング等）の転用による荷捌きスペースの確保（東京都ほか） 

・既存駐車場（一時貸し）の転用による荷捌きスペースの確保（六本木） 

道路空間外で 
荷捌き駐車スペースを
確保する施策 

路上空間上で 
荷捌き駐車スペースを
確保する施策 

着施設側での荷捌き駐車スペースの確保

新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

既存の駐車スペースを 

貨物車用の駐車スペースへ転用 

既存の駐車スペースを貨物車用の 

駐車スペースに転用・共用利用 

車線数や車線幅等の変更により新たに
貨物車用の駐車スペースを整備 

貨物車の路上駐車と
他の交通主体との空
間的な分離方策 

建築基準の見直し 
貨物車の大きさに合わせた入口の高さ、
幅、車室の大きさへの配置・確保 
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c)着施設側での荷捌き駐車スペースの確保 

大規模建築物における駐車場附置義務や大店立地法による荷捌き場の附置など、着施設側にお

いて荷捌き施設の確保を図るもの。 

・再開発ビル等における附置義務荷捌き場の整備促進（都内各地） 

 

 d)車線数や車線幅等の変更により新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

車道等の道路構造が道路の通過交通に比べ余裕がある場合は、車線数の変更や車線幅等を変更

することによって、道路上に貨物車用の駐車スペースの確保を図るもの。 

・車線数や中央線（車線）変更による創出（渋谷区） 

 

e)既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースに転用・共用利用 

タクシーやバスのベイ、乗用車用のパーキングメータやパーキングチケットを活用して、貨物

車の利用できるようにして確保を図るもの。 

・タクシーベイの共同利用（長崎市） 

・バスベイの共同利用（広島市） 

・既存パーキングメータの転用（東京都） 

 

f) 貨物車の大きさに合わせた入口の高さ、幅、車室の大きさへの配置・確保 

建物内等に設置される駐車スペースでも貨物車の利用ができるように、入り口の間口や通路の

高さ、駐車マスの大きさ、荷物の積降しスペース等の確保を建築基準から見直すもの。 
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□ 施策の紹介  

a) 新たに貨物車用の駐車スペースを整備（町田市、公共駐車場等の整備にあわせた荷捌きスペースの

確保の事例） 

・町田市では、歩行者優先のまちづくりを進めており、歩行者天国内の商店への配送・集荷への対

応として、町田市駐車場公社が整備する公共駐車の一部に共同荷捌き駐車スペースを確保した。

・整備にあたっては、共同荷捌き駐車スペースを活用した商店街内の共同集配送についても検討を

重ね、社会実験も行った。 

・社会実験を経て、現在は、登録制による無料の共同荷捌きスペースとして利用されている。 

・荷捌き駐車スペースは 11 台分（うち３箇所の利用者は固定） 

・荷捌き場と歩行者天国側の出口の階が異なり、施設内で縦持ちが発生する。荷物用エレベーター

が設置されているが、利用者の利便性が損なわれている点が課題として残されている。 

 

 

 

 

 

 

 

公共駐車場の入口    歩行者天国側の外観         歩行者天国内の様子 

b) 既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ転用（東京都、既存駐車場（一時貸し）の転用に

よる荷捌きスペースの確保の事例） 

・コインパーキングなどの一部を貨物車が駐車でき

る大きさに改造して、荷捌き駐車スペースの提供

を行っている。 

・駐車マスの拡大や、料金支払機の上についている

屋根などが貨物車利用にとっては障害になるが、

比較的簡易に対応が可能である。 

・また、宅配便の小型の車両等について、通常の駐

車マスでも利用可能なところもあり、大手の宅配

事業者ではコインパーキング運営会社と提携して

利用している例も見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

コインパーキングを利用している荷捌き    「スムーズ東京」によるコインパーキングの荷
捌き用スペースへの転用 

 

パーク 24ホームページより 
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b) 既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ転用（東京都港区：六本木地区社会実験、既存駐

車場（一時貸し）の転用による荷捌きスペースの確保の事例） 

・共同荷捌き施設の整備など１箇所でも効果が期待できるが、同一地区内で複数箇所整備すること

や広い地域で複数箇所整備することによって、より高い効果が期待できる。 

・また、これらの施設を有機的に結びつけることでさらに高い効果も期待できる。 

・ポケットローディングシステムでは、情報・予約システムを盛り込むことによってうろつき交通

の削減等の効果が期待される。 

・非接触ＩＣカードを配

布しＩＤ管理を行うこ

とにより、キャッシュ

レス料金精算が可能。 

・利用状況表示装置を各

ポケットローディング

に設置することによ

り、ドライバーは各ポ

ケットローディングの

空きスペースが把握で

きる。 

 

図 2-2-4 六本木地区社会実験の時のシステムイメージ 
出典：「交通工学 Vol.35、2000、No.3」 

c) 着施設側での荷捌き駐車スペースの確保（千代田区：新丸ビル、再開発ビル等における附置義務荷

捌き場の整備促進の事例） 

・大規模開発ビル等においては、周辺道路への交通インパクトに配慮して建物内に駐車場を整備し

ているが、近年は貨物車の荷捌き用のスペースについても確保している事例が多く見られる。 

・東京大手町の丸ビルでは、ビルの建て替えに応じて建物内に荷捌きスペースを確保した。 

・また、開業にあわせ、周辺ビルとともに共同配送の実験を行い、荷捌きスペースの効率的な運用

について社会実験をおこなった。 

・現在は、地区全体の共同配送ではなく荷捌きスペースで共同荷受けを行い、館内配送を共同化し

ている。 

・荷捌き駐車スペースは地下駐車場の一部に整備されている

が、荷捌き駐車スペースまでの動線上は貨物車の走行が可

能な高さ３ｍが確保されている。 
・また、駐車マスについても荷物の積み卸しがしやすいよう、

後方に広めのスペースが確保されている。 
 

 

 

 

 

 

丸ビル内の荷捌き駐車スペース              丸ビル 
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a) 車線数や車線幅等の変更により新たに貨物車用の駐車スペースを整備（渋谷区：渋谷駅前地区社会
実験、中央線（車線）変更による創出の事例） 

・東京都渋谷区では、地区の道路混雑を改善するために総合的な社会実験を行った。 

・そのうち、貨物車の路上駐車対策として、車線幅の変更等によって路上に荷捌き駐車スペースを

新設した。 

・道路交通に与える影響として走行速度の改善効果が高く、貨物車の路上駐車を適正化した効果が

発揮されている。 

・社会実験により効果が明らかにされ、都内各地での荷捌き駐車用スペースの確保につながってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-2-5 渋谷における路上での空間確保の仕方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-6 渋谷地区における社会実験の全体イメージ 
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○施策の効果 

・通行車両の空間が適正に確保さ
れたことにより、地区内の走行
速度が約８km/h 改善した。 
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2) 貨物車の路上駐車と他の交通を時間的に分離 

 

□ 施策の概要  

・ 貨物車路上駐車による問題が発生している時間に集中している貨物車を、他の交通の集中量が少

ない時間帯にシフトさせ、貨物車の路上駐車により発生している乗用車や歩行者等の他の交通の

阻害を解消する。 

・ 既存の駐車スペースを転用したり、共同利用することによって荷捌き駐車スペースを確保してい

る場合には、共同利用のルールとして荷捌き駐車が利用できる時間帯を決めて利用していく方策

がある。 

・ 道路以外の空間に貨物車用の駐車スペースが確保できない場合や、路上の空間においても新たな

貨物車用の駐車スペースの創出が困難な場合、他の交通の集中する時間と貨物車の路上駐車を時

間的に分離し、それぞれの円滑性を確保する。 

□ 施策のメニュー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ転用 

既に他の交通機関の駐車スペース等に利用されているスペースを、荷捌きを行う貨物車用の駐

車スペースとして転用するもの。 

一時貸し駐車場や公共施設の駐車場、大規模店舗の荷捌き場の共同利用等がある。 

b)既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースに転用・共用利用 

タクシーやバスのベイ、乗用車用のパーキングメータやパーキングチケットを活用して、貨物

車が利用できるようにして確保を図るもの。 

・バスベイの貨物車とタクシーによる共同利用（広島市） 

c)荷捌き貨物車の駐車禁止の解除 

自動車の通行、歩行者の通行ともに少ないような裏通りにおいて、荷捌き車両の駐車禁止を解

除するもの。解除する時間帯等を限定して、時間的な分離を図る工夫もある。 

  ・裏通り等における荷捌き貨物車の駐車禁止の解除（金沢市） 

d)貨物車の駐車のタイムシェアリング 

貨物車と他の交通が混在することで問題が生じているような場所で、それぞれの分離を図るた

めに交通規制の運用を時間帯ごとに変更するなどして駐車需要を誘導するもの。 

  ・搬入出の貨物車と乗用車の駐車可能時間のタイムシェアリング（東京都 日本橋横山町） 

貨物車の路上駐車と
他の交通主体との時
間的な分離方策 

路上空間上で荷捌き駐車
スペースを確保 

既存の駐車スペースを貨物車用の
駐車スペースへ転用 

道路空間外で荷捌き駐車
スペースを確保 

既存の駐車スペースを貨物車用の
駐車スペースに転用・共用利用 

貨物車の駐車の 
タイムシェアリング 

荷捌き貨物車の駐車禁止の解除 
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□ 施策の紹介  

a)既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ転用（広島市、バスベイの貨物車とタクシーによ
る共同利用の事例） 

・広島市中心部は慢性的な違法駐車が発生しており、交通管理者（警察）を中心とした総合的な駐車

対策の一部として実施されている。 

・路上の違法駐車として貨物車とタクシーが問題と認識されており、これらについて総合的に対応で

きる施策として実施されている。 

・荷捌きのための路上駐車による通過交通への影響を減少させるため、幹線道路上においてバスベイ

を利用した荷捌きスペースの確保を行った。 

・バスベイの長さを延長して大きく確保し、タクシーと貨物車の利用時間帯を区切ることによって運

用している。貨物車の利用できる時間は朝８時～夕方 18 時までの 10 時間となっている。 

・県道「広島海田線」（通称：相生通り）に４箇所整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

貨物車とタクシーが利用しているバスベイ         区間の交通規制 

d)貨物車の駐車のタイムシェアリング（日本橋横山町のトラックタイムプランの事例） 

・東京を代表する繊維問屋街で、問屋への搬入に来る貨物車と買い出しにくる顧客の乗用車とが混在

し、道路混雑の発生や物流の効率性が低下していた。 

・貨物集配指定地域での規制を時間帯や車種により見直し、荷捌き需要の多い 7 時～10 時と 16 時 30

分～19 時には普通貨物車を駐車禁止から除外する規制が行われている。 

 

7：00～10：00
【貨物集配車の駐車】

10：00～16：30
【一般乗用車等の駐車】

16：30～19：30
【貨物集配車の駐車】

貨物集配車は駐車禁止を解除 貨物集配車は外周の貨物用パー
キングメーター利用による駐車

貨物集配車は駐車禁止を解除

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2-1 駐車が可能な車種と時間

図 2-2-8 横山町の問屋街 

図 2-2-7 
タイムシェアリングによる
貨物車の時間的分離の成果 

資料：「地区交通計画における物流マネジメントに関する研究」（日本交通政策研究会 2000 年、主査：高田） 
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c)荷捌き貨物車の駐車禁止の解除（金沢市片町地区、裏通り等における事例） 

・金沢市片町地区は金沢市の中心市街地にあたり、路上駐車による交通混雑の問題が発生しており、

金沢市の中心部を対象とした交通需要マネジメント施策の一環として実施した。 

・違法駐車防止条例の制定に併せた駐車受け皿づくりの一環として、交通量の多い幹線道路での駐

車禁止の徹底、路外荷捌き施設やトラックベイの整備にあわせ、通過交通に影響が少ない裏通り

においては、荷捌きを行うトラックについて駐車禁止を一部解除した。 

・裏通り駐車禁止の一部解除（午前 10時～12 時、午後 2時～4時の間は貨物車を駐車禁止から除外）

【交通需要マネジメントの全体像】 

①金沢市違法駐車防止条例の制定 

②駐車受け皿づくり（荷捌き駐車場の整備、パーキングメータ 4ヶ所、30 基の設置、裏通り駐車禁

止の一部解除（午前 10 時～12 時、午後 2～4時の間は貨物車を駐車禁止から除外）、タクシー（9

ヶ所 33 台）・トラックベイ（1ヶ所 2台）の増設） 

③その他 

・配達用駐車場に市が 1／3の補助制度 

・荷捌きスペース確保の要請（附置業務条例とは別に県警が要請） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図 2-2-9 片町地区の取組の全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

駐車禁止規制の一部解除区間           路外の荷捌き用駐車スペース  

出典：「東京都市圏交通計画協議会第７回シンポジウム 2004 資料」 
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3) 貨物車の路上駐車を抑制する施策 

 

□ 施策の概要  

・ 貨物車の荷捌き駐車を適切な位置に誘導していくためには、路上の不適切な位置での荷捌き駐車

を抑制していくことも重要である。また、路上駐車の台数抑制が難しい場合でも、1台あたりの

路上駐車時間の短縮化を図ることも重要である。 

・ 交通管理者と連携して、特に路上駐車の発生が交通安全や交通の円滑化を図る上で問題となる場

所では、駐車違反車両の取締り強化や徹底を図る方策がある。 

・ 共同荷受け施設の整備により、横持ち活動を分離して貨物車の路上駐車時間の短縮化等を図る方

策がある。 

□ 施策のメニュー  

 

 

 

 

 

 

 

 a)路上駐車取締り・広報啓発の強化 

交通管理者（警察）による違法駐車の取締りのほか、物流業者、事業所等への広報啓発を図り、

違法駐車をしないまちづくりを推進する。 

 

 b)荷受けの共同化 

１台の貨物車の駐車時間を削減するため、横持ちをなくす。貨物車の共同荷受け場で荷物の積

み下ろしのみを実施することとなり、駐車時間の大幅な短縮が可能となる。 

   ・大規模開発ビルの新設に合わせた共同荷受け施設の整備（各地） 

   ・空き店舗を利用した運輸事業者の荷受け施設（各地） 

 

 

 

 

 

 

 

貨物車の路上駐車台数や
駐車時間を抑制する施策

荷受けの共同化 

路上駐車取締りの 
強化・徹底 

貨物車の路上駐車を抑制
する施策 



 2-17

 
□ 施策の紹介  

b)荷受けの共同化（千代田区：丸ビル、大規模開発ビルの新設に合わせた共同荷受け施設の整備の事

例） 

・丸ビルでは、荷捌き施設の効率的な利用のため、館内配送について共同化を行っている。 

・荷受け後、館内の共同配送も実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸ビル内の共同荷受け場          丸ビル内の共同荷捌き駐車スペース 

b)荷受けの共同化（空き店舗等の活用による共同荷受け施設の整備（ヤマト運輸）の事例） 

・空き店舗の活用による荷受けスペースの確保。 

・大手の宅配事業者では、空き店舗を活用して荷受け施設を確保している。車両は荷受け施設で周

辺地域の貨物を積み下ろしし、人力による配送・集荷を行っている。 

・個別配送先の近辺に貨物車用の駐車スペースが確保できないことから、地区内に１ヶ所のストッ

クポイントとして整備し、活用されている。ここから各配送先には台車等を用いて集配送される。

・駐車スペースが個別に確保されていない場合が多く、これらの施設の周辺では路上荷捌き駐車が

発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            空き店舗を利用した運輸事業者の荷受け施設 
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4) 横持ち搬送と他の交通の動線の分離 

 

□ 施策の概要  

・横持ち搬送への対応は、歩行者と横持ち搬送を分離（横持ち搬送の動線の確保）し、横持ち搬送の

円滑化を図る方策と、荷受けの共同化等により横持ち搬送の発生の抑制を図る方策がある。 

・横持ち搬送の動線の確保では、大規模開発ビル等において当初から計画的に分離していく方策や、

既存の背割り道路等を横持ち優先通路として活用する方策、また、通路の段差を解消していくこと

で横持ち搬送の円滑化を図る方策がある。 

・横持ち搬送への対策は、自転車や歩行者の安全性を高めるだけでなく、横持ち搬送自体の効率化に

もつながり、利用者（運輸業者や卸売業者など）の利便性の向上にもつながる。 

□ 施策のメニュー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)横持ち搬送専用の通路の新設 

  歩行者等との動線の分離を図るため、横持ち用専用通路の確保を行うもの。大規模建築物におけ
る荷物用エレベータなどがこれにあたる。また、大規模なレジャーランドでの地下物流通路等もこ
れにあたる。 

 ・横持ち搬送専用の通路の新設（海外事例） 

 

 b)既存施設を活用した横持ち搬送優先通路の確保 

  古い商店街等においては背割り道路等を活用して荷捌きに使いやすい通路を確保していくもの等
がある。店の表面を人用の通路、店の裏面を物用の通路というような使い分けを行う。 

 

 c)段差の解消等の物流バリアフリーの推進 

  横持ち搬送については、約半数が台車等、車輪のついた荷役機器による輸送が行われている。 
  そのため、路面の段差等の解消だけでも横持ち搬送を誘導することは可能であり、流入を誘導し
ていきたい通路等では段差を解消していくことで多少の誘導が可能となる。 

 ・段差の解消等の物流バリアフリーの推進（町田市等） 

 

 d)横持ち搬送と他の交通の時間的な分離 

  横持ち搬送は、貨物車の駐車位置から目的施設の間で生じる物流活動である。そのため、横持ち
搬送を他の交通と時間的に分離して行くには、貨物車の駐車する時間を他の交通と分離していくこ
とによってコントロール可能となる。 

 

 

横持ち搬送の動線の確保
（横持ち搬送と他の交通
の空間的な分離） 

横持ち搬送と他の交通の
時間的な分離 

段差の解消等の 
物流バリアフリーの推進 

横持ち搬送専用の通路、 
貨物用エレベーター等の新設 

既存施設を活用した 

横持ち搬送優先通路の確保 

横持ち搬送と他の 
交通の動線の分離 
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□ 施策の紹介  

a) 横持ち搬送専用の通路の新設の例（ダラス市、公園地下のトラックターミナルとビルを結ぶ横持ち

搬送通路の事例） 

・特に大規模なビル等では、隣接する駐車場間に荷捌き用の通路を設置するだけでも横持ち搬送の

効率化・円滑化が期待される。 

・ダラスでは、公園地下にトラックターミナルを整備し、隣接する 6つのビル（延床面積約 50ha）

に対する荷捌きを実施。 

・路上の混雑や歩行環境の改善効果があげられ、運営主体であるダラス市はもちろん、ビル管理者、

トラック運転手からも支持を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-10 トラックターミナルとビル間の通路     トラックターミナル内の貨物車 

出典：「物流効率化事例集」（国土交通省・国総研、H13.3）

c) 段差の解消等の物流バリアフリーの推進（町田市、共同荷捌き施設にスロープを設置した事例） 

・段差の解消や荷捌き専用通路の確保。 

・路外の荷捌き施設等では、スロープ等の設置だけでも利便性が向上する。町田では共同荷捌き施

設である「ぽっぽ町田」の脇に自転車等と共用によるスロープを設置し、荷物の横持ちの効率化

を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               自転車と荷捌き共用の通路 
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5) 横持ち搬送の抑制 

 

□ 施策の概要  

・ 荷受けの共同化では、大規模開発ビル等において計画的に駐車場に荷受け施設を整備して館内配

送を一括して行う方策や、既存の宅配事業者のようにまち中の空き店舗を活用して貨物車からの

荷物を受け取り、商店街内の横持ちを一括して実施する方策がある。また、荷捌き駐車スペース

近くに共同の荷受け施設を持つことで貨物車の駐車時間の短縮等の効果も期待される。 

□ 施策のメニュー  

 

 

 

 

 

a)横持ち搬送の共同化 

共同荷受け等と連動し、共同荷受け施設から各目的施設までの横持ち搬送をまとめて共同で行

うもの。 

・共同荷捌き施設からの横持ち搬送の共同化（町田市） 

 

b)館内配送の共同化 

館内の荷捌きスペースまで個別の貨物車で輸送し、館内への配送は不特定多数の荷物をまとめ

て共同で搬送するもの。 

館内配送の手間が軽減するため貨物車の駐車時間が短縮し、駐車スペースの回転率を上げるこ

とが可能になるなどのメリットもある。 

 

横持ち搬送の共同化 横持ち搬送の共同化 

館内配送の共同化 

横持ち搬送の抑制 
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□ 施策の紹介  

a)横持ち搬送の共同化（町田市：社会実験、共同荷捌き施設から横持ち搬送の共同化の事例） 

・町田市では、共同荷捌き場の整備にあわせ、荷捌き者の利便性の確保および商店街内の歩行者の

安全性・回遊性を確保する目的で、商店街内の配送実験を行った。 

・実験では、電動台車や電動カート等を用い、商店街内の環境についても考慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-11 電動カートのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-12 共同荷捌きシステムの概要 

出典：「町田市中心市街地活性化に向けた共同荷捌きシステムの検討中間報告書（その２）」（地域振興整備公団、2001.3） 
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6) 貨物車交通需要の量的コントロール 

 

□施策の概要  

・ 貨物車交通需要の量的コントロールを行う施策では、荷物を積み合わせることによって、より少

ない台数の貨物車で輸送する共同集配や、ＩＴ技術等を活用して地区内での無駄な走行（距離や

時間）を削減する方策などがある。 

□施策のメニュー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)地区型共同配送 

商店街など地区を対象として荷物をまとめて輸送する共同配送のこと。対象地区の近隣に集約

ポイントを設け、そこから荷物を積み合わせて同じ量の荷物をより少ない貨物車で配送するもの。

    ・商店街等の地区型共同配送（横浜市元町地区） 

 

b）縦持ち型共同配送 

高層ビルなどビル単位に荷物をまとめる共同配送のこと。地区型共同配送が商店街等を対象と

しているのに比べ、ビル等での配送が対象となる。地区型共同配送と同じように対象ビルの近隣

に集約ポイントを設けて実施するものや、ビルの地下駐車場などに集約ポイントを設けるもの（こ

の場合は館内配送と同じとなる）がある。 

    ・高層ビル街の縦持ち型共同配送（丸の内社会実験） 

 

c）百貨店の代表一括納品 

特定の荷主から百貨店など特定の店舗までの輸送を共同配送するもの。代表となる納品業者の

施設を集約ポイントとして活用するなどにより集約する。 

 

d）予約システムによる荷捌き場所の確保 

ポケットローディング等に代表されるシステム。先行して荷捌き場所を確保することにより、

駐車場所を探すうろつき交通や違法な路上駐車を抑制し、貨物車と他の交通の混在を回避する方

法。 

貨物車交通需要の
量的コントロール 

共同集配 地区型共同配送 

百貨店の代表一括納品 

縦持ち型共同配送 

ムダな走行の削減 予約システムによる荷捌き場所

サテライトパーキング 
（トラック呼出）システム 

情報提供による誘導 
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e）情報提供による誘導 

共同荷捌き施設等は場所や数を限定されていることが多いため、どこの荷捌きスペースが空い

ているのか等の情報を提供することにより、違法な路上駐車や無駄な走行を抑制する方法。 

 

ｆ）サテライトパーキング（トラック呼出）システム 

目的地から離れた場所に待機場所を設け、店舗等の目的施設の荷捌き場等が空いた場合に待機

場所から貨物車を呼び出すシステム。店舗等の中心部の混雑等を回避する。 
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□ 施策の紹介  

a)地区型共同集配（横浜元町地区共同集配の事例） 

・商店街を中心として周辺の住宅も含めた共同集配システム。 

・元町商店街のイメージを改善し、あわせて排気ガス等の環境面への取り組みとして実施。 

・商店街から約 500ｍに位置する配送センターに集められた貨物は、専用の車両に積み替えられて

各店舗に配送される。 

・地区外周道路に共同集配車両専用の荷捌き施設を整備し、各店舗へはそこから台車を用いて配送。

・大型貨物車の通行や貨物車総量を抑制する共同配送の取り組みとして全国でも初めて商店会が中

心となって実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-13 元町地区における共同配送のイメージ    出典：「元町地区共同配送システムマニュアル」 

 

・共同集配の実施のため、商店街から

約500ｍ離れたところに配送センタ

ーを設置（運営主体のひとつである

藤木興業の既存施設を活用） 

・地区内には、共同集配用の車両が駐

車できる荷捌き場所を整備し、確保

している。 

 

・本来、合意形成等や費用負担の問題で実施が難しい施策だが、元町地区は、地区のブランド力強

化のため、従来から地元住民を含めた地区計画を実施し、地区内で合意形成が取りやすい下地が

出来ていた。 

・また、地区に近い位置に物流施設を擁する運送業者を共同配送実施事業者に選定できた。この運

送業者が大手宅配業者と競合関係にないため、運輸業各社からの合意を得やすい状況を作り出せ

たことにより実現化が可能となった。 

 

 

 

 

 

全国からの荷物を共同集

配センターで一旦受け、ま

とめて元町地区の指定駐

車場まで輸送し、配送員が

店舗および住宅へお届け

する。 

元町地区からの荷物を

配送員が集荷し、共同集

配送センターで指定の

輸送業者別に仕分けし、

輸送業者に渡す。 
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b) 縦持ち型共同配送（東京都千代田区における丸の内地区物流ＴＤＭ実証実験） 

・高層ビル群を建て替え、オフィス街から商業集積のある街への脱却を目指して、地区の交通量の

削減と地区のイメージを阻害する路上荷捌きの削減をねらいとして実施。 

・共同配送を実施するにあたり、新規の荷物集約施設を確保せず、地区の荷物輸送の約９割を占め

る大手運輸事業者５社の既存施設と地区近隣の公共駐車場を集約施設として活用している。なお、

地区への輸送についても共同配送専用会社等を用いずに大手５社を活用。 

・なお、実験後、ビル地下の荷受け施設を活用して館内配送のみ共同化を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-14 丸の内社会実験における共同配送のイメージ 

 

・なお、地区の近隣の公共駐車場（鍛冶橋駐車場）を上記集約場所に持ち込みにくい貨物の臨時集

約場所に指定した。 

・新設された新丸ビル等については、貨物車の動線が確保できるよう、地下駐車場では３ｍの高さ

を確保し、貨物車用の駐車（荷捌き）スペースを確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

新丸ビルの地下駐車場出入口         新丸ビル内の荷捌き用駐車スペース 

・合意形成等や費用負担の問題で実施はかなり難しい。 

 

 

 

 

A社

B社

C社

縦
持
ち
共
同
化

地下駐車場

D社

E社

縦
持
ち
共
同
化

地下駐車場

G社

H社

I社

縦
持
ち
共
同
化

地下駐車場

F社丸の内地区
物流TDM実証実験

地域

ストックポイント
（丸の内鍛冶橋駐車場内）
カンダコーポレーション

個別発送 個別発送 個別発送

日本通運
配送拠点
（江東区）

個別
発送

個別
発送

横持ち共同化

佐川急便
配送拠点
（品川区）

個別
発送

個別
発送

西濃運輸
配送拠点
（江東区）

個別
発送

個別
発送

福山通運
配送拠点
（江東区）

個別
発送

個別
発送

ヤマト運輸
配送拠点
（江東区）

個別
発送

個別
発送

環境自動車

環境自動車
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7) 貨物車と他の交通との分離 

 

□施策の概要  

・ 貨物車と他の交通とを分離し、双方の走行環境を改善して地区内での貨物車と他の交通との混在

の回避や、地区内に滞在する時間や走行距離を削減する。 

・ 貨物車専用・優先ルートや専用・優先レーンを確保して他の交通主体と走行路を分離していく方

策がある。 

・ 貨物車（車両）の種類や時間などによって貨物車が地区内へアクセスできる状況を制限し、貨物

車と他の交通とを分離していく方策がある。 

・ いずれにしても他の交通や地区の生活・商業環境へ与える影響が大きいことも考えられるため、

交通管理者との連携や地域との合意形成が重要となる。 

□施策のメニュー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)車両の大きさによる規制 

車種や貨物車の積載容量など車両の大きさ等によって、地区への流入規制や道路の通行規制を

行うもの。 

・車両の大きさによる規制（各地） 

 

b）時間帯による規制 

混在による問題が発生するのを防ぐため、時間帯によって流入できる車両等を規制するもの。

「a)車両の大きさによる規制」などと組合せて実施する。 

・時間帯による規制（歩行者天国の実施）（各地） 

 

c）排出ガス基準による規制 

地区の環境に影響が少ない車両等のみ流入できるようにしたもの。 

・排出ガス基準による規制（海外事例） 

 

 

貨物車と他の交通
との分離 

貨物車の面的な流入規制 車両の大きさによる規制 

排出ガス基準による規制 

時間帯による規制 

貨物車走行路の分離 貨物車専用・優先ルート 

建物内貨物車走行路の整備 
（地下ネットワーク） 

貨物車専用・優先レーン 
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d）貨物車専用・優先ルート 

貨物車が走行できる道路を専用化したり、指定することによって貨物車と他の交通の分離を図

る方法。 

 

e）貨物車専用・優先レーン 

貨物車が走行できるレーンを専用化したり、指定することによって貨物車と他の交通の分離を

図る方法。 

 

f）建物内貨物車走行路の整備（地下ネットワーク） 

一般公道以外で貨物車の走行路等を指定し、貨物車と他の交通の分離を図る方法。 

・建物内での自動車走行路の整備（大規模再開発地区） 
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□ 施策の紹介  

 

a)車両の大きさによる規制（東京都世田谷区における大型車通行規制の事例） 

・東京都では世田谷区などの住宅地域等において、地区の環境保全や幅員狭小などの理由により、

大型車の通行を規制している。 

・また、一部の居住地区においては生活ゾーン規制、コミュニティゾーン規制、スクールゾーン規

制が行われており、内部に大型貨物車が流入することが禁止されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-15 通行禁止地区（世田谷区三軒茶屋付近）出典：警視庁交通規制資料 

 

b)時間帯による規制（東京都武蔵小山商店街における時間帯による通行規制の事例） 

・商業振興及び商店街への買物客の安全性確保のため、時間帯を区切って車両の進入を禁止してい

る。 

・ところによっては住民の車両等の進入禁止を除外したり、警察署長の許可を受けることによって

進入が出来る場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼間（車両の通行規制時間内）の武蔵小山商店街の状況 
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c)排出ガス基準による規制（アムステルダム市におけるトラックの通行規制の事例） 

・地区内の交通混雑の改善や商業振興及び商店街への買物客の安全性確保のため、地区内に流入す

る貨物車台数を抑制するものである。今のところヨーロッパで実験的に実施されている。 

・アムステルダム市では従来から大型トラックの

都市への流入を規制してきたが、以下の条件を

満たすトラックについては都市内を走行でき

るようにした。 

1)車両の長さが９ｍ以下 
2)エンジンがユーロⅡの排ガス基準を満たす 
3)積載率が 80％以上 
 

・上記条件を満たす車両は予め市に登録し、付与

されたイエローステッカーを掲示する。 

・登録申請時に過去６ヶ月におけるアムステルダ

ム市内への配送・集荷時のトラック積載率が

80％以上であったことを示す書類を提出する。 
 

                       図 2-2-16 アムステルダムの幹線道路 

出典：「シティロジスティクス」（谷口栄一・根本敏則共著、森北出版） 

d)建物内貨物車走行路の整備（東品川インターシティ、汐留シオサイトにおける地下ネットワーク整

備の事例） 

・大規模再開発にあわせて、複数のビルの地下駐車場を結ぶ専用道路を整備。 

・貨物車専用ではないが、自動車専用として複数ビル間を結ぶことにより、地上部分の無駄な走行

を削減することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-17 東品川インターシティ内の駐車場アクセス道路 
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２－３ 端末物流施策の立案にあたっての留意点 
 

ここでは、端末物流施策を立案する際に収集すべきデータや、配慮して検討すべき項目に

ついて留意点を示す。 

 

（１）路上駐車に対する施策立案の留意点 

 

1) 空間的な分離（貨物車駐車スペースの確保）施策立案の留意点 

 

路上駐車に対する施策のうち、空間的な分離（貨物車駐車スペースの確保）の施策立

案にあたっては、以下のような点への留意が必要である。 

 

 

①利用者が利用しやすいスペース確保 

確保した貨物車の駐車スペースが有効かつ効果的に利用されるものとするためには、利

用者のニーズに対応したスペースを確保する必要がある。 
具体的には、地区に集まる集配送貨物車が利用できるスペースの大きさが確保されてい

ること、利用者が横持ち搬送可能な距離でスペースが確保されていること等が望まれる。 
 

a) 集配送の貨物車が利用できるスペース 

 
 
 
 
· 地区へ集中する貨物車の大きさによって、利用できるスペースの広さは異なってくる。 
· そのため、実態調査等を用いて地区に集中する貨物車の大きさを確認することが望ま

れる。 
· ケーススタディ地区の結果では、8割の車両が貨客車や軽貨物車、小型貨物車（2t車
クラス）となっており、これらの車両が利用可能な大きさが必要である。 

 
 
 
 
 
 
 

 

○貨物車が利用できる施設の大きさとして、幅 3.0～4.0ｍ、奥行き 5.0～10.5ｍ、高

さ 3.0～3.7ｍの確保が必要 
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n=1,029

n=　487

n=   217

n=　653

n=　788

n=3,174

図 2-3-1 車種別路上駐車台数構成比（貨物車）
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なお、銀座地区における社会実験ではスペース確保の要望として以下のような事項もあが

っている。 
・貨物車が利用可能な駐車マスのほかに、荷物の積み下ろしスペースが必要である。 
・荷物の積み下ろしスペースは車両の後ろ部分の場合や車両脇の部分の場合もあり、

左右にも積み下ろしスペースが必要である。 
・荷捌き駐車スペースに出入りする際に歩道を横切る場合、バックでの出入りは安

全性の問題からできる限り発生しないようにしたい。 
 

表 2-3-1 荷捌き駐車スペースの大きさ 

 幅 奥行き 高さ 備考 

3.0m 7.7m 3.0m 梁下  
東京都駐車場条例 
 4.0m 6.0m 3.0m 梁下 

建築物の構造・敷地の状況上
やむをえない場合のみ 

3.2m 8.8m 3.7m 梁下 地上階（大型車用） 

3.4m 4.7m 3.7m 梁下 地上階（小型車用） 
大規模商業施設 
（横須賀中央駅周辺地区） 

3.4m 8.8m 3.3m 梁下 地下２階 

3.5m 8.5m  ２ｔ車用 

既
存
施
設
の
諸
元 

共同荷捌き施設 
（町田駅周辺地区） 3.5m 10.5m  ４ｔ車用 

   
注：なお、横須賀中央駅周辺地区の大規模商業施設へのヒアリングでは、梁下 3.3ｍでは、路線トラック（い

わゆる宅配便系のトラック）では、利用できない場合が多いとの指摘も受けている。 

 

b) 利用者が横持ち搬送可能な距離でのスペースの確保 

 
 
 

· 横持ち搬送は人力による輸送となるため、荷物の運搬者はできる限り短い横持ち

搬送で済むように駐車場所を決定している。 

· 地区内の交通規制等によって駐車できない場所がある船橋駅南口地区や町田駅周

辺地区の横持ち搬送の実態を見ると、目的施設の前に自由に駐車できる場所では

目の前に駐車するなどの実態が捉えられた。 

· 一方、目的施設の近くに駐車ができない場合は、長時間駐車しやすい場所に路上

駐車が集中し、遠くの店舗まで搬送している（横持ち搬送距離が長く、駐車時間

も長くなる）。 

· このようなことから、駐車しやすい条件が整えば横持ち搬送距離は長くなること

が示された。目的施設の近くに駐車ができない場所での横持ち搬送距離が横持ち

搬送が可能な距離として想定することが可能となる。 

· なお、ケーススタディ地区である町田駅周辺地区の事例をみると、最大距離で 70

ｍ近く搬送するものもみられる。 

○荷捌き駐車スペースからの横持ち搬送圏域は、約 70ｍが限界 
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※横持ち搬送距離は、横持ち搬送者が貨物車を離れた時から戻るまでの移動距離の合計 

 

②新たな問題が生じないような配置や利用方法 

 
確保した貨物車の駐車スペースが有効に利用されるには、そこに貨物車が集まること

によって、新たな問題が生じないようにすることが重要である。 
例えば既存の駐車場を転用または共用する場合は、乗用車の利用を妨げることがない

ように利用時間を考慮する必要ある。また、路上空間上にスペースを確保した場合は、

貨物車が駐車しても他の車両が通行できるように、側方の余裕を確保することが必要で

ある。 
また、駐車スペースから目的地へ横持ち搬送の動線が歩行者の集中区間を通ることが

ないかなどの確認が重要である。 
· 既存駐車場を活用する場合などは、駐車場の利用状況や貨物車のピーク時間の集

中台数等の把握が必要である。 
· 路上空間を活用する場合などは、道路構造の確認やその道路の交通量の確認など

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 自由に路上駐車できる地区での
横持ち搬送状況 

図 2-3-3 歩行者天国等で自由に路上駐車
できないところがある地区での
横持ち搬送状況 

駐車場所

横持ち搬送
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2) 時間的な分離（駐車時間のタイムシェアリング）施策立案の留意点 

 

路上駐車に対する施策のうち、時間的な分離（駐車時間のタイムシェアリング）の施

策立案にあたっては、以下のような点への留意が必要である。 

 

①分離時間 

 
 

· 貨物車と他の交通（乗用車やバス、歩行者等）との混在を回避するために、貨物

車が駐車可能な時間帯を分離するものである。 

· 貨物車の路上駐車とその他の交通の集中時間帯が重なることが問題なので、お互

いの集中する時間帯を分離していくことが重要である。 

· 分離する時間帯は他の交通の集中時間帯や街づくりの方向性によっても異なる。

例えばケーススタディ地区の船橋駅南口地区では、貨物車と他の自動車交通の混

在による問題が午後の時間帯で多く発生している状況が確認できており、これら

の時間帯の混在を分離していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-4 ケーススタディ地区での時間帯別貨物車の路上
駐車が通過交通に影響を与えている台数 

 
②地区の物流実態（納品時間の変更可能性等）への配慮 

 
 
· 貨物車の路上荷捌き駐車は、商店や事務所等へ荷物の配送や集荷を行うために発

生している。そのため、配達や集荷の時間は荷主にあたる商店・事務所への納品

等の制約条件によって集中できる時間かどうかも決まってくる。 

· 施策の効果をあげるためには、時間変更可能な物流量を確認し、貨物車の集中時

間を設定することが必要である。なお、時間変更が可能かどうかは、納品物流の

着時刻指定の有無や商店･事務所の営業時間等から確認が可能である。 

○午後の時間帯の貨物車の路上駐車と他の交通の混在を回避 

○着時刻指定の物流などに配慮し、時間変更可能な物流・貨物車量の確認が必要 
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· 例えば横須賀中央駅周辺地区では、午後の時間帯に納品される物資の半分以上に

時刻指定はないため、この時間以外の時間帯に納品時間を変更できる可能性が高

いことが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-3-5 ケーススタディ地区での時間帯別時刻指定なし物流の割合 

 

（２）横持ち搬送に対する施策立案の留意点 
 

1) 空間的な分離（横持ち搬送通路の確保）施策立案の留意点 

 

横持ち搬送に対する施策のうち、空間的な分離（横持ち搬送通路の確保）の施策立案

にあたっては、以下のような点への留意が必要である。 

 

① 問題が生じない動線の確保 
· 横持ち搬送と歩行者の錯綜は、狭い歩行者空間に歩行者数が多い場合に発生し

ていることが多い。 

· ケーススタディでどのような環境（歩行者密度）で歩行者との錯綜が生じやす

いかをみると、船橋駅南口地区で 712 人／ｍ･時、横須賀中央駅周辺地区で 448

／ｍ･時となっている。 

· このような歩行者区間については、できるだけ横持ち搬送距離が短くなるよう

な荷捌き駐車スペースの配置が望まれる。 

· また、スムーズな横持ち搬送を実現するために、地区で活用されている横持ち

搬送手段を把握し、段差の解消が必要かどうかなどの検討も重要である。 

 

表 2-3-2 錯綜発生率が高い区間別時間帯別の歩行者通行量と歩道幅員 

 錯綜発生率 歩行者通行量 歩行可能 
道路構造 

歩行者密度 

船橋駅南口地区 20％以上 22,914（14 時･区間分） 2.3ｍ 712 人／ｍ･時 

横須賀中央駅周
辺地区 

20％以上 7,388（５時・区間分） 3.3ｍ  448 人／ｍ･時 

 

2) 時間的な分離（横持ち搬送のタイムシェアリング）施策立案の留意点 
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横持ち搬送に対する施策のうち、時間的な分離（横持ち搬送のタイムシェアリング）

の施策立案にあたっては、路上駐車に対する施策立案と同様に地区の物流実態（納品時

間の変更可能性等）の確認等が必要である。 

 

3) 横持ち搬送の抑制施策立案の留意点 

 

横持ち搬送に対する施策のうち、横持ち搬送の抑制の施策立案にあたっては、以下の

ような点への留意が必要である。 

 

① 地区の物流実態（混載可能性等）への配慮 
· 共同配送の実施の場合、様々な荷主の様々な輸送条件をもつ荷物を混載する必

要があるため、実質的に混載が出来るものであるのかどうかを確認することが

重要である。 

· 例えば、混載を進めるためには、ある程度、荷物をまとめる必要があるため、

集約場所で一時的な保管が生じたり（すぐに運べない場合）、荷物の納品と同時

に輸送者が他のサービスをしなければならないものはないか等を確認する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【着時刻指定】      【輸送者の変更可能性】   【輸送者による附帯業務】 

図 2-3-6 船橋駅南口地区での納品物流の諸条件の割合 
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（３）貨物車交通の需要に対する施策立案の留意点 
 

1) 空間的な分離（貨物車走行空間の確保等）施策立案の留意点 

 

貨物車交通の需要に対する施策のうち、空間的な分離（貨物車走行空間の確保等）の

施策立案にあたっては、以下のような点への留意が必要である。 

 

①新たな空間の確保 

· 貨物車走行空間の確保等により貨物車交通と他の交通を空間的に分離していくた

めには、交通規制等によって排除を行うほか、新たな空間を確保していく必要が

ある。 
· そのため、地区での面的な開発等に合わせて、計画段階から貨物車の動線等にも

考慮して計画を立てていく必要性が高い。 
 

2) 時間的な分離（地区への流入の時間規制等）施策立案の留意点 

 

貨物車交通の需要に対する施策のうち、時間的な分離（地区への流入の時間規制等）

の施策立案にあたっては、路上駐車に対する施策立案と同様に地区の物流実態（納品時

間の変更可能性等）の確認等が必要である。 

 

3) 貨物車需要の抑制施策立案の留意点 

 

横持ち搬送に対する施策のうち、貨物車需要の抑制の施策立案にあたっては、横持ち

搬送の抑制施策立案と同様に地区の物流実態（混載可能性等）の確認等が必要である。 

なお、横持ち搬送の場合と異なり、貨物及び貨物車の集約ポイントが必要になること

から、これらの施設の配置についても利用されやすい配置等を検討していく必要がある。 

 

 

 
 端末物流施策の立案にあたっては、各施策について、それぞれ必要なデータを収集して検

討を進めるほか、地区の関係者（住民や交通管理者、物流関連事業者、交通事業者等）とも

合意形成を図りながら進めることが必要である。本書では、それら合意形成を進める方法や

体制の事例等について、第３章にまとめているので参考とされたい。 
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２－４ 総合的なまちづくりを進めるための端末物流対策の推進 
 
（１）まちづくりの方向性と物流施策の関係 
 

「歩行者を優先するまちづくり」や「多様な交通手段による集まりやすいまちづくり」

など、地区のまちづくりの方向性にあわせた地区交通対策を実施する際は、歩行者や自転

車、バス、乗用車等と端末物流は同じ空間をシェアしていることから（図 1-1-1）、端末物

流対策も含めて総合的に検討することが重要である。 

 

主要な地区交通施策と端末物流施策の関係は図 2-4-1 のように整理できる。物流に対す

る施策を一体的に実施しないと、端末物流による問題が積み残されてしまう可能性が高い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-4-1 物流を含む地区交通問題と地区交通施策の関係 

 
■社会実験における取り組み 

  近年の社会実験では、地区交通の改善の中での物流対策の位置付けが明確にされ、地区

交通改善の一翼を担う施策として総合的に取り組まれており、一定の効果をあげている。 
  社会実験の事例地区では、当初、物流による問題が認識されていなかったものの検討段

階で必要性が認識されたものなどもある。 
 

表 2-4-1 端末物流施策が盛り込まれた社会実験の事例 
実験メニュー 

実験地区名 目的 
物流施策 その他の施策 

施策の効果 

① 
渋谷駅地区

(ｽﾑｰｽﾞｼﾌﾞﾔ) 

安全な歩行空間の確保

と道路交通渋滞の緩和

を目的に実施 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設置 

・連絡ﾊﾞｽの運行による

周辺駐車場の活用 
・自転車駐輪のﾙｰﾙ化 

・路上駐車が約 3割減少 
・走行速度が 5～8km/h
向上  等 

② 
千葉県柏駅

東口地区 

駅前地区における交通

環境改善を目的に実施 ・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設置 
・トランジットモール 
・歩行空間の拡大 
・ﾀｸｼｰﾌﾟｰﾙの遠隔化等 

・対象地区への流入交通

量が 8.6%減少 等 

③ 
町田市中央

通り商店街

地区 

歩行者が安心して買い

物や散策ができるまち

づくりを目的に実施 

・共同荷捌き駐車場

の新設 
・商店街内共同配送 

・歩行者天国区間への

車両進入規制の徹底 

・中央通りへの車輌流入

が 90 台/日から 16 台/
日に減少  等 

④ 
自由が丘駅

前地区 

歩行空間の確保及び高

齢者等を考慮したまち

づくりを目的に実施 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設置 ・トランジットモール 

・歩行空間の拡大 
・宅配車両・運送車両の

台数減少 等 

 視点

乗用車

バ　ス

自転車

歩行者

物流・
貨物車

地区への
アクセス

地区内の
たまり機能

地区内の
回遊性・移動性主体

人

物 貨物車の路上駐
車に対する施策

貨物車交通の
需要に対する施策

横持ち搬送に
対する施策

乗用車との空間的・
時間的分離

自転車のアクセス確保
自転車レーン　など 歩

行
者
と
横
持
ち

搬
送
の
混
在
回
避

歩
行
者
・
自
転
車
の

空
間
的
・
時
間
的
分
離

自
転
車
や
バ
ス
の

空
間
的
・
時
間
的
分
離

一体的な実施

歩行者優先空間の確保
歩行者天国

トランジットモール　など

駐車スペースの確保

結節点の機能強化
乗り継ぎ拠点の整備　など

駐輪スペースの確保
自転車の駐輪場の整備　など

自動車アクセスの確保
渋滞対策　など

乗用車との空間的・
時間的分離

公共交通のアクセス確保

バスレーン　など
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（２）人と物に対する施策の一体的な実施 
 
これらの社会実験については、端末物流施策を単なる物流に対する施策として位置づけて

いるのではなく、まちづくりのための施策を実施するために必要な施策として位置づけて実

施している。 
これにより、立場の異なる関係者に、端末物流施策の重要性が認識され、スムーズな施策

実施が可能となっている。 
 
1) 渋谷区における端末物流施策の盛り込み事例 

荷捌きの円滑化自体が主眼ではなく、あくまでも地区内の交通円滑化（路上駐車対策）

の一貫として位置づけて取り組まれている。 

これにより、地区の施策としての重要性が認識され、スムーズな実現が可能となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2 渋谷区における社会実験での端末物流施策の位置づけ 

 

2) 柏市における端末物流施策の盛り込み事例 

地区の交通環境の改善策として、バスの駅前までの乗り入れ運行および歩行者空間の

確保を計画した。その中で、新たな空間を作り出すための施策のひとつとして荷捌き対

策の重要性が認識され、取り組みが実現化された。物流対策はまちづくりを実現してい

くための施策のひとつという位置づけになっている。 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

図 2-4-3 柏市における社会実験での端末物流施策の位置づけ 

違法駐車をなくす対策の柱

駐車場利用の促進

指導・誘導強化

道路空間再整備

車道を狭め駐停車を抑制

一般車両を駐車場に誘導 路上荷さばきスペース設置一般車両を駐車場に誘導 路上荷さばきスペース設置

公共交通走行円
滑化の実現

社会実験結果を
取り入れた交通
安全事業により
協働型の街作り
の促進

公共交通走行円
滑化の実現

社会実験結果を
取り入れた交通
安全事業により
協働型の街作り
の促進

まちの交通問題を

改善する施策のひ

とつとして実施 
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（３）端末物流対策に関連する地区交通施策やまちの基盤づくりと 

併せた端末物流対策の実施 
 
端末物流対策をスムーズに実現化するには、駐車場整備と貨物車の荷捌き駐車スペース

の確保など端末物流対策に関連する地区交通施策やまちの基盤づくりと併せて、端末物流

対策を実施することが有効である。 
 

例えば、貨物車の路上駐車に対する施策のうち、空間的な分離を図る施策では、公共駐

車場の整備に併せ場内に貨物車の荷捌き駐車スペースを確保したり、市街地の面的な開

発・整備に併せ、街区にポケットローディング等を整備することなどが考えられる。 

端末物流施策に単独で取り組むことが難しい場合についても、他の地区交通施策やまち

の基盤づくりと併せて実施することで実現化しやすくなったり、まちの課題の改善に対し

て効果を発揮しやすくなる。 

 

表 2-4-2 端末物流施策と他の施策との関係 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2-4-4 まちづくりに対応した総合的な端末物流対策の推進 
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第３章 端末物流施策の実現に向けた取り組み 

～ 上手に進めていくために ～ 
 
 本書では、商業地区等の中心市街地において、端末物流施策を組み込んだ総合的なまちづ

くりへの取り組みが進むようにするために、「第１章 まちづくりの課題と端末物流問題」で

物流問題がまちづくりの課題として発生している状況やその問題の構造、「第２章 まちづく

りの課題に対応した物流施策の立案」で端末物流問題に対応してどのような施策が検討対象

となるのかについて、具体的な考え方ややり方を示してきた。 
 
 実際に端末物流施策を実施するためには、端末物流問題や端末物流の施策について広く意

識の共有化を行い、実現化に向けて推し進めていく必要がある。 
 特に端末物流の検討には、その関連する主体が多いことや施策に対する利害関係があるこ

とから、問題認識や施策の検討などそれぞれの段階で認識の共有化を図ることは重要である。 
 また、まちづくりの中に実際に盛り込んでいく方法や事業化にあたっての予算の確保方法

等についても、どのような方法があるのかなど示す意味は大きい。 
 
 本章では、端末物流施策の実現化を上手に進めていくためにどのような検討体制が必要な

のか、また、まちづくりの中へ端末物流施策を取り組む方法、端末物流施策を実現化するた

めに活用できる制度を示す。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1-1 端末物流施策の実現化に向けた全体プロセス 

 

 
端末物流に対する取り組みを進めるため 

 ・端末物流問題の構造を明らかにし、問題の共有化を図る 

 ・問題に対応した方針を立案し、その施策の効果の共有化を図る 
 ・施策実現化へ向けてプレーヤーの役割分担を図る 

端末物流問題の構造化 

（端末物流問題の共有化） 

対応方針の立案 
（端末物流施策の効果の共有化） 

施策展開 
（いつまでに、誰がやるのか） 

⇒第１章 

⇒第２章 

⇒第３章 

端末物流施策の実現化に向けた全体プロセス 
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３－１ 端末物流施策検討の体制・組織づくり 
 

端末物流施策の検討をスムーズに実現させていくには、問題の認識・施策の立案等のプロ

セスにおいて、関係者の間で意識の共有化（合意形成）を図ることが重要である。 

端末物流に関わるプレーヤーは幅広く、利害関係者が多いため、施策実現へ向けてはこれ

らの関係者を構成員とする組織等を立ち上げ、意識の共有化を図る場を設けて検討を進める

ことが重要である。まちづくりのＮＰＯやＴＭＯ等の組織が既にある場合は、それらを活用

することも重要である。表 3-1-1 は、これら検討組織における構成メンバーの例である。 

 

また、他の交通施策等と総合的に実施していくことが有効と考えられる場合には、施策の

イメージを広く共有し効果を確認していくためにも、これらの組織のもと社会実験を実施す

る等も有効な手段である（表 3-1-2）。 

 

表 3-1-1 端末物流施策の検討における構成メンバー 

物流関連 交通関連 地区住民 行政 コーディネーター

トラック協会、地元運輸事業者 

商工会議所、商店会 

個人商店 

バス事業者

タクシー事

業者 

地元自治会 

市民 

都市計画関連、道路管理者 

商工関連 

交通管理者（警察） 

学識経験者 
ＮＰＯ、ＴＭＯ 
コンサルタント 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討委員会 
○役割 
・東口地区の交通円滑化に向けた全体施策の調整 
・提言のオーソライズ（市長提言） 
・研究会提案に係る関係者間の調整 
○構成メンバー 
・学識経験者 
・市民代表（公募） 
・行政（国・県・警察） 
・商工関係者（商工会議所、商店会） 
・運輸事業者（バス、タクシー、トラック） 

研究会 
○役割 
・具体的、専門的な検討・研究 
○構成メンバー 
・学識経験者 
・市民代表（公募） 
・商工関係者（商店会） 
・運輸事業者（バス、タクシー、トラック） 

市長 

幹事会 
○役割 
・関連施策間の調整
・施策内容の精査
・実施に向けた支援
・施策の実施主体
○構成メンバー
・環境部 
・経済部 
・都市緑政部 
・土木部 

【柏駅東口地区社会実験における検討体制 
（施策立案の段階）の事例】

【銀座地区における検討体制 
（社会実験の段階）の事例】

 

○構成メンバー 

・学識経験者 

・商工関係代表者５名 

・地域住民代表３名 

・交通管理者 

・東京都 

・区・都市計画部門 

・区・道路管理部門 

・区・商工関連部門 

○検討テーマ 

・隔地･集約駐車場   ・荷捌き時間帯指定等対策 

・違法駐車対策     ・歩行空間･道路環境整備 

・駐車場案内･誘導システム導入 

・駐車場有効利用システム導入 

銀座地区交通環境改善協議会 

連携・協力 

地 元 

警 察 中央区 

社会実験
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表 3-1-2 端末物流施策の取り組み（社会実験）事例と検討組織 
実験地区名 

【実施年】 
目的 物流施策 

検討組織(実施主体)と 

主要構成メンバー 

検討組織の役割 

① 
渋谷駅地区 

（ｽﾑｰｽﾞｼﾌﾞﾔ） 

【H12】 

安全な歩行空間の確

保と道路交通渋滞の

緩和を目的に実施 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの 
設置 

東京都、警視庁、国土交通省、渋谷区

等 
・地元や運輸事業者

との合意形成の場

として機能 

② 

練馬区石神井

公園駅前地区 

【H13】 

自転車走行空間とバ

スの走行環境の改善

を目的に実施。 

・ポケットローデ

ィングシステム

の設置 

学識経験者、地元商店会、地元町会、

地元まちづくり団体、自動車販売等の

業界団体、東京都物流団体、運輸業者、

国土交通省、警視庁、東京都、練馬区

等 

・施策選定や施策の

評価の合意形成の

場として機能 

③ 

千葉県柏駅東

口地区 

【H11、H12】 

駅前地区における交

通環境改善を目的に

実施。 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設

置 

学識経験者、国土交通省、千葉県、千

葉県警、商工会議所、地元商店街、住

民代表、バス事業者、タクシー事業者、

運送関係事業者等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 

④ 
丸の内地区 

【H13】 

丸の内地区における

物流効率化、路上駐

車の削減を目的に実

施。 

・共同配送 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設

置 

学識経験者、運輸業者、大手町・丸の

内・有楽町地区再開発計画推進協議会、

民間デベロッパー、東京都物流団体、

東京都、千代田区、警視庁、東京都駐

車場公社等 

・施策選定や施策の

評価の合意形成の

場、施策の運営主

体として機能 

⑤ 
吉祥寺駅北口

地区 

【H13】 

駅前地区の交通安全

及び環境改善を目的

に実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設

置 
・共同配送 
・集配時間の調整 

国土交通省、警視庁、武蔵野市、業界

団体、商店街等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 

⑥ 
町田市中央通

り商店街地区 

【H14】 

歩行者が安心して買

い物や散策ができる

まちづくりを目的に

実施。 

・共同荷捌き駐車

場の新設 
・商店街内共同配

送 

（株）町田まちづくり公社、町田市、

運輸事業者、地元商店街等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 
・今後施策の運営主

体として期待 

⑦ 
銀座地区 

【H17】 

集約駐車場を荷捌き

駐車場として活用す

るための運用ﾙｰﾙの

検証を目的に実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設

置 
学識経験者、商工業関係代表、地域住

民代表、警視庁、東京都、中央区等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 

⑧ 
自由が丘駅前

地区 

【H17】 

歩行空間の確保及び

高齢者等を考慮した

まちづくりを目的に

実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設

置 

国土交通省、警視庁、目黒区、世田谷

区、独立行政法人都市再生機構、運送

関係事業者、地元町会、地元組合、運

営協力会社、地元商業者等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 
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３－２ まちづくりの中への端末物流施策の組み込み 

       ～総合的な地区交通対策への物流対策の位置づけ～ 
 
 端末物流に対する取り組みの効果をあげていくためには、まちづくりの中でパッケージ施

策として総合的に地区交通対策等とともに取り組んで行く必要があると考えられる。 
総合的な地区交通対策に物流への取り組みを位置づけていくためには、まちづくりの計画

の中に物流施策を盛り込んでいくことが有効であり、まちづくりの上位計画である都市計画

マスタープランや交通マスタープラン、中心市街地活性化基本計画の策定時や見直し時に上

手く位置づけていくことが重要である。 
 

【盛り込みを図るべきまちづくりの計画】 

    ・都市計画マスタープラン 
    ・交通マスタープラン（まちづくり交通計画） 
    ・中心市街地活性化基本計画 
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３－３ 端末物流施策実現化に活用できる制度・事業 
 
端末物流施策が補助対象として明記されている制度・事業はほとんど無い。以下は中心市

街地活性化基本計画等で、端末物流施策への適用が可能と見られる駐車場整備や道路整備、

調査への補助がある事業・制度をまとめた。 
 

表 3-3-1 端末物流施策に適用可能な制度・事業 

番
号 

具体的な制度・ 
事業名 

管轄窓口 対象者 補助率 

1 まちづくり交付金 国土交通省 都市・地域整備局

まちづくり推進課 都市総合事

業推進室 

市町村 事業等の総額の約４割程度 

2 身近なまちづくり支援街路

事業 

国土交通省 

都市・地域整備局街路課 

市町村及び都道府県 1/2 

3 中心市街地再活性化特別対

策事業 

総務省自治行政局 

地域振興課 

市町村等 おおむね 75％（後年度交付税措置：30％）

4 都市再生総合整備事業 国土交通省 

都市・地域整備局まちづくり推

進課都市総合事業推進室 

地方公共団体、都市基盤

整備公団、地域振興整備

公団、民間等 

1/3～1/2 

5 中小商業活性化総合補助事

業（商店街振興組合･TMO 等

の支援 

中小企業庁商業課 商店街振興組合、商工会、

商工会議所、第３セクタ

ー 等 

国 1/3、都道府県（一定の場合、市町村）

1/3 

6 商業・サービス業集積関連

施設整備事業 

経済産業省 

商務情報政策局中心市街地活性

化室 

地方公共団体、第３セク

ター 

地方公共団体、地方公共団体が出資の 1/2 以

上を占める第３セクターの場合：1/2 

その他の第３セクターの場合：1/4 

7 中心市街地商業等活性化総

合支援事業 

経済産業省 

商務情報政策局流通産業課中心

市街地活性化室 

地方公共団体、第３セク

ター、ＮＰＯ法人 

 

地方公共団体、地方公共団体が出資の 1/2

以上を占める第３セクターの場合：1/２、

その他の第３セクターの場合：1/4 

8 共同集配事業の促進に対す

る支援 

国土交通省 

総合政策局貨物流通施設課 

地方公共団体、自動車運

送事業者、バス協会、ト

ラック協会、国土交通大

臣が認定したもの 

○補助（補助率） 

・システムの整備：1/4 

・計画策定のための調査：1/2 

・実証実験・運行：1/2（年間補助限度額

1,000 万円） 

○融資(日本政策投資銀行) 

・金利：政策金利Ⅰ 

・融資比率：50％ 

○税 

・特別土地保有税の特例：非課税 

9 都市内道路の整備に対する

補助 

国土交通省 

都市・地域整備局街路課 

都道府県、市町村及び都

市基盤整備公団 

1/2 等 

10 都市圏交通円滑化総合対策

事業(自動車交通の円滑化

による渋滞解消/警察庁と

共同) 

国土交通省 

道路局企画課道路経済調査室 

国又は地方公共団体 （地方公共団体が整備する場合） 

1/2 等 

11 リノベーション補助金 

（中小商業活性化施設整備費

補助金及び中小商業活性化総

合補助事業のうちハード事業）

中小企業庁商業課 市町村、商店街振興組合

等、共同出資会社、第３

セクター等 

①市町村が事業を行う場合：国 1/2、市町

村 1/3 

②ＴＭＯ計画に基づく事業を行う場合：

国 1/3、市町村 1/3、ＴＭＯ1/3 

③その他の計画に基づく事業を行う場

合：国 1/4、都道府県（または市町村）1/4、

組合等 1/2 

12 

 

日本政策投資銀行による出

融資 

経済産業省 

商務流通グループ中心市街地活

性化室 

民間事業者、第３セクタ

ー 

全体事業費の 50％ 

13 

 

中心市街地再活性化対策ソ

フト事業 

総務省 

自治行政局地域振興課 

地方公共団体  

※中心市街地活性化推進室ＨＰより協議会まとめ （Ｈ18.1 現在） http://chushinshigaichi-go.jp/ 
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 参考 1-1

 
大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：道路空間外で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

施策の目的・ねらい  

・貨物車の路上駐車が原因となってまちづくり上の問題が生じているような場所において、これら

の路上駐車の受け皿として路外に駐車スペースの確保を図るもの。 

・道路以外で荷捌き駐車スペースに転用できる場所があるところでは、貨物車専用や他の交通主体

と共用するなどして荷捌き駐車スペースを確保するもの。 

・なお、共用を図る場合は、時間帯による区分などを併せて行う方法がある。 

施策の体系（小分類）  

・路外にスペースを整備するため、路外に貨物車が駐車可能な用地を確保する必要がある。 

・一般的に荷捌き駐車は短時間で終了することから、路外の施設が利用されにくい状況となってい

るため、路上駐車が可能な場所があると施設の利用率が低くなることなどが考えられる。そのた

め、路上の駐車しにくくするような工夫（例えば取締りとの連携）や、地元の違法駐車に対する

意識の向上等が必要である。 

 

１．新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

・貨物車が荷捌きを行うための専用の駐車スペースを新たに整備するもの。 

・空き地等に新たに整備するものや、公共駐車場等の整備にあわせて駐車場内にスペースを確保す

るもの等がある。 

２．既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ転用 

・既に他の交通機関の駐車スペース等に利用されているスペースを、荷捌きを行う貨物車用の駐車

スペースとして転用するもの。 

・一時貸し駐車場や公共施設の駐車場、大規模店舗の荷捌き場の共同利用等がある。 

３．着施設側での荷捌き駐車スペースの確保 

・大規模建築物における駐車場附置義務や大店立地法による荷捌き場の附置など、着施設側におい

て荷捌き施設の確保を図るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

１．新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

２．既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースへ

転用 

道路空間外で荷捌き駐車 

スペースを確保する施策 

３．着施設側での荷捌き駐車スペースの確保 

施策事例 1



 参考 1-2

 
大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：道路空間外で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

小分類：新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

施策の概要  

・貨物車が荷捌きを行うための専用の駐車スペースを新たに整備するもの。 

・空き地等に新たに整備するものや、公共駐車場等の整備にあわせて駐車場内にスペースを確保す

るもの等がある。 

施策の体系  

・計画の段階から貨物車の荷捌き駐車を想定して、共同で貨物車の荷捌き場所を確保する。 

・小さなスペースを貨物車用の駐車スペースとして整備する方法や、公共駐車場を整備する際など

にその一部を貨物車用の駐車スペースとしていく方法等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共同荷捌きスペースの整備 

公共駐車場等の整備にあわせた 

荷捌きスペースの確保 

１．新たに貨物車用の駐車スペースを整備

施策事例 2
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施策事例：共同荷捌きスペースの整備 
事例の実施場所：高松市 本格実施 

施策の概要  

・当該地区は高松中心市街地に位置し、商業業務施設が集積し、さらに道路交通の要衝となっている。

特に荷捌き車両の路上駐停車等が一因となって、市街地における深刻な道路混雑を招いている。 

・路上駐車を解消するために、「ポケットローディング」の実験調査を実施し、のちに事業化された｡

「ポケットローディング」とは、道路外に荷物の積み卸しのための小スペースを設け、そのネット

ワーク化を図るシステムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 共同荷捌きスペースのイメージ     図表 共同荷捌きスペース利用中の貨物車 

出典：「都市内物流効率化へ向けて」（国土交通省、総合政策局貨物流通施設課、平成 13 年）

 

実施・運営主体 学識経験者、高松中央商店街振興組合連合会、高松商工会議所、四国地方

建設局、運輸省、四国運輸局、香川県、香川県警察本部、高松市、（社）香

川県トラック協会、運輸事業者 

検討のための留意点 空間面からの条件：貨物車に適した駐車マスの大きさ、入り口の大きさの確保

物流の特徴：横持ち搬送の限界距離の把握 

施策の実施ポイント  

施策事例 3
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施策事例：公共駐車場等の整備にあわせた荷捌きスペースの確保 
事例の実施場所：町田市 本格実施 

施策の概要  

・町田市では、大規模な公共駐車場の２階部分（入口階）に 11 台分の貨物車駐車スペースを設け、

共同荷捌き施設として活用している。 

・駐車場へは商店街の裏側からアクセスが可能となっており、貨物車動線と歩行者動線が重ならない

ように工夫されている。 

・当初、歩行者天国商店街への横持ちの共同配送の拠点としても期待されたが、現在は共同配送は行

われていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 共同荷捌きスペース（ぽっぽ町田） 

 

実施・運営主体 公社、町田市 

検討のための留意点 空間面からの条件：貨物車に適した駐車マスの大きさ、入り口の大きさの確保

物流の特徴：横持ち搬送の限界距離の把握 

施策の実施ポイント 公共駐車場の計画段階から荷捌き利用を想定して計画を実施 

施策事例 4
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：道路空間外で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

小分類：既存の駐車スペースを貨物車用の荷捌き駐車スペースへ転用 

施策の概要  

・既に他の交通機関の駐車スペース等に利用されているスペースを、荷捌きを行う貨物車用の駐車

スペースとして転用するもの。 

・一時貸し駐車場や公共施設の駐車場、大規模店舗の荷捌き場の共同利用等がある。 

施策の体系  

・既存の駐車スペースの転用や共同利用、既存の遊休地の暫定的な利用等によって、貨物車の荷捌

き駐車スペースを確保する。 

・既存駐車場（一時貸しや公共施設の駐車場、銀行等業務施設の駐車場、他の商業施設の荷捌き場）

を貨物車が利用できるように改造し転用を図る方法、空いている時間帯に限って貨物車の荷捌き

利用をできるようにする方法、道路予定地や未開発スペース、道路や鉄道の高架下、神社・寺院

等の空きスペースを暫定的に貨物車の荷捌き利用ができるようにする方法等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．既存の駐車スペースを貨物車用

の駐車スペースへ転用 

既存駐車場（一時貸し）の転用による 

荷捌きスペースの確保 

公共施設の駐車場の転用 

銀行等業務施設の駐車場の転用 

他の商業施設の荷捌き場の共同利用 

道路や鉄道の高架下の活用 

神社・寺院等の空きスペースの活用 

遊休地の暫定利用 

施策事例 5
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施策の種類：既存駐車場（一時貸し）の転用による荷捌きスペースの確保 

事例の実施場所：石神井公園駅周辺社会実験 本格実施(一部) 

施策の概要  

・コインパーキングの一部やまち中の僅かなスペースを貨物車用に転用し、荷捌き駐車スペースとし

て確保するもの。 

・石神井公園駅周辺の社会実験では、ポケットローディングシステムの荷捌き駐車スペースとして月

極駐車や時間貸し駐車場などの用地を活用し、６ヶ所を確保した。 

・実験ではパケット通信網によってネットワーク化を図り、配送ドライバーに対するリアルタイムな

利用状況の提供や、自動予約システム等の利用を実現した。 

・なお、物流車を路上から路外へ誘導することにより捻出した道路空間は、自転車走行レーンとして

運用を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図表 ポケット･ローディングの設置状況    図表 ポケットローディングの利用状況 

実施・運営主体 「自転車走行空間創出のための路上荷捌き路外実転換実験」協議会 

（学識経験者、地元商店会、地元町会、地元まちづくり団体、自動車販売
等の業界団体、東京都物流団体、運輸業者、国土交通省、警視庁、東京都、
練馬区） 

検討のための留意点 空間面からの条件：路外の駐車スペースの有無 

貨物車に適した駐車マスの大きさ 

入り口の大きさの確保 

交通の実態：乗用車の既存駐車場の利用状況の把握 

貨物車用駐車施設の需要量とピーク時間帯の把握 

実現化のポイント ・貨物車の駐車スペースを確保するため地権者との合意形成が不可欠であ

り、地権者の不利益にならないことを示すことが重要。 

・継続的な運用には地権者と利用者間のコスト意識や費用負担上の問題が

ある。 

施策事例 6
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施策事例：既存駐車場（一時貸し）の転用による荷捌きスペースの確保 

（コインパーキングを活用した荷捌きスペースの設置試行） 

事例の実施場所：神田神保町、東池袋、新橋、六本木地区等 本格実施 

施策の概要  

・スムーズ東京２１の中の取組みのひとつ 

 ・既存のコインパーキングにおいて、その一

部を荷捌きの貨物車も利用できるように、

駐車マスの拡大や入口（料金支払いゲー

ト）の拡大を行い実施。 

 ・都内で順次拡大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 共同荷捌きスペース 

実施・運営主体 東京都、警視庁、東京国道事務所 

検討のための留意点 空間面からの条件：コインパーキングの有無 

貨物車に適した駐車マスの大きさ 

入り口の大きさの確保 

交通の実態：乗用車の既存駐車場の利用状況の把握 

貨物車用駐車施設の需要量とピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント ・日頃接点が少ない運輸事業者と駐車場業者を取り持ち、利用可能な形態

等について合意形成を図る必要がある。 

・コインパーキング会社の約款の変更等や駐車マス、入口ゲートの改良に

より、貨物車が駐停車可能な駐車スペースを確保する。 

・貨物車の運転者からは、車道へバックでの入出庫が必要な場合は安全上

利用しにくいとの意向もある。 

施策事例 7
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施策事例：既存駐車場（一時貸し）の転用による荷捌きスペースの確保 

事例の実施場所：パーク 24 とヤマト運輸（東京地区） 本格実施 

施策の概要  

・ヤマト運輸は東京地区において、東京都での駐車対策プロジェクト「スムーズ東京２１拡大作戦」

にあわせて、コインパーキングのパーク 24 の施設を荷捌きに試行的に活用している。 

・パーク 24は全国に約 5,000 ヶ所 72,000 台の時間貸し駐車場を展開しており、全国への普及が期待

される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：     パーク 24 

ホームページより 

             図表 パーク 24 を利用する貨物車 

実施・運営主体 パーク 24 

検討のための留意点 －－ 

施策の実施ポイント 

 

・日頃接点が少ない運輸事業者と駐車場業者を取り持ち、利用可能な形態等

について合意形成を図る必要がある。 

・コインパーキング会社の約款の変更等や駐車マス、入口ゲートの改良によ

り、貨物車が駐停車可能な駐車スペースを確保する。 

・貨物車の運転者からは、車道へバックでの入出庫が必要な場合、安全上利

用しにくいとの意向もある。 

施策事例 8
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施策事例：他の商業施設の荷捌き場の共同利用 

事例の実施場所：吉祥寺駅北口社会実験（吉祥寺パルコ） 社会実験 

施策の概要  

・ 独自に荷捌き施設を有する大規模小売店等の荷捌き場を、その店舗以外への納品にも利用でき

るようにするもの。 

・ 店舗への納品混雑時間は店舗の専用の荷捌き場として利用し、それ以外の時間帯は他の店舗へ

の荷捌きにも使えるように共同利用するもの（当該施設は、社会実験時に荷捌きスペースを拡

張した上で共同利用していたが、現在では共同利用していない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 大規模小売店の荷捌き施設を利用している貨物車 

実施・運営主体 中心市街地の物流の効率化とトラックベイの設置に関する調査検討委員会

（国土交通省、警視庁、武蔵野市、業界団体、商店街） 

検討のための留意点 交通の実態：貨物車用駐車施設の需要量とピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント ・不特定多数の貨物車が利用することから、防犯面等において店舗側の理

解と協力（合意形成）が必要である。 

 

施策事例 9
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施策事例：道路や鉄道の高架下の活用 

事例の実施場所：台東区上野社会実験（昭和通り上野地区周辺） 本格実施 

施策の概要  

・道路や鉄道などの高架下の遊休空間を活用して荷捌き場所を確保するもの。 

・台東区の昭和通りでは、首都高速道路の高架下を利用した社会実験を実施した。 

・荷捌きの積み下ろしのための荷捌き停車区間を設置し、荷捌き車両による交通円滑性の阻害解消

を図った。 

・路上駐車削減のため、周辺駐車場への案内、渋滞対策支援要員*の配置等を行った。 

 （*渋滞対策支援要員…路上駐車しようとするドライバーに呼びかけ、周辺駐車場等への移動を行うための要員）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 社会実験時の状況 

 

 

図表 高架下駐車場の状況 

実施・運営主体 昭和通り（秋葉原・上野地区）違法駐車対策協議会（地元町会・商店会代
表、警視庁、東京都、台東区、千代田区、国土交通省） 

検討のための留意点 空間面からの条件：高架下の空間の有無 

貨物車に適した駐車マスの大きさ、入り口の大きさ、

高さなどの確保 

施策の実施ポイント ・高架下駐車場の構造上、駐車場出口において直進車両との錯綜が発生し、

交通安全上の問題があったが、出口に交通指導員を配置することにより、

安全性が向上された。 

・安全性の確保策について検討し、交通管理者（警察）と協議すること。

施策事例 10
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：道路空間外で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

小分類：着施設側での荷捌き駐車スペースの確保 

施策の概要  

・大規模建築物における駐車場附置義務や大店立地法による荷捌き場の附置など、着施設側におい

て荷捌き施設の確保を図るもの。 

施策の体系  

・ 本来の物流の集中源である着施設側の責任において、貨物車の荷捌き駐車スペースを確保する。

・ 駐車場条例による荷捌き駐車施設を整備する方法や、大規模小売店舗立地法により荷捌きスペ

ースを確保する方法がある。 

・ また、駐車場条例の地域ルール等によって、隔地に集約して駐車場（荷捌きスペース）を確保

すること等により、着施設側で整備するスペースを共同化する方法等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場条例による荷捌き駐車施設の附置義務基準値 
の制定・普及 

大規模小売店舗立地法による荷捌きスペースの確保･普及 

附置義務駐車場の隔地・集約整備等のルール化・普及 

再開発ビル等における附置義務荷捌き場の整備・促進 

３．着施設側での荷捌き

駐車スペースの確保 
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施策事例：駐車場条例による荷捌き駐車施設の附置義務基準値の制定・普及 

事例の実施場所：東京都駐車場条例 他 本格実施 

施策の概要  

・ある程度の規模の物流が発生する建物においては、施設内に荷物の輸送を行う貨物車のための荷

捌き施設を確保することが望ましい。 

・駐車場法では、ある一定規模以上の建物に対して、その建物に集中する自動車を収容するための駐

車場の整備（附置義務駐車場）が義務付けられており、その一部に荷捌き附置基準として荷捌き用

の貨物車のスペースを確保するよう基準値が示されている。 

・しかし、各自治体において駐車場条例を制定する際に、荷捌き附置基準により荷捌き用スペースを

整備するようになっているところは少ない。 

 

◆東京都における荷捌き駐車場附置義務の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「都市内物流の効率化に向けて－都市内物流対策事例とその適用」

（関東地方総合物流施策推進会議、H16.3）

実施・運営主体 東京都 

検討のための留意点 － － 

施策の実施ポイント 

 

・荷捌き駐車施設の附置義務は大規模な建築物に対する制度であるため、

地下駐車場等の一部に設置されることが多い。貨物車については車両サ

イズが乗用車に比べて大きいことから、これらの車両が利用できるよう

に通路の間口や車両の大きさへの配慮も必要となる。 

・各自治体における条例の制定が必要となる。 

（い）に掲げる地区において、特定用途に供する部分の床面積が（は）を超
える建築物を新築しようとする者は、 (に )欄に掲げる建築物の部分の床面積
をそれぞれ (ほ )欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値以上の
台数の荷捌き駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければ
ならない。ただし、合計して得た数値が 10 を超える場合は 10 とすることがで
き、延べ面積が 6,000 ㎡に満たない場合は、当該合計して得た数値に同表の(へ)
欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値とする。 
なお、条文は簡略化してある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
備考  この表において、 (ろ )欄に規定する部分及び (に )欄に掲げる部分は、自動車及び

自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては、屋外観覧席
の部分を含むものとする。  

（い） （ろ） （は） （に） （ほ） （へ） 

駐車場整
備地区等 

特定用途に
供する部分
の床面積 

2,000
㎡ 

百貨店にその他の店舗の
用途に供する部分 
事務所の用途に供する部
分 
倉庫の用途に供する部分 
特定用途（百貨店その他
の店舗、事務所及び倉庫
を除く。）に供する部分 

2,500 ㎡ 

5,500 ㎡ 

2,000 ㎡ 
3,500 ㎡ 
 

 
1－ 6,000 ㎡－（延べ面積）

2×（延べ面積） 

周辺地区
または自
動車ふく
そう地区 

特定用途に
供する部分
の床面積 

3,000
㎡ 

 

特定用途に供する部分 7,000 ㎡

 
 
1－ 

 

6,000 ㎡－（延べ面積）

（延べ面積） 
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施策事例：附置義務駐車場の隔地・集約整備等のルール化・普及 

事例の実施場所：銀座地区 本格実施 

施策の概要  

・中小ビルにおける駐車場整備の負担を軽減、あわせて附置義務台数分の駐車場確保を狙う施策。

・建物に義務づけられている駐車場について、隔地に集約して整備できるように工夫された制度。

・中小ビルは協力金を拠出し、大型ビルの建て替え時等に、大型ビル内に附置義務駐車場台数の駐

車場整備を行う。大型ビルは協力金の中から附置義務駐車場整備の補助を受ける。 

・整備台数は東京都の駐車場条例に基づき定められており、その中に荷捌き用駐車施設も含まれて

いる（敷地面積 500 ㎡以上の建築物は附置義務台数×1.2 台分の駐車施設を確保する。（集約駐車

場）500 ㎡未満の中小ビルは、敷地内または集約駐車場内に駐車施設を確保する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「JPO ニュース No.41」 

（（財）駐車場整備推進機構、2004） 

 

図表 集約駐車場の基本イメージ 

 

実施・運営主体 中央区、東京都 

検討のための留意点 

 

－ － 

施策の実施ポイント ・東京都駐車場条例の地域ルールとして制度化。 

・地元の商店会や自治会等交通管理者を交えた会合を設置のうち実施。 

集約建築物

参加建築物

共
同
荷
捌
き
施
設

集約駐車場

施策事例 13



 参考 1-14

 
 
施策事例：再開発ビル等における附置義務荷捌き場の整備・促進 

事例の実施場所：丸ビル 本格実施 

施策の概要  

・丸ビルは平成 11 年より建て替えに着工し、平成 14 年にグランドオープンを迎えた。 

・建替えに当たって建物地下部に荷捌き場を整備した。 

 ・荷捌き場は単に貨物車が駐車可能なスペースではなく、スムーズに荷物の積み卸しができるよう

な空間も確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 丸ビルの地下の貨物車の荷捌きスペース 

 

実施・運営主体 丸ビル 

検討のための留意点 

 

物流の特徴：到着台数の多い車種の把握 

空間面からの条件：貨物車の適した駐車マスの大きさ 

通路の広さ、はり下の高さの確保 

交通の実態：貨物車用駐車施設の需要量 

施策の実施ポイント 

 

・旧丸ビル等へアクセスする主要な運輸事業者の納入車両のサイズ等を考

慮し、利用可能な駐車スペースや通路を確保 
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：路上空間上で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

施策の目的・ねらい  

・ 貨物車の路上駐車が原因となってまちづくり上の問題を生じているような場所において、これ

らの路上駐車の受け皿として問題が少ない場所や時間に荷捌き貨物車のスペースの確保を図る

もの。 

・ 既に道路上にあるタクシーやバス、乗用車等の他の交通の駐車スペースを共同利用や転用によ

り、貨物車用の駐車スペースとして確保するもの。 

・ なお、共用を図る場合は、時間帯による区分などを併せて行う方法がある。 

施策の体系（小分類）  

１．車線数や車線幅等の変更により新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

・車道等の道路構造が道路の通過交通に比べ余裕がある場合は、車線数の変更や車線幅等を変更す

ることによって、道路上に貨物車用の駐車スペースの確保を図るもの。 

 

２．既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースに転用・共用利用 

・タクシーやバスのベイ、乗用車用のパーキングメーターやパーキングチケットを活用して、貨物

車が利用できるようにして確保を図るもの。 

 

３．荷捌き貨物車の駐車禁止の解除 

・自動車の通行と歩行者の通行が共に少ないような裏通りにおいて、荷捌き車両や貨物車の駐車禁

止を解除するもの。解除する時間帯に制限を加えるなど、時間的な分離を図る工夫もある。 

 

４．貨物車の駐車のタイムシェアリング 

・貨物車と他の交通が混在することで問題が生じているような場所で、それぞれの分離を図るため

に交通規制の運用を時間帯ごとに変更するなどして駐車需要を誘導するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．車線数や車線幅等の変更により新たに貨物車用の

駐車スペースを整備 

２．既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースに

転用・共用利用 

３．荷捌き貨物車の駐車禁止の解除 

４．貨物車の駐車のタイムシェアリング 

路上空間上で荷捌き駐車 

スペースを確保する施策 
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：路上空間上で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

小分類：車線数や車線幅等の変更により新たに貨物車用の駐車スペースを整備 

施策の概要  

・ 道路上に荷捌きのためのスペースを新たに整備する施策。 

・ 車道等の道路構造が道路の通過交通に比べ余裕がある場合は、車線数の変更や車線幅等を変更

することによって、道路上に貨物車用の駐車スペースの確保を図るもの。 

施策の体系  

・一般的には貨物車専用パーキングメータの設置等と併用となるが、交通量の少ない道路では車線数

の減少や中央線（車線）変更によって、そのスペースを確保することができる。 

・地区全体の交通規制の変更等に合わせて、一方通行化した道路に確保する方法などもある。 

・まちづくりの方向性に合わせて、歩道や車道の交通量を勘案して歩道に切り込みを入れるトラック

ベイ等もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車線数や中央線（車線）変更による創出 

一方通行化による創出 

歩道の減少による創出（トラックベイの設置） 

１．車線数や車線幅等の変更に

より新たに貨物車用の駐車

スペースを整備 
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施策事例：車線数や中央線（車線）変更による創出 

事例の実施場所：スムーズ東京２１「渋谷地区社会実験」 本格実施 

施策の概要  

・東京都と警視庁では、都内の渋滞を解消するため違法駐車対策「スムーズ東京２１」に取り組んで

いる。「スムーズ東京２１」は、違法駐車をさせない有効な対策を総合的に実施し、相乗効果を狙う

ものである。その一環として平成 12 年に渋谷地区において実証実験を行った。 

・荷捌き車両の受け皿対策として、荷捌きのための停車区画及び荷捌きのためのパーキングメータを

整備した。 

・利用時間のルールを定め、路上に設けられたスペース（69 台分）では 15 分以内、周辺の駐車場など

を利用した専用スペースでは 30 分以内を目標とした。 

 

□渋谷社会実験の事例 

中央車線の変更によって、道路の片側に幅２ｍの荷捌き駐停車スペースを確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 渋谷社会実験における路上荷捌きスペースの確保方法 

実施・運営主体 渋谷地区交通需要マネジメント社会実験推進協議会（東京都、警視庁、国

土交通省、渋谷区） 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認（側方を通過できる余裕が必要） 

交通の実態：乗用車の交通量の把握 

施策の実施ポイント ・物流対策は輸送する者、荷を受ける者の協力がなければ実施できない。

まちづくりとして、事業所、地元、交通管理者との協力が不可欠となる。

 

路
上
荷
捌
き

路
上
荷
捌
き

すれちがい待ち

荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス

4.5ｍ 4.5ｍ 3.5ｍ 3.5ｍ 2.0ｍ

路
上
荷
捌
き

6.0ｍ

路
上
荷
捌
き

荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス

6.0ｍ

セ
ー
フ
テ
ィ
コ
ー
ン

【実験前】

【実験前】 【実験中】

【実験中】
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施策事例：車線数や中央線（車線）変更による創出 

事例の実施場所：柏駅東口地区 社会実験 

施策の概要  

・より良い交通環境の実現のため、地区交通を改善する総合的な交通対策を検討した。 

・荷捌き対策は、駅前通りにおいて歩道幅員の拡幅（車道幅員の減少）により路上駐車場所がなくな

ることへの対応として実施された。 

・無秩序な路上駐車の防止およびアイドリングストップによる環境改善を狙いとしている。 
・社会実験では、路上での荷捌きスペースの確保方策と路外での荷捌きスペースの確保方策を実施し

た。 
・スカイプラザ裏に共同で使用できる路上荷捌きスペースを設置するとともに、荷捌き以外の車両が

利用しないように誘導員を配置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策導入前＞ 

 

 

 

＜施策導入後＞ 

図表 柏駅東口地区の路上荷捌き駐車施設の例 

実施場所 柏駅東口地区 

実施・運営主体 柏市 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認（側方を通過できる余裕が必要） 

交通の実態：乗用車の交通量の把握 

物流の特徴：貨物車台数と駐車時間の把握 

施策の実施ポイント ・キーマンとなる主体を交え、立場の違いを理解し合うための場を設ける

ことが重要である。 

・施策の運用に関わる費用負担も含め、だれが継続的に管理していくのか、

地元の組織づくりや意識改革が重要である。 

施策事例 18



 参考 1-19

 
施策事例：歩道の減少による創出（トラックベイの設置） 

事例の実施場所：台東区上野社会実験（昭和通り 上野地区周辺） 社会実験 

施策の概要  

・昭和通り（一般国道４号：岩本町～上野駅前）は路上駐車が多く、慢性的な渋滞が発生している。

この地区の安全かつ円滑な交通を確保するために、路上駐車を減らす対策として社会実験を行った。

・路上での荷捌き車両を対象とした停車区画を、既存の植樹帯の一部を切り込む事により確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 実験中のトラックベイ 

実施・運営主体 昭和通り（秋葉原・上野地区）違法駐車対策協議会（地元町会・商店会代

表、警視庁、東京都、台東区、千代田区、国土交通省） 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認（側方を通過できる余裕が必要） 

交通の実態：乗用車の交通量、歩行者通行量の把握 

施策の実施ポイント  
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施策事例：歩道の減少による創出（トラックベイの設置） 

事例の実施場所：横浜元町地区 本格実施 

施策の概要  

・横浜元町地区では共同集配の実施にあたり、商店会、地元住民、行政、警察の合意の元、歩道の植

樹帯の一部を共同集配車両専用の荷捌き駐車場所として確保した。 

・また、共同配送用車両の専用施設として常に利用できる形態としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 共同配送車両用の駐車スペース 

実施・運営主体 協同組合 元町 SS 会、有限会社藤木興業 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認 

交通の実態：乗用車の交通量の把握 

物流の特徴：地区に出入りする貨物の種類（品目）と量の確認 

施策の実施ポイント ・事業の推進者となる組織がしっかりしていること。 

・事業推進にあたり、リーダーシップをとれる責任者がいること。 

・地区計画等を実施しており、植樹帯を荷捌き駐車スペースに変更するた

めの合意形成の場が比較的容易に確保できた。 
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：路上空間上で荷捌き駐車スペースを確保する施策 

小分類：既存の駐車スペースを貨物車用の駐車スペースに転用・共同利用 

施策の概要  

・タクシーやバスのベイ、乗用車用のパーキングメータやパーキングチケットを活用して、貨物車

が利用できるようにして確保を図るもの。 

施策の体系  

・ 既に道路上にある駐車スペースを活用して貨物車（荷捌き）用の駐車スペースを確保するもの。

・ タクシーベイやバスベイを、それぞれのピーク時間との調整により時間帯区分等でスペースを

共同利用する方法や、切り込み部分を延長することによって荷捌きへの転用を図る方法がある。

・ また、乗用車用のパーキングメータ等の駐車マスを拡大して貨物車用に転用を図る方法等もあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

タクシーベイの共同利用（時間区分） 

バスベイの共同利用（時間区分・ベイの延長） 

既存パーキングメータの転用 

２．既存の駐車スペースを貨物車

用の駐車スペースに転用・共

同利用 

施策事例 21



 参考 1-22

 
施策事例：タクシーベイの共同利用（時間区分） 

    （貨物車専用ベイの設置による物流効率化） 

事例の実施場所： 長崎市中央橋地区 本格実施 

施策の概要  

・当該地区には、県庁や県警本部などの官庁や商業施設が集積し、行政や商業の要衝となっている。

そのため、貨物集配作業や人の乗降が多く、幹線道路における交通渋滞が日常化している。 

・市道出来大工町江戸町線は片側 2 車線であるが、1 車線は貨物集配車やタクシーが常時駐車してい

るため周辺の交通渋滞に拍車をかけている。その対策として貨物車・タクシー専用のベイを設置し

た。 

・本件は、交通混雑緩和策としてタクシー・貨物車の駐車ベイを設置したものであり、結果として貨

物車の駐車スペースが確保されたことによる物流の効率化が促進された。 

・基本的には、都市内物流の効率化を目的として実施されたものではないことから、駐車ベイの利用

状況は、タクシーがそのほとんどを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 地区の位置図                図表 専用ベイを利用している集配車 

出典：「財団法人 運輸政策研究機構 HP」 

実施・運営主体 長崎県、長崎市、長崎県警察 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認 

交通の実態：乗用車の交通量の多い場所とピーク時間帯の把握、貨物車の

ピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント ・貨物車やタクシーの秩序ある駐車の推進 

・駐車ベイ設置による効果の具体的な調査の実施 

・他地区への適用の検討 
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施策事例：バスベイの共同利用（時間区分・ベイの延長） 

事例の実施場所：広島市中心街 本格実施 

施策の概要  

・広島市中心部では違法駐車が慢性化しており、中でも貨物自動車やタクシーは他交通に与える影響

が大きいことから、交通管理者（警察）中心となり、中心部で特に利用度の高い場所４ヶ所で物流・

タクシー対策を実施した。 

・幹線道路上においてバスベイ等の一部を時間帯を分けて、荷捌き車両や客待ちタクシーのスペース

として解放。既存の道路空間を有効活用することにより、交通の円滑化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 広島市における荷捌き施設 

実施・運営主体 広島市、広島県警察、広島県トラック協会、広島県バス協会等、広島県タ

クシー協会、広島市都心部交通対策実行委員会、広島市中央商店街振興組

合連合会 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認 

交通の実態：バスのタイムスケジュールの把握、乗用車のピーク時間帯の

把握、貨物車のピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント ・各関係団体に対し、個別に説明して了解を得た。上記、実施・運営主体

のうちトラック協会、振興組合連合会からは積極的に賛同を得られた。
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施策事例：既存パーキングメータの転用 

事例の実施場所：都内各所（渋谷（写真）） 本格実施 

施策の概要  

・ 既存パーキングメータを転用し、駐車枠を拡大

することによって貨物車の駐車を可能としたも

の。 

・ 貨物車のパーキングメータでは、連続駐車の利

用可能な時間を若干長めに設定している場合も

ある（40 分など）。 

・ 運用の仕方によっては、駐車枠の若干の変更に

よって貨物車と乗用車との共用も可能となる。 

 

 

 

 

 

図表 駐車枠を拡大し貨物車用に変更したパ
ーキングメータ 

 

実施・運営主体 交通管理者（警察） 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確保 

交通の実態：乗用車の交通量の多い場所と既存パーキングメータの利用状

況の把握，貨物車用駐車施設の需要量とピーク時間帯の把握

施策の実施ポイント  
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小分類：荷捌き貨物車の駐車禁止の解除 

施策の目的・ねらい  

・ 貨物車の荷捌き駐車を適切な位置に誘導していくためには、路上の不適切な位置での荷捌き駐

車を抑制していくことも重要である。また、路上駐車の台数抑制が難しい場合でも、1台あたり

の路上駐車時間の短縮化を図ることも重要である。 

・ 荷捌き駐車需要の多い場所については、路外駐車場等の整備を推進するとともに、新たな整備

が困難な場所においては、地域の実情に応じて規制を解除するなど、交通管理者（警察）と連

携した総合的な対策を図ることにより、適切な駐車誘導を行う必要がある。 

・ 共同荷受け施設の整備により、横持ち活動を分離して貨物車の路上駐車時間の短縮化等を図る

方法がある。 

施策事例：荷捌き貨物車の駐車禁止の解除 

事例の実施場所：金沢市片町地区 本格実施 

施策の概要  

・金沢市の中心部を対象としたＴＤＭ施策

の一環として実施。 

・違法駐車防止条例の制定に併せた駐車受

け皿づくりの一環として、交通量の多い

幹線道路での駐車禁止の徹底、路外荷捌

き施設やトラックベイの整備にあわせ、

通過交通に影響の少ない裏通りでは荷

捌きを行うトラックについて駐車禁止

を一部解除した。 

・金沢市違法駐車防止条例の制定 

・荷捌き駐車場の整備 

・裏通り駐車禁止の一部解除（午前 10 時

～12 時、午後 2時～4時の間は貨物車の

駐車可） 

・配達用駐車場に市が 1/3 の補助制度 

・荷捌きスペース確保の要請（附置業務条 

例とは別に県警が要請）            図表 金沢市における荷捌き貨物車の 

路上駐車禁止の一部解除区間 

出典：「東京都市圏交通計画協議会第７回シンポジウム 資料」 （2004）

実施・運営主体 金沢市、石川県警察 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認 

交通の実態：乗用車の交通量の多い場所の把握、貨物車のピーク時間帯の

把握 

施策の実施ポイント ・駐車禁止を解除するだけではなく、路外荷捌きスペースの確保など総合

的な取り組みとして実施。 

・道路幅が狭い場合でも、交通量等を勘案して、地区の交通に影響が少な

い場所と時間を設定。 
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小分類：貨物車の駐車のタイムシェアリング 

施策の目的・ねらい  

・ 貨物車と他の交通が混在することで問題が生じているような場所で、路外や路上において貨物

車の荷捌き駐車スペースを新たに創出できない場合に、交通規制の運用を時間帯ごとに変更す

るなどして駐車需要を誘導するもの。 

施策事例：貨物車の駐車のタイムシェアリング 

事例の実施場所：日本橋横山町 本格実施 

施策の概要  

・当地区の問屋街では、道路構造が狭いところへ多くのトラッ

クが集中し、路上荷捌きが発生して混雑が悪化していた。し

かし、路上荷捌きの受け皿として、路外に荷捌きスペースを

確保することが困難であった。そこで、トラックと乗用車の

集中時間を分離し、駐車需要を平準化するため、タイムシェ

アリングを実施した。 

・路上荷捌きの影響が道路混雑の一因とならないよう、通過車

両や他の駐車車両、あるいは歩行者や自転車との空間シェア

のバランスを考慮する必要がある。 

 
資料：地区交通計画における物流マネジメントに関する研究 

（日本交通政策研究会 2000 年、主査：高田） 

図表 時間帯区分 

7：00～10：00
【貨物集配車の駐車】

10：00～16：30
【一般乗用車等の駐車】

16：30～19：30
【貨物集配車の駐車】

貨物集配車は駐車禁止を解除 貨物集配車は外周の貨物用パー
キングメーター利用による駐車

貨物集配車は駐車禁止を解除

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策導入前＞                        ＜施策導入＞ 

図表 タイムシェアリング実施区間の状況 

資料：「都市内物流効率化に向けて」（国土交通省）

実施・運営主体 警視庁、地元問屋、東京路線トラック協議会 

検討のための留意点 空間面からの条件：道路構造の確認 

交通の実態：乗用車の交通量の把握、貨物車のピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント ・地元店舗への環境改善効果などによる客観的評価の繰り返し提示 

・自主管理体制を担保するための地元還元システムの確立 

・地元コミュニティーとのパートナーシップの強化 
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：建築基準の見直し 

小分類：貨物車の大きさに合わせた入口の高さ、幅、車室の大きさへの配慮・確保 

施策事例：貨物車の大きさに合わせた入口の高さ、幅、車室の大きさへの配慮・確保 

事例の実施場所：‐‐ ‐‐ 

施策の概要  

・ 貨物車用のスペースを確保した場合でも、貨物車の大きさや荷捌き作業への配慮がないと利用

されないものとなる。 

・ 貨物車は一般の乗用車より車両サイズが大きいため、一般の駐車マスには駐車できない場合が

ある。また、都市部の建物では駐車場が地下などに整備されていることが多いが、地下駐車場

に進入できない場合もある。今後は貨物車も利用可能な建築基準の見直し等が望まれる。 

・ 特に地下駐車等の場合については、建物等にアクセスする貨物車の車両サイズを考慮した設計

が必要。また、車庫も荷物の積み下ろしスペースのため、１～２ｍ幅の余裕が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高さ制限 2.1m】（丸の内の某ビル）                 【高さ制限 3.0m】（丸ビル） 

図表 ビルによる駐車場入口の高さの違いの一例 

 

実施・運営主体 ‐‐ 

検討のための留意点 物流の特徴：到着台数の多い貨物車の車種の把握 

施策の実施ポイント  
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大分類：貨物車の路上駐車に対する施策 

中分類：貨物車の路上駐車台数や駐車時間を抑制する施策  

施策の目的・ねらい  

・貨物車の路上駐車が原因となってまちづくり上の問題を生じているような場所において、これらの

路上駐車の受け皿として路外に駐車スペースの確保を図るもの。 

・貨物車の路上駐車を適切な場所へ誘導し、効果的に利用するため、混在が生じる場所では路上駐車

を規制する取り組みが必要である。 

施策の体系（小分類）  

１．路上駐車取締り・広報啓発の強化 

・交通管理者（警察）による違法駐車の取締りのほか、物流業者、事業所等への広報啓発を図り、

違法駐車をしないまちづくりを推進する。 

２．荷受けの共同化 

・１台の貨物車の駐車時間を削減するため、横持ちをなくす。貨物車の共同荷受け場で荷物の積み

下ろしのみを実施することとなり、駐車時間の大幅な短縮が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．荷受けの共同化 

貨物車の路上駐車台数や 

駐車時間を抑制する施策 １．路上駐車取締りの強化・徹底 
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小分類：荷受けの共同化 

施策事例：大規模開発ビルの新設にあわせた共同荷受け施設の整備 

事例の実施場所：大規模再開発ビル（丸の内：丸ビル） 本格実施 

施策の概要  

・新丸ビルでは、数少ない荷捌き貨物車用の駐車スペースの効率的な利用のため、１台あたりの駐車

時間を短縮するため共同荷受け施設を整備し、館内配送について共同化を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 丸ビル内の荷受けスペース 

実施・運営主体 民間ビル 

検討のための留意点 物流の特徴：出入り物資の品目や種類、荷姿の把握 

空間面からの条件：荷受けスペースに利用できる空間の有無 

交通の実態：貨物車用駐車施設の需要量の把握 

施策の実施ポイント ・運輸事業者、ビル所有者（管理者）、荷主（テナント事業者）を巻き込み

合意形成の場を持って、検討を実施 
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施策事例：空き店舗の活用による共同荷受け施設の確保 

事例の実施場所：宅配事業者のデポ（ヤマト運輸のサテライト

デポ） 

本格実施 

施策の概要  

・空き店舗の活用による荷受けスペースの確保。 

・大手の宅配事業者では空き店舗を活用して荷受け施設を確保している。車両は荷受け施設で周辺地

域の貨物を積み下ろしし、人力による配送・集荷を行っている。 

・個別配送先の近辺に貨物車用の駐車スペースが確保できないことから、地区内に１ヶ所のストック

ポイントとして整備し、活用されている。ここから各配送先には台車等を用いて集配送される。 

・駐車スペースが個別に確保されていない場合が多く、これらの施設の周辺では路上荷捌き駐車が発

生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 空き店舗を利用した運輸事業者の荷受け施設 

実施・運営主体 運輸事業者 

検討のための留意点 空間面からの条件：貨物の集約施設の確保 

交通の実態：人と自転車の動線の把握 

施策の実施ポイント  

 
 
 
 
 
 

施策事例 30



 参考 1-31

 
大分類：横持ち搬送に対する施策 

中分類：横持ち搬送の動線の確保  

施策の目的・ねらい  

・ 貨物車の駐車場所から目的施設までの横持ち搬送が原因となって、まちづくり上の問題が生じ

ているような場所において横持ち搬送動線と他の交通（歩行者等）の動線の分離を図るもの。 

・ 歩行者の動線と横持ち搬送の動線を分離するため、横持ち用通行路を確保するもの。 

・ 横持ち搬送に利用できる時間帯を制限する方法等もある。 

施策の体系（小分類）  

１．横持ち搬送専用の通路、貨物用エレベーター等の新設 

・横持ち搬送と歩行者等の動線を完全に分離するために専用通路を確保するもの。 

・大規模開発ビル等では、荷物用のエレベーターや搬入口等を設置し、分離を図っている。 

 

２．既存施設を活用した横持ち搬送優先通路の確保 

・自転車用の通路や背割り道路等に横持ち搬送を誘導して、歩行者との動線の分離を図るもの。 

 

３．段差の解消等の物流バリアフリーの推進 

・段差等を解消して横持ち搬送の効率化を図り、歩行者との混在区間における滞在時間の短縮化を

図るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

横持ち搬送の動線の確保 １．横持ち搬送専用の通路、貨物用エレベーター等の

新設 

３．段差の解消等の物流バリアフリーの推進 

２．既存施設を活用した横持ち搬送優先通路の確保 
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小分類：横持ち搬送専用の通路、貨物用エレベーター等の新設 

施策事例：横持ち搬送専用の通路の新設 

事例の実施場所：ダラス（サンクスギビングスクェアトラック

ターミナル） 

海外事例 

施策の概要  

・ 大規模なビル等では、隣接する駐車場間に荷捌き用の通路を設置するだけでも横持ち搬送の効

率化・円滑化が期待される。 

・ ダラスでは公園地下にトラックターミナルを整備し、隣接する 6 つのビル（延床面積約 50ha）

に対する荷捌きを実施。 

・ 横持ち搬送が地下で行われるため、歩行者との錯綜が発生しにくい。 

・ 路上の混雑や歩行環境の改善効果があげられ、運営主体であるダラス市はもちろん、ビル管理

者、トラック運転手からも支持を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 地下荷捌き場 

出典：「物流効率化事例集」（国土交通省・国総研、H13.3）

 

実施・運営主体 ダラス市 

検討のための留意点 物流の特徴：荷姿の種類と到着台数の多い車種の把握 

空間面からの条件：通路の幅の確保と貨物車用駐車スペースの確保 

施策の実施ポイント  
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小分類：段差の解消等の物流バリアフリーの推進 

施策の種類：段差の解消等の物流バリアフリーの推進 

事例の実施場所：町田市 本格実施 

施策の概要  

・ 段差の解消や荷捌き専用通路の確保。 

・ 路外の荷捌き施設等では、スロープ等の設置だけでも利便性が向上する。 

・ 町田では共同荷捌き施設である「ぽっぽ町田」の脇に自転車等と共用によるスロープを設置し、

荷物の横持ちの搬送路として活用できるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 自転車及び荷捌き用のスロープ 

 

実施・運営主体 公社、町田市 

検討のための留意点 空間面からの条件：通路の幅の確保 

施策の実施ポイント ・共同駐車場（荷捌き駐車スペース）や自転車駐輪場と一体的な整備によ

って、駐車場の利用者、自転車利用者、横持ち搬送、それぞれで使いや

すい通路の確保が可能となった。 
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大分類：横持ち搬送に対する施策 

中分類：横持ち搬送の共同化  

施策の目的・ねらい  

・ 横持ち搬送が原因となって、まちづくり上の問題が生じているような場所において、横持ち搬

送の発生回数を抑制して混在を回避するもの。 

・ 共同荷受け場等を起点に横持ち搬送の共同化等を行い、歩行者空間内に横持ち搬送が混入する

回数を削減する。 

施策の体系（小分類）  

・荷物をまとめる必要があるため、ブッファ機能を持つ小スペースの施設等（共同荷受け場のよう

なスペース）が必要となる場合がある。 

 

１．横持ち搬送の共同化 

・共同荷受け等と連動し、共同荷受け施設から各目的施設までの横持ち搬送をまとめて共同で搬送

するもの。 

２．館内配送の共同化 

・横持ち搬送の共同化のうち、高層ビル等の縦持ち搬送部分をまとめて共同して搬送するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

横持ち搬送の共同化 １．横持ち搬送の共同化 

２．館内配送の共同化 
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小分類：横持ち搬送の共同化 

施策の種類：横持ち搬送の共同化 

事例の実施場所：町田市 社会実験 

施策の概要  

・町田市では共同荷捌き場の整備にあわせ、荷捌き者の利便性の確保および商店街内の歩行者の安全

性・回遊性を確保する目的で、商店街内の配送実験を行った。 

・実験では、電動台車や電動カート等を用い、商店街内の環境についても考慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 商店街内共同配送のイメージ 

資料：「町田市中心市街地活性化に向けた共同荷捌きシステムの検討   

中間報告書（その２）」（地域振興整備公団、2001.3） 

実施・運営主体 町田市、町田市まちづくり公社 

検討のための留意点 物流の特徴：荷物の品目や荷姿、輸送条件の把握 

空間面からの条件：貨物の集約施設の有無 

交通の実態：人と自転車の動線（歩行者通行量等）の把握 

施策の実施ポイント  

 
 

＜電動カートのイメージ＞ 

仕分け

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

問屋・配送
センター
（直送）

電動カート
または

電気自動車

集荷 集荷

納品 納品

共同荷捌き事業範囲 荷捌き場（駐車場２階）

納品 納品

納品

屋外荷捌きスペース

車両通行制限時間外
20：00~10：00（案）

運送会社A

運送会社B

運送会社C

運送会社D

手押し台車

仕分け

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

問屋・配送
センター
（直送）

電動カート
または

電気自動車

集荷 集荷

納品 納品

共同荷捌き事業範囲 荷捌き場（駐車場２階）

納品 納品

納品

屋外荷捌きスペース

車両通行制限時間外
20：00~10：00（案）

運送会社A

運送会社B

運送会社C

運送会社D

手押し台車

＜共同荷捌きシステムの概要＞
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大分類：貨物車の需要に対する施策 

中分類：共同集配 

施策の目的・ねらい  

・貨物車交通の需要によって、まちづくり上の問題が生じている場合に貨物車交通の需要をコントロ

ールして、混在等の問題発生を回避するもの。 

・荷物を少し離れた集約ポイントからまとめて輸配送することによって、同じ貨物量を少ない貨物車

台数によって輸送するもの。 

施策の体系（小分類）  

・共同集配には、サービスを提供する地区（共同配送の対象エリア）の特性や荷物をまとめる主体の

違いによって、様々な種類がある。 

 

１．地区型共同配送  

・商店街など地区を対象として荷物をまとめる共同配送のこと。 

 

２．縦持ち型共同配送 

・高層ビルなど、ビル単位に荷物をまとめる共同配送のこと。 

 

３．百貨店の代表一括納品  

・百貨店など特定の荷主から特定の店舗までの輸送を共同配送するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 共同配送のイメージ 

 

Ａ社　営業所

Ｂ社　営業所

Ｃ社　営業所

Ｄ社　営業所

集約拠点

凡　例
従前のトラックの動き
共同配送後のトラックの動き

１．地区型共同配送 共同配送 

２．縦持ち型共同配送 

３．百貨店の代表一括納品 
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小分類：地区型共同配送 

施策事例：地区型共同集配 

事例の実施場所：横浜元町地区 本格実施 

施策の概要  

・商店街を中心として周辺の住宅も含めた共同集配システム。 

・元町商店街のイメージを改善し、あわせて排気ガス等の環境面への取り組みとして実施。 

・商店街から、約 500ｍに位置する配送センターに集められた貨物は、専用の車両に積み替えられて各

店舗に配送される。 

・地区外周道路に共同集配車両専用の荷捌き施設を整備し、各店舗へはそこから台車を用いて配送。

・大型貨物車の通行や貨物車総量を抑制する共同配送の取り組みとして、全国でも初めて商店会が中

心となって実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「元町地区共同配送システムマニュアル」 

図表 元町地区における共同配送のイメージ 

実施・運営主体 共同組合「元町 SS 会」、（有）藤木興業 

検討のための留意点 物流の特徴：地区に集中する物資の品目や荷姿、輸送条件の把握 

空間面からの条件：貨物の集約施設の有無 

施策の実施ポイント ・本来、合意形成等や費用負担の問題で実施が難しい施策だが、元町地区

は、地区のブランド力強化のため、従来から地元住民を含めた地区計画

を実施し、地区内で合意形成が取りやすい下地が出来ていた。 

・また、地区に近い位置に物流施設を擁する運送業者を共同配送実施事業

者に選定できた。この運送業者が大手宅配業者と競合関係にないため、

運輸業各社からの合意を得やすい状況を作り出せたことにより実現化が

可能となった。 
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小分類：縦持ち型共同配送 

施策事例：縦持ち型共同集配 

事例の実施場所：東京都千代田区 丸の内地区 本格実施 

施策の概要  

・高層ビル群を建て替え、オフィス街から商業集積のある街への脱却を目指して、地区の交通量の削

減と地区のイメージを阻害する路上荷捌きの削減をねらいとして実施。 

・共同配送を実施するにあたり、新規の荷物集約施設を確保せず、地区の荷物輸送の約９割を占める

大手運輸事業者５社の既存施設と地区近隣の公共駐車場を集約施設として活用している。なお、地

区への輸送についても共同配送専用会社等を用いずに大手５社を活用。 

・なお、実験後、ビル地下の荷受け施設を活用して館内配送のみ共同化を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 丸の内社会実験における共同配送のイメージ 

実施・運営主体 丸の内物流効率化実行委員会 

実現化のポイント 物流の特徴：地区に集中する物資の品目や荷姿、輸送条件の把握 

空間面からの条件：貨物の集約施設の有無  

施策の実施ポイント ・地区における地主（民間デベロッパー）が中心となり、入居テナント等

に対して主体的に動くことで合意を取りやすい状況ができた。 

・業務施設が多く、地区の９割の物流量を大手５社の運輸事業者が輸送し

ており、関係者が少なかった。  
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施策事例：縦持ち型共同集配 

     （摩天楼スタッフ） 

事例の実施場所：新宿副都心 本格実施 

施策の概要  

・平成４年から、高層ビル内の配送の非効率が指摘されており、新宿地区のトラック組合による自主

的な事業として開始。 

・荷物の集約施設で持ち込まれた荷物をビルごとに仕分けし、各ビルへ一括配送（センター～ビル／

CNG 車にて配送／横持ち）。各ビルに配送された荷物は専従の配達要員が各階に配送する。車輌のド

ライバー（横持ち）は運転・ビル間配送に専念し、配達要員（縦持ち）は配達に専念する分業シス

テム。 

・現在のサービスエリアは、西口高層ビル街、東口駅ビル、地下街、南口駅ビル。 

・配送回数は午前３～５便、午後１便を運行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 摩天楼スタッフのサービス概念図 

実施・運営主体 協同組合新宿摩天楼 

検討のための留意点 物流の特徴：地区に集中する物資の品目、荷姿や輸送条件の把握 

空間面からの条件：貨物の集約施設の有無  

施策の実施ポイント ・高層ビルの配送は時間がかかるなど、既存の輸送においては、運輸業側

で非効率な状況が発生していた。 

・縦持ち配送の専業化により、効率性がアップし、輸送者側からの配送代

行として機能が進化した。 
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小分類：百貨店の代表一括納品 

施策事例：百貨店の代表一括納品 

事例の実施場所： 東京日本橋（三越） 本格実施 

施策の概要  

・ 店舗に納品のために集中する貨物車を削減し、納品場所の混雑や周辺道路の混雑緩和をねらい

に実施。 

・ 貨物車をアクセスできる納入業者を指定（納品代行業者）し、個別の事業者はそれらの納品代

行業者の集約拠点まで輸送する。 

・ また、代行が不可能な商品についてはアクセスフィーを設定し、直接納品が可能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 三越百貨店における共同配送の例 

出典：三越百貨店ホームページ  

 

実施・運営主体 三越百貨店 等 

検討のための留意点 物流の特徴：納入品目の輸送条件の把握 

交通の実態：納入貨物車の種類や交通量の把握 

施策の実施ポイント ・着荷主である百貨店側が強力なイニシアティブを発揮し、実現化。 
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大分類：貨物車の需要に対する施策 

中分類：貨物車等の面的な流入規制 

施策の目的・ねらい  

・ 貨物車交通の変更によって、まちづくり上の問題が発生している場合に、貨物車の地区内への

流入を交通規制等によって制限し、他の交通との混在を回避していくもの。 

・ 地区の環境や混雑を緩和するため、一定の基準を設けて、貨物車（車両）の流入を抑制するも

の。 

施策の体系（小分類）  

１．車両の大きさによる規制 

・車積や貨物車の積載容量など車両の大きさ等によって規制するもの。 

２．時間帯による規制 

・混在による問題が発生する時間帯を分離するため、時間帯によって流入できる車両等を規制する

もの。 

 

 

 

 

 

 

施策の特徴  

・交通規制等を伴う施策であるため、地元や警察との連携が必要である。 

・地区の環境や混雑を緩和するため、一定の基準を設けてトラックの流入を規制するもの。流入規制

の基準として我が国では車種(車両サイズ)によるもの、時間帯によるものが用いられている。 

時間帯を用いて行われている事例としては時間帯を区切った歩行者天国の例がよく見られる。 

 

◆週末の大型車走行規制 

東京都の環状７号線内側では、土曜日の22時から日曜の朝７時まで大型車の走行が禁止されている。

域内に流入する場合には通行許可が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  図表 週末の大型車通行規制範囲 

出典：警視庁交通規制資料

特定の最大積載量以上の貨物
自動車等通行止め 

貨物車等の面的な流入規制

共同配送 
１．車両の大きさによる規制 

２．時間帯による規制 

３．排出ガス基準による規制 
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小分類：車両の大きさによる規制 

施策の種類：車両の大きさによる規制 

事例の実施場所：世田谷区三軒茶屋付近 本格実施 

施策の概要  

・東京都では世田谷区などの住宅地域等において地区の環境保全や幅員狭小などの理由により、大型

車の通行を規制している。 

・また、一部の居住地区においては生活ゾーン規制、コミュニティゾーン規制、スクールゾーン規制

が行われており、内部に大型貨物車が流入することが禁止されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 通行禁止地区（世田谷区三軒茶屋付近） 

出典：警視庁交通規制資料 

 

実施・運営主体 交通管理者（警察） 

検討のための留意点 物流の特徴：到着台数の多い車種の把握 

空間面からの条件：代替路の有無 

交通の実態：人・自転車・乗用車の交通量の把握とピーク時間帯の把握  

施策の実施ポイント  
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小分類：時間帯による規制 

施策の種類：時間帯による規制 

事例の実施場所：各所（武蔵小山商店街） 本格実施 

施策の概要  

・商業振興及び商店街への買物客の安全性確保のため、時間帯を区切って車両の進入を禁止している。

・ところによっては住民の車両等の進入禁止を除外したり、警察署長の許可を受けることによって進

入が出来る場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 歩行者天国内の状況 

実施・運営主体 交通管理者（警察） 

検討のための留意点 物流の特徴：地区に集中する物資の品目や輸送条件（時刻指定状況等）の

把握 

空間面からの条件：道路構造の確認 

交通の実態：人・自転車・乗用車の交通量の把握、人・自転車・乗用車・

貨物車のピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント  
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小分類：排出ガス基準による規制 

施策の種類：排出ガス基準による規制 

事例の実施場所：アムステルダム市 海外事例 

施策の概要  

 

・アムステルダム市では従来から大型トラックの都市への流入を規制してきたが、以下の条件を満た

すトラックについては都市内を走行できるようにした。 
・また、実験的に、積載量（積載率）の少ないトラックの都市内の走行規制も行った。 
１） 車両の長さが９ｍ以下 
２） エンジンがユーロⅡの排ガス基準を満たす 
３） 積載率が 80％以上 

・上記条件を満たす車両は予め市に登録し、付与されたイエローステッカーを掲示する。 

・登録申請時に過去６ヶ月におけるアムステルダム市内への配送・集荷時のトラック積載率が 80％以

上であったことを示す書類を提出する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 アムステルダムの幹線道路 

出典：「シティロジスティクス」（谷口栄一・根本敏則共著、森北出版） 

 

実施・運営主体 ‐‐ 

検討のための留意点 物流の特徴：貨物車の積載率・車輌の長さ 

施策の実施ポイント ‐‐ 
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大分類：貨物車の需要に対する施策 

中分類：貨物車走行路の分離 

施策の目的・ねらい  

・貨物車とその他の交通を分離して混在を回避し、双方のアクセスの改善を行うもの。 

施策の体系（小分類）  

１．貨物車専用・優先ルート  

・貨物車が走行できる道路を指定し、専用化したりすることによって貨物車と他の交通の分離を図

る方法。 

 

２．貨物車専用・優先レーン  

・貨物車が走行できるレーンを指定し、専用化したりすることによって貨物車と他の交通の分離を

図る方法。 

 

３．建物内貨物車走行路の整備（地下ネットワーク）  

・一般公道以外で、貨物車の走行路等を指定し、貨物車と他の交通の分離を図る方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２．貨物車専用・優先レーン 

１．貨物車専用・優先ルート 

３．建物内貨物車走行路の整備（地下ネットワーク）

貨物車走行路の分離 
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小分類：建物内貨物車走行路の整備（地下ネットワーク） 

施策事例：建物内貨物車走行路の整備（地下ネットワーク） 

事例の実施場所：東品川インターシティ 本格実施 

施策の概要  

・大規模再開発にあわせて、複数のビルの地下駐車場を結ぶ専用道路を整備。 

・貨物車専用ではないが、自動車専用として複数ビル間を結ぶことにより地上部分の無駄な走行を削

減することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 自動車走行路 

実施・運営主体 民間ディベロッパー 

検討のための留意点 物流の特徴：到着台数の多い車種の把握  

空間面からの条件：貨物車に適した専用路の幅の確保 

施策の実施ポイント  
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大分類：貨物車の需要に対する施策 

中分類：ムダな走行の削減 

施策の目的・ねらい  

・ＩＴ技術などを活用し、地区内での貨物車のうろつき交通等、無駄な走行の削減を図り、他の交通

との混在を回避する。 

施策の体系（小分類）  

１．予約システムによる荷捌き場所の確保 

・ポケットローディング等に代表されるシステム。 

・先行して荷捌き場所を確保することにより、駐車場所を探すうろつき交通や違法な路上駐車を抑

制し、貨物車と他の交通の混在を回避する方法。 

 

２．情報提供による誘導 

・共同荷捌き施設等は場所や数を限定されていることが多いため、何処の荷捌きスペースが空いて

いるのか等の情報を提供することにより、違法な路上駐車や無駄な走行を抑制する方法。 

 

３．サテライトパーキング（トラック呼出）システム 

・目的地から離れた場所に待機場所を設け、荷捌き施設が開いた場合に待機場所から貨物車を呼び

出しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ムダな走行の削減 
１．予約システムによる荷捌き場所の確保 

２．情報提供による誘導 

３．サテライトパーキング（トラック呼出）システム
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小分類：予約システムによる荷捌き場所の確保 

施策事例：予約システムによる荷捌き場所の確保 

    （ポケットローディングシステム） 

事例の実施場所：六本木地区 社会実験 

施策の概要  

・共同荷捌き施設の整備など１ヶ所でも効果が期待できるが同一地区内や広い地域で複数箇所整備す

ることによって、より高い効果が期待できる。 

・また、これらの施設を有機的に結びつけることでさらに高い効果が期待できる。 

・ポケットローディングシステムでは、情報・予約システムを盛り込むことによってうろつき交通の

削減等の効果が期待される。 

 

○システムの主たる特徴 

・非接触ＩＣカードを配布し、ＩＤ管理を行うことにより、キャッシュレス料金精算が可能。 
・利用状況表示装置を各ポケットローディングに設置することにより、ドライバーは各ポケットロー

ディングの空きスペースが把握できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ポケットローディングシステムのイメージ 

出典：「交通工学 Vol.35、2000、No.3」 

実施・運営主体 東京都 

検討のための留意点 空間面からの条件：路外の駐車スペースと貨物車に適した駐車マスと入り

口の大きさを確保  

施策の実施ポイント  
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小分類：情報提供による誘導 

施策事例：情報提供による誘導 

事例の実施場所：柏駅東口地区 社会実験 

施策の概要  

・柏駅東口地区実験では荷捌きの可能な場所が限定されることから、空きスペースについて路上で案

内を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 社会実験時の情報提供 

実施・運営主体 柏市 

検討のための留意点 交通の実態：乗用車の駐車場の利用状況と貨物車のピーク時間帯の把握 

施策の実施ポイント  
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小分類：サテライトパーキング（トラック呼出）システム 

施策事例：サテライトパーキング（トラック呼出）システム 

事例の実施場所：ニューヨーク繊維問屋街 海外事例 

施策の概要  

・貨物車交通が特に多い地区において、路側の利用を効率的に行うもの。 

・貨物車の発着が多いビルの周辺に貨物車駐車場を配置し、前面道路や荷受け施設の空き状況に応じ

て、順次、駐車場から貨物車を呼び出すシステム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 サテライトパーキングのイメージ 

資料：「まちづくり資料シリーズ 25 交通計画集成５ 物流・沿道環境・立体道路」（地域科学研究会）

 

実施・運営主体 ‐‐ 

検討のための留意点  

施策の実施ポイント  

 
 
 
 
 

呼び出し
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参考資料２ 

ケーススタディ調査で 

使用した実態調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地区事業所調査 

事業所アンケート調査票 
事業所名  回答者のお名前  

ＴＥＬ      （    ）－ 
ご連絡先 住

所 

 

ＦＡＸ      （    ）－ 
 

回答は、数字に○をつけて下さい。また、数字の他に英字があるところについても○をつけての回答を

お願いします。（     ）内には、具体的な数字等を入れて下さい。なお、回収いたしました結果は

本調査の目的以外には使用いたしません。 

 

Ⅰ．貴事業所の概要をお聞かせ下さい。 

1 貴事業所の施設 
 1. 物販店 2. コンビニエンスストア 3．飲食店 4. 事務所 5. 住居  

6. 百貨店・スーパー  7. その他（       ） 

2 貴事業所の主な取扱品目  

3 事業所の立地場所  1．単独施設（戸建て）  2．共同利用ビル （   ）階 

4 事業所の床面積  （         ）㎡ 

5 事業所の営業時間   ：    ～    ：     24 時間表記 

6 貴事業所の専用の駐車場

はありますか 

 1．ある （    ）台分    2．ない 

                    7 へ 

6-1 どのような形態でお持

ちですか 

1．敷地内に単独で所有      2．敷地内に共同で所有 

3．離れた地点に単独で所有    4．離れた地点に共同で所有 

5．その他 

6-2 そこは荷捌き車両も利

用できますか 

 1．できる（    ）台分    2．できない 

7 納品車両の台数 納品車両（      ）台／日 

7-1 事業所の１日の平均的

な納品量 

重量で把握していない場合はおおよそで結構です 

納品（       ）kg  

8 最も多く品物が納品され

る時間は何時ですか 

（      ）時台  24 時間表記 

9 宅配便の利用 

 

 1．利用している          2．利用していない 

9-1 １日に何度、配送・集荷

に来ますか 

（    ）回／日 

9-2 宅配便は１日何個くらい

ありますか 

搬出（      ）個／日 

搬入（      ）個／日 
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Ⅱ．納品される商品について、代表的な納品時間ごとに詳しくお聞かせ下さい。 

納品（出荷）について、貴方ご自身が荷物の搬出入を行っていないなどの理由でお答えになれない場合は、実際に荷物の搬出

入を行っている方（取引先の貨物車のドライバーや運輸会社のドライバー等）に伺って、ご回答をお願いします。 

 

 1.納品(出荷)時間（  ：   ） 2.納品(出荷)時間（  ：   ） 3 納品(出荷)時間（  ：   ） 

1 品目と重量 
重量で把握していない

場合はおおよその重量

でご記入下さい 

 主に（      ） 

 約        kg／回 

 主に（      ） 

 約        kg／回 

 主に（      ） 

 約        kg／回 

2 この時間帯に何台の車

両が来ますか 
（      ）台 （      ）台 （      ）台 

3 輸送条件 1．特になし 

2．要冷蔵・冷凍品 

3．壊れ物・貴重品 

4．危険物・特大もの 

5．その他（       ） 

1．特になし 

2．要冷蔵・冷凍品 

3．壊れ物・貴重品 

4．危険物・特大もの 

5．その他（       ） 

1．特になし 

2．要冷蔵・冷凍品 

3．壊れ物・貴重品 

4．危険物・特大もの 

5．その他（       ） 

4 荷姿 1．封筒     2．バック・紙袋 

3．ダンボール  4．ｵﾘｺﾝ・ｹｰｽ 

5．パレット   6．ﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ 

7．ハンガー   8.その他（  ）

1．封筒     2．バック・紙袋 

3．ダンボール  4．ｵﾘｺﾝ・ｹｰｽ 

5．パレット   6．ﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ 

7．ハンガー   8.その他（  ）

1．封筒     2．バック・紙袋 

3．ダンボール  4．ｵﾘｺﾝ・ｹｰｽ 

5．パレット   6．ﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ 

7．ハンガー   8.その他（  ）

5 時間指定

の有無 

1．ある    2．ない 

          6．へ 

1．ある    2．ない 

          6．へ 

1．ある    2．ない 

          6．へ 

5-1その時刻

は 変 更

が 可 能

ですか 

1．変更できない 

2．変更は可能だが、時間は決める

必要がある(緩めることは出来る) 

 （   ）時頃なら可能 

3．時間指定をやめても良い 

4．その他 

1．変更できない 

2．変更は可能だが、時間は決める必

要がある(緩めることは出来る) 

 （   ）時頃なら可能 

3．時間指定をやめても良い 

4．その他 

1．変更できない 

2．変更は可能だが、時間は決める必

要がある(緩めることは出来る) 

 （   ）時頃なら可能 

3．時間指定をやめても良い 

4．その他 

6 輸送者によ

る運搬以外

の行為の有

無 

1．ある    2．ない  7.へ 
a. 仕入れ等の営業 
b. 棚入れ等の陳列作業 
c. 検品 
d. その他（         ）

1．ある    2．ない  7.へ 
a.仕入れ等の営業 
b.棚入れ等の陳列作業 
c.検品 
d.その他（         ）

1．ある    2．ない  7.へ 
a.仕入れ等の営業 
b.棚入れ等の陳列作業 
c.検品 
d.その他（         ）

商 

品 

の 

輸 

送 

特 

性 

6-1 附帯業務を

やめることは

可能ですか 

1．可能 

2．不可能 

1．可能 

2．不可能 

1．可能 

2．不可能 

7 輸送者はどのよ

うな方ですか 

1．問屋等の取引先  

2．宅配便の業者 

3．運輸業者（契約している業者） 

4．その他（     ） 

5. 自ら輸送 

1．問屋等の取引先  

2．宅配便の業者 

3．運輸業者（契約している業者） 

4．その他（     ） 

5. 自ら輸送 

1．問屋等の取引先  

2．宅配便の業者 

3．運輸業者（契約している業者） 

4．その他（     ） 

5. 自ら輸送 

7-1 輸送業者名 （             ） （             ） （             ） 

7-2 輸送する人の

変更は可能で

すか 

1．変更できない 

2．変更可能 

3．その他 

1．変更できない 

2．変更可能 

3．その他 

1．変更できない 

2．変更可能 

3．その他 

8 この時間帯に納品される品目

で他の商店の荷物と一緒（混載）

に輸送されると困るものはあり

ますか。 

1.ない 

2.商品の輸送特性が守られれば、ない 

3.一部ある 

4.ある 

1.ない 

2.商品の輸送特性が守られれば、ない 

3.一部ある 

4.ある 

1.ない 

2.商品の輸送特性が守られれば、ない 

3.一部ある 

4.ある 

9 現在の荷捌き場

所はどこですか 

1．所有している荷捌きスペース 

2．事業所の前面道路（直近） 

3．事業所の前面道路（離れた場所）

4．細街路（脇道など） 

5．その他（         ） 

1．所有している荷捌きスペース 

2．事業所の前面道路（直近） 

3．事業所の前面道路（離れた場所）

4．細街路（脇道など） 

5．その他（         ） 

1．所有している荷捌きスペース 

2．事業所の前面道路（直近） 

3．事業所の前面道路（離れた場所）

4．細街路（脇道など） 

5．その他（         ） 

 調査は以上です。ありがとうございました。 
調査票は、一緒に配りました封筒に入れて頂き、郵送して下さい。 
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路上荷捌き実態調査・交通問題挙動調査 

「路上駐車（荷捌き)実態調査」 
 

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 
停
車
位
置 

駐車開始
終了時刻 

用途 
駐車状況 

路側の状況
（複数可）

自営
区分

車種 荷捌きの状態
駐車中におけ
る通過交通へ
の影響 

駐車中における
歩行者・自転車
迂回数 

開始時刻    荷捌き有無 

： 
有 

無 

終了時刻 集配区分 
 

： 

 1.宅配便 

 2.一般貨物車 

 3.郵便 

 4.飲料品等運搬 

 5.工事用 

 6.乗用 

1．路上（合法）（ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾒｰﾀｰ･ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾁｹｯﾄ）

2．路上（一重） 

3．路上（二重以上） 

4．片側歩道乗り上げ 

5．歩道上駐車 

6．調査対象エリア外 

1.植え込みあり

2.ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙあり

3.バス停あり

4.切り込みあり

5.その他占有物あり

6.段差あり 

 

自家用

 

営業用

 1．乗用車（軽含む） 

2．軽自動車（貨物） 

3．ﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝ･ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ 

4．小型貨物車（最大積載重量 2ｔ以下）

5．普通貨物車（最大積載重量 2ｔ超）

6．バイク・原付（荷ありのみ） 

7．自転車（荷ありのみ） 

集 

配 

有 

 

 

無 

有 

 

 

無 

開始時刻    荷捌き有無 

： 
有 

無 

終了時刻 集配区分 

 

： 

 1.宅配便 

 2.一般貨物車 

 3.郵便 

 4.飲料品等運搬 

 5.工事用 

 6.乗用 

1．路上（合法）（ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾒｰﾀｰ･ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾁｹｯﾄ）

2．路上（一重） 

3．路上（二重以上） 

4．片側歩道乗り上げ 

5．歩道上駐車 

6．調査対象エリア外 

1.植え込みあり

2.ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙあり

3.バス停あり

4.切り込みあり

5.その他占有物あり

6.段差あり 

 

自家用

 

営業用

 1．乗用車（軽含む） 

2．軽自動車（貨物） 

3．ﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝ･ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ 

4．小型貨物車（最大積載重量 2ｔ以下）

5．普通貨物車（最大積載重量 2ｔ超）

6．バイク・原付（荷ありのみ） 

7．自転車（荷ありのみ） 

集 

配 

有 

 

 

無 

有 

 

 

無 

開始時刻   荷捌き有無 

： 
有 

無 

終了時刻 集配区分 
 

： 

 1.宅配便 

 2.一般貨物車 

 3.郵便 

 4.飲料品等運搬 

 5.工事用 

 6.乗用 

1．路上（合法）（ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾒｰﾀｰ･ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾁｹｯﾄ）

2．路上（一重） 

3．路上（二重以上） 

4．片側歩道乗り上げ 

5．歩道上駐車 

6．調査対象エリア外 

1.植え込みあり

2.ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙあり

3.バス停あり

4.切り込みあり

5.その他占有物あり

6.段差あり 

 

自家用

 

営業用

 1．乗用車（軽含む） 

2．軽自動車（貨物） 

3．ﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝ･ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ 

4．小型貨物車（最大積載重量 2ｔ以下）

5．普通貨物車（最大積載重量 2ｔ超）

6．バイク・原付（荷ありのみ） 

7．自転車（荷ありのみ） 

集 

配 

有 

 

 

無 

有 

 

 

無 

開始時刻   荷捌き有無 

： 
有 

無 

終了時刻 集配区分 
 

： 

 1.宅配便 

 2.一般貨物車 

 3.郵便 

 4.飲料品等運搬 

 5.工事用 

 6.乗用 

1．路上（合法）（ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾒｰﾀｰ･ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾁｹｯﾄ）

2．路上（一重） 

3．路上（二重以上） 

4．片側歩道乗り上げ 

5．歩道上駐車 

6．調査対象エリア外 

1.植え込みあり

2.ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙあり

3.バス停あり

4.切り込みあり

5.その他占有物あり

6.段差あり 

 

自家用

 

営業用

 1．乗用車（軽含む） 

2．軽自動車（貨物） 

3．ﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝ･ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ 

4．小型貨物車（最大積載重量 2ｔ以下）

5．普通貨物車（最大積載重量 2ｔ超）

6．バイク・原付（荷ありのみ） 

7．自転車（荷ありのみ） 

集 

配 

有 

 

 

無 

有 

 

 

無 

※運搬手段：ロールボックスには、ハンガーも含む 

調査員名 

調査日 

 

平成  年 月  日 

街区番号  

参
考
2
-
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路上荷捌き実態調査 
横持ち追跡調査票   天候：     

 
街区 

番号 

停車位置 

番号 
企業名 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ナンバーの色 横持ち運搬手段 

  有・無      緑・白・黒・黄 

１．手持ち、 ２．台車、 

３．ﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ、 

４．ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、 ５．その他 

 

駐車開始時刻           時         分 （24 時間表現） 

 

横持ち通行路 1.歩道  2.車道  3.その他 横持ち状態（走ったか）    有  無 

横持ち距離 （      ）ｍ 横持ち移動時間    分  秒 

歩行者等との交錯 有 、  無  

【１番目の配送先までの運搬動線を別紙図面上にマークする】 

搬入 荷姿・個数 大（   ）個、中（   ）個、小（   ）個、 無        概ね（   ）kg 

付帯業務の有無  1．有 2．無 3．不明 付帯業務内容 1.検品 2.棚入れ 3.商談 4.その他  

目的施設  1．オフィス 2．物販店 3．飲食店 4.その他（  ） 施設内滞在時間 （    ）分 

１
番
目 

搬出 荷姿・個数 大（   ）個、中（   ）個、小（   ）個、 無        概ね（   ）kg 

 

横持ち通行路 1.歩道  2.車道  3.その他 横持ち状態（走ったか）    有  無 

横持ち距離 （      ）ｍ 横持ち移動時間    分  秒 

歩行者等との交錯 有 、  無  

【２番目の配送先までの運搬動線を別紙図面上にマークする】 

 

横持ち通行路 1.歩道  2.車道  3.その他 横持ち状態（走ったか）    有  無 

横持ち距離 （      ）ｍ 横持ち移動時間    分  秒 

歩行者等との交錯 有 、  無  

【３番目の配送先までの運搬動線を別紙図面上にマークする】 

 

横持ち通行路 1.歩道  2.車道  3.その他 横持ち状態（走ったか）    有  無 

横持ち距離 （      ）ｍ 横持ち移動時間    分  秒 

歩行者等との交錯 有 、  無  

【車両の駐停車場所（４番目の配送先）までの運搬動線を別紙図面上にマークする】 

出発時刻           時         分 （24 時間表現） 

※３番目以降の配送先があれば、別の調査票を使用する。その際、同じ観測車両番号と調査票番号を必ず記入すること。 

※運搬手段：ロールボックスには、ハンガーも含む 

大きさの目安 小：３辺 170cm未満（宅配便許容貨物）、大：冷蔵庫や家具等一人で持ち運びができない程度の大きさ、中：それ以外 

搬入 荷姿・個数 大（   ）個、中（   ）個、小（   ）個、 無        概ね（   ）kg 

付帯業務の有無  1．有 2．無 3．不明 付帯業務内容 1.検品 2.棚入れ 3.商談 4.その他  

目的施設  1．オフィス 2．物販店 3．飲食店 4.その他（  ） 施設内滞在時間 （    ）分 

２
番
目 

搬出 荷姿・個数 大（   ）個、中（   ）個、小（   ）個、 無         概ね（   ）kg 

搬入 荷姿・個数 大（   ）個、中（   ）個、小（   ）個、 無        概ね（   ）kg 

付帯業務の有無  1．有 2．無 3．不明 付帯業務内容 1.検品 2.棚入れ 3.商談 4.その他  

目的施設  1．オフィス 2．物販店 3．飲食店 4.その他（  ） 施設内滞在時間 （    ）分 

３
番
目 

搬出 荷姿・個数 大（   ）個、中（   ）個、小（   ）個、 無         概ね（   ）kg 

調査票番号 

（連 番） 

調査員名 

調査日 

 

平成  年 月  日
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路上荷捌き実態調査 

 荷捌き者（配送者）意識調査票 
 

１．目的施設に荷捌きスペースはありますか。 

２．この場所で荷捌きを行った理由はなんですか。 

 

 荷捌きｽﾍﾟｰｽ 理由 

第１集配施設 有  無  

第２集配施設 有  無  

第３集配施設 有  無  

第４集配施設 有  無  

 

３．地区内の目的施設数は何軒ですか。（地区内で何回荷捌き駐車しましたか） 

 

地区内の目的施設数 （     ）軒 地区内での荷捌き駐車回数  （     ）回 

 

４．荷さばき場所を変更することは可能ですか。     （ 可能  ・  不可能 ） 

５．共同荷さばきスペースが出来た場合、どのような条件であれば、利用しますか。 
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参考資料３ 

ケーススタディ５地区の 
調査結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 



大規模
商業施設

百貨店
ぽっぽ町田

百貨店

大規模
商業施設

大規模
商業施設

設

JR町田駅

○施策の方向性

■町田駅周辺地区 ケーススタディ調査の解析結果（町田地区）

・商業集積が高く、多くの人々が集ま
る地区であり、その中心は歩行者
天国 (11:00～19:00）となっている
が、貨物車の進入は完全に排除で
きていない。
・公共駐車場（ぽっぽ町田）の一部に
共同荷捌きスペース（11台）を確保
している。
・非常に多くの人々が集まる地区で
の物流問題を物流実態と歩行者の
意識等から把握した。

○調査で把握された地区の課題

○歩行者の回遊性・快適性を確保す
るため、歩行者天国から貨物車を
排除した場合、駐車場所を移動した
貨物車が他の交通へ与える影響が
大きい。そのため、地区物流対策も
含めた総合的な対策を推進する必
要がある。

【来街者の歩行者天国に貨物車が進入することに対する意識】

○歩行者天国内貨物車の転換先の推定

○地区物流対策の例
・共同荷捌き施設（ぽっぽ町田）の
利用促進
・路外荷捌きスペースの確保（例え
ば、一時貸し駐車場の利用）
・貨物車の路側利用のルールづくり
（タイムシェアリング等）
・大規模商業施設を対象とした代表
一括納品（共同配送）

ピーク時間の駐車密度

4.6

10.2
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(台
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ピーク時間の駐車密度
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ピーク時間の駐車密度

3.3

5.5

0
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10

15

排除前 排除後

(台
／
1
0
0
ｍ
)

・歩行者天国の区間には約２万人／８ｈの歩行者
通行量がある。
・このような所では、僅かな貨物車の進入も歩行
者の快適性や安全を妨げ、まちの魅力を低下さ
せる。

1)配送先から最も近い街路(歩行者天国区間除く）も
しくは、ぽっぽ町田へ移転と仮定

2)但し、銀座地区調査データを参考に15分未満の駐
車は、ぽっぽ町田へは移転しないと設定

完全モール化により排除される台数
48台/8h

既存共同荷捌き場
(ぽっぽ町田)へ
５台（10％）

他の場所の路上へ
43台（90％）

42.9

50.6

24.7

16.9

32.5

32.5

問題ある
どちらかというと
問題ある

気にならない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡          例     

環境・景観について

安全面について  n=77

n=77

歩行者天国の歩行者通行量
19,305（人／８ｈ）

歩行者天国区間の路上駐車
台数 貨物車：48（台/8ｈ）

ＪＲ町
田
駅

○ケーススタディ地区の特徴

凡例

貨物車停車位置
（横持ち追跡調査把握データのみ掲載）

横持ち搬送の向き

歩行者天国（11:00～19:00）

既存駐車場P

凡例
貨物車停車位置

歩行者天国区間から締め出さ
れた貨物車の停車位置

横持ち搬送の向き

歩行者天国（11:00～19:00）

既存駐車場P

【貨物車排除後の移動先と外周道路等の混雑状況】

【現状の歩行者天国区間の貨物車の錯綜状況（駐車と横持ち）】

・歩行環境の改善方策として、車両の進入をすべ
て禁止する方法が考えられる。
・この方法を行うと､地区には共同荷捌き施設

(ぽっぽ町田)もあるが､大半の貨物車は､外周道
路や細街路の路上へ移動するとみられる。
・特に外周道路では、ピーク時間の貨物車の路上
駐車が倍増し、地区交通の円滑性に影響を与え
る懸念がある。

ピーク時間の駐車密度
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台
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１
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台

移転利用
ぽっぽ町田利用

(台数)

ぽっぽ町田の荷捌き用スペース容量は11台新たに増加した台数
ぽっぽ町田利用台数

＜調査内容＞
・貨物車と乗用車の路上駐車の実態
・貨物車の駐車場所と配達先の実態
・ぽっぽ町田の利用状態
・来街者の貨物車に対する認識状況
・駐車場利用状況
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凡 例

調査対象区域

調査対象道路区間

歩行者天国区間

大規模商業施設

商業集積エリア

立体式駐車場

コインパーキング

Ｐ
Ｐ

凡 例

調査対象区域

調査対象道路区間

歩行者天国区間

大規模商業施設

商業集積エリア

立体式駐車場

コインパーキング

Ｐ
Ｐ

地区内の交通規制の状況

11:00～19:00：歩行者天国の実施
一方通行道路
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約22,000人/11時間

歩行者天国時間帯

１．町田市中心市街地の交通状況（歩行者交通、周辺街路の自動車交通）
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　駅－南町田　（3.4.39）　交通量

【周辺街路の時間帯別自動車交通量】

【時間帯別歩行者交通量】

①地区の交通状況

ＪＲ沿いの道路をはじめ、対象地区全域が駐車禁止となっている。ま
た、Ｄ～Ｆ区間では、交通指導員により、貨物車以外の駐車を強制
的に排除している。

３車線（うち１車線はバスレーン）

路肩が2.0ｍ取られていること
から、路上駐車車両に阻害さ
れることなく、通過交通は比較
的スムーズに流れる。

2.0ｍ
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13.5m 時間平均 1,306台



②地区の駐車実態
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【区間別 駐車密度（台／100ｍ）】

歩行者天国実施区間
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車種別　駐車開始時間帯別　駐車割合(町田地区）

歩行者天国実施時間

時間帯により、交通規制を変更し
ているような都市では、貨物車の
駐車のピークが目立つ。

【時間帯別 貨物車集中台数構成
（ケーススタディ調査地区別）】

駐車開始時間帯別路上駐車開始台数（貨物車）
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1..銀座 2.町田 3.川越 4.横須賀 5.船橋 合計（平日）

【区間別 駐車車両台数（台/100m・8h）】

多摩都市モノレールの計画区間であり、現在、
広めの４車線道路として機能しているため、商
店街に買い物に来る乗用車の路上駐車が多
い。

B区間での路上駐車状況（11:00）

Ｊ区間での路上駐車状況（11:00）
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＜町田地区における解析事例＞
○歩行者天国内（11:00～19:00の間で実施）での荷捌き実態
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歩行者天国実施前時間
（11時より前）に多くの貨
物車が到着している。

10時台に到着している貨物車
も荷捌きにより歩行者天国時
間（11時以降）にしみだしてい
る。
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短時間駐車と長時間
駐車の２種類が存在

＜駐車時間20分未満＞ ＜駐車時間45分以上＞

【目的施設種類別 駐車時間ランク別 貨物車駐車台数】

【駐車時間の長短別 搬送先の施設が大型店の横持ち】

○駐車時間ランク別の貨物車台数
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○歩行者天国の実施により、人と貨物車の集中時間のタイムシェアリングは、ある程度進んでいるが、一部の貨物車が継続
して荷捌きを続けているため、歩行者天国実施時間（11:00以降）にしみ出しが発生している。

○大型店周辺に荷捌き施設が不十分（荷受け（荷捌き）施設が小さい）なため、路上荷捌きが発生している。
→附置義務施設なども含め、施設の構造面でも基準作りが必要なのではないか。
→大型店への荷捌き車両が多いのであれば、百貨店の共同配送（一括納品）の実施も考えられる。

○横持ち距離や駐車時間などのメカニズムの解明には、目的施設の業種業態、取扱品目、時間などの視点が重要。
→横持ち距離の限界値などが把握できれば、歩行者天国から排除された車両の駐車場所選択等で定量評価が可能である。

大型店の横持ち搬送は、駐車時間の短長にかかわ
らず、直近の場所からに限られている。この違いは
何故、生じているのか。

大型店の荷捌き施設
小さくて２ｔ車も入れない。実際には、荷物置き
場として利用されている。
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【歩行者天国内の安全面の問題】

2.7m

3.0m

２．地区物流実態

荷捌き車両の
駐車場所と目的施設

11:00以前

11:00以降
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約22,000人/11時間

歩行者天国時間帯

【Ｉ 区間の歩行者通行量】

歩行者天国開始時
には、既に多くの
歩行者が通過
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直線距離
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横持ち搬送の多く
の目的地がぽっ
ぽ町田の横持ち
圏域に入るエリア
に運搬している。

道幅が広く、交通量が
少ないため、駐車がし
やすい。そのため、１
日中歩行者天国の内
部まで横持ち搬送が発
生している。

○外周道路での荷捌き実態
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　町田街道－駅　（3.4.11）　交通量
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　駅－南町田　（3.4.39）　交通量
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貨物車の駐車台数が多い
が、駐車指導員がいること
から、長時間の路上駐車
が行いにくい。そのため、
近場の商店へ短時間に運
搬を行っている。

【Ｂ、Ｃ区間の通過交通量】

【Ｄ、Ｅ、Ｆ区間の通過交通量】

Ｂ区間の様子

Ｄ、Ｅ、Ｆ区間の様子
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貨物車平均駐車時間：27.3分
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貨物車平均駐車時間：11.8分
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【区間別 車種別 時間帯別 駐車密度】 【区間別 車種別 時間帯別 駐車時間】

○歩行者天国実施時間になると、外周道路のＡ、Ｂ、Ｆ区間（歩行者天国に近い３方面）から歩行者天国内へ横持ちが発生している構造になって
いる。

○それぞれの場所により、路上荷捌きの駐車特性（駐車時間や横持ち搬送距離等の特性）が異なる。

→基本的には、できるだけ横持ち距離が短くなる場所（目的施設の近く）に貨物車は駐車される。

→共同荷捌き施設を地区の中心に１箇所のみ確保するのではなく、地区のフリンジに分散して配置する方法も考えられる。

○Ａ区間ではぽっぽ町田に近いこともあり、ぽっぽ町田の満空情報を提供するだけでも誘導が可能なのではないか。

町田地区の貨物車の
平均路上駐車時間
19.7分

荷捌き車両の
駐車場所と目的施設

11:00以前

11:00以降
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：荷捌きスペースが
　利用されている時間

時刻

駐
車
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特
定
業
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外

特
定

業
者

分

○ぽっぽ町田の利用実態

ぽっぽ町田とは・・・

○共同荷捌き場を併設した公共駐車場（３～７階部分、計227台）
○11台分の荷捌きスペースを確保（うち、３台分は、大手事業者が専用契約）
○登録事業者に関しては、60分間無料で利用が可能
○現在31社が登録（平成16年１月）

歩行者天国実施時間(11時～19時）

【ぽっぽ町田の利用状況】

荷捌き車両は、ビル裏側２階から
入庫・駐車し、歩行者天国側で出
るためには、このエレベータを使
用する必要がある。

知らない
69%

登録して
いないが
知っている
26%

既に登録
している
5%

ｎ＝93

【ぽっぽ町田の認知度】

横持ち搬送手段として台車等
の利用がほとんどであるが、
施設内で縦持ちが生じて使い
勝手が悪くなっている。

ぽっぽ町田の存在自体を知ら
ない貨物車の運転手が７割い
る。

最大で５台の利用
（瞬間）

ぽっぽ町田利用物流の特徴

・長時間の荷捌き駐車（平均で1.7倍）

・複数件数の配送（複数件数率75％）

・台車の利用（台車率67％）

・配送圏域の広さ（直線で125ｍ）

○ＰＲ不足や施設の構造的な問題が指摘されている。
・当初と異なる利用方法となってしまったことによって、ドライバーが利用しやすい形態となってい
ないのではないか。
→まちづくりでは、市民、業者等の様々な主体をどう係わらせていくかが重要である。
・附置義務の施設など施設の構造面でも基準作りが必要ではないか。
・設計・計画段階から事業者と関わりを持つことで、施設の認知度も向上する（検討体制の重要で
ある）。

ぽっぽ町田
（ビル正面：歩行者天国側）

ぽっぽ町田
（貨物車入口：ビル裏側)
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駐車場所と目的施設

11:00以前
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＜町田駅周辺地区における解析事例＞
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【歩行者天国区間内の歩行者数と
路上駐車の状況（時間帯別）】

（20分間隔の瞬間台数）
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歩行者天国実施時間

約23,300人／11時間

Ｉ 区間の歩行者通行量

Ｉ 区間の路上荷捌き駐車台数

■物流施策の方向性
・荷捌き車両が使えるような附置義務駐車の構造的な基準づくりが必要
・大規模商業施設への一括納品（共同配送）が必要
・一時貸し駐車場等を活用した路外荷捌きスペースの確保が必要
・地区のフリンジでの荷捌きスペース配置の工夫が必要

■物流施策の実現化に向けて

・地区物流施策の有効性を高めるため、地元や事業者等を計画段階から取り込む必要がある

・情報提供等のソフト施策の組み合わせが必要

・歩行者天国内の貨物車の移動先の推定

→原単位や限界値などの把握により定量評価が可能

大規模商業
施設の
荷捌き施設

小さくて２ｔ車も入
れない。実際には、
荷物置き場として
利用されている。

ぽっぽ町田
（ビル正面：歩行者天国側）

ぽっぽ町田
（公共駐車場ビル）

・㈱町田まちづくり公社による整備
3～7階：公共駐車場227台
2階：共同荷捌き場 11台
地下1階～1階：会議室、
ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ、ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ

・荷捌き車両は、ビル裏側２階から入
庫・駐車し、歩行者天国側へ出る場
合は、ビル内の専用エレベータによ
る縦持ちが発生。

Ｉ区間の歩行者と貨物車
の錯綜状況（10時台）

Ｆ区間の荷捌き駐車
集中状況

【町田駅前地区の概況】

■物流の課題把握

○貨物車の路上駐車による歩行者の回遊性の
阻害

・歩行者天国時間にも貨物車が流入し、歩行
者環境が悪化している。

○貨物車のたまり機能（荷捌きスペース）確保
に関する問題

・共同荷捌きスペース（ぽっぽ町田）の認知度

が低く、利用率が悪い。

・大規模商業施設の附置義務駐車場や共同

荷捌きスペースの構造に問題がある。

・歩行者天国内で荷捌きをしている貨物車を
歩行者天国から排除すると、横持ち搬送距離
や駐車場所の選択要因等から多くの貨物車
が外周道路へと移動していくことが予想され
る。
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構成比（％）

誘導対象となる可能性が高い貨物車の路上駐車

○施策の方向性

■銀座地区

○調査で把握された地区の課題
○ケーススタディ地区の特徴

・人や物が大量に集中するわが国を代表す
る商業集積地である。
・駐車問題が深刻であり、既に地元や行政
も一体となった組織を立ち上げ、取り組み
を続けている。
・東京都駐車場条例の地域ルールである
「銀座ルール」を制定し、附置義務駐車場
の隔地・集約化ができるように取り組んで
きた。
・しかし、荷捌き駐車については未対応で
有り、この集約駐車場を荷捌き利用できな
いか検討を行っており、その検討に可能
なデータを収集した。

【H15ケーススタディ地区の平均駐車密度】

・事前の附置義務駐車場の利用可能性
として、運輸事業者に対するヒアリング
では、約15分以上の駐車をしている貨
物車であれば、転換意向があることが
把握されている。
・なお、当地区では、本年度、集約駐車
場を活用した荷捌きスペースの確保を
主とした社会実験を検討しており、社会
実験の事前データ及び事後データとの
比較検討等にも利用可能となることが
見込まれる。

○既存の計画や制度に、地区物
流施策を組み込み、既存施設
の有効活用を図りながらまちづ
くりを進める必要がある。

○地区物流対策の例
・集約駐車場を活用した荷捌きスペース
の確保

・乗用車に対しては、附置義務駐車場整備
に関する銀座ルールを制定し、隔地・集
約駐車場が整備できるようにした。
・しかし、既存の商業施設に付帯する駐車
場をみると、駐車場の乗用車利用は少な
く、貨物車用のスペースの利用状況は高
く、アンバランスが発生している。

・大都市の商業地でも、貨物車の駐車密
度は他のケーススタディ地区と比べて同
程度である。銀座では、道路幅が広く、
歩道が整っているが、貨物車の路上駐
車（物流）により、地区交通問題が発生
し、まちの魅了を低下させている。 3.7 4.3

1.5

4.2 4.0 3.4
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2.8 3.1
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） 乗用車

貨物車

注）各地区の調査データのうち、幹線道路に面している区間の平日8:00～17:59の
データを使用

【参考】：
・７割が通過交通の円滑な走行を阻害している
・４割が歩行者の回遊性を阻害している
都内における駐車場施設のあり方に関する実態調査より（東京都）

【銀座内のある商業ビルの駐車施設の利用台数】

銀座に配送業務を行う運輸事業者に対するヒアリングよ
り、約15分以上の荷捌き駐車を行っている貨物車には
転換の可能性が高いと回答を得ている。

【銀座地区における駐車時間帯ランク別駐車台数と
集約駐車場誘導可能貨物車の割合】
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乗用車 貨物車

１箇所のスペースを複数の
貨物車で利用

９時台には、スペース
の待ちも発生

乗用車用スペース容量：30台
貨物車用スペース容量：１台

＜調査内容＞
・路上駐車調査 ・商業施設出入り調査
・来店者アンケート
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15分未満の貨物車
の路上駐車
68.3％

15分以上の貨物車
の路上駐車
31.7％



○路上違法駐車が絶えない ○荷捌きによる交通障害○建替えが進まない

●来街者の意識と、地権者等地元
の駐車場整備の意識

●違法駐車防止条例の徹底

●大店立地法による銀座の実態に
即していない過大な必要駐車台数

●東京都駐車場条例による隔地確
保の難しさ

●地権者等地元の荷捌き駐車のモ
ラル

●取組み体制が整っていない（荷
捌き場所がない）

現状に対する危機感
交通・駐車場問題が要因の１つとなって、銀座の魅力、競争力の低下、
まちの荒廃につながりかねない

１．集約駐車場整備の銀座ルールの制度化
→規模などルールの明確化による負担金と駐車場基金、集約化

２．荷捌き対策への取組み
→共同荷捌き施設（集約駐車場への附置や道路環境整備）

３．大店立地法での駐車場算定基準に対する銀座ルールの制度化
→銀座の実態に見合った台数とする

４．路上違法駐車対策への取組み
→違法駐車対策の強化と地元の自発的な取組み、地元の駐車場整備の意識啓発

５．交通バリアフリーの取組み
→交通バリアフリー宣言と駅舎・歩道・建物のバリアフリー化

６．上記の交通・駐車場対策の円滑化・実効性の向上策
→駐車場案内・誘導システム、駐車場有効利用システムの導入

７．仕組みを実行する体制づくり
→地元・区・警察による組織化

銀座のまちづくりと駐車関連の問題

○集約してできた荷捌きスペース数は共同利
用が可能なものなのか。

→駐車スペースに余裕があるのか

○集約駐車場に誘導可能な荷捌き駐車は、ど
のくらいあるのか。

→利用者の需要の特徴はあるのか

→利用者はどのような運用ルールを望んでい
るのか
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・附帯する駐車場を持っている商業ビルにアクセスする自動車のうち、30％しか駐車場を使用していない状況で、70％は路上駐車を行ってい
る。

・特に午前中の時間帯において路上駐車の割合が高い。
・また、調査対象の商業ビルに自動車でアクセスする人の駐車場所は、乗用車の場合、路上駐車のものは、14％であるが、貨物車の場合、

88％にのぼり、荷捌きのほとんどが路上で行われている状況にある。
・貨物車の銀座内の配送件数が２軒以上（不明除く）の割合は70％を超えており、特定施設の荷捌き納品施設等を利用しにくい状況にあること
も考えられる。
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路上荷捌きの発生

－ －飲食店・事務所3,850m2銀座３丁目ビル Ｇ

－ －物販店・飲食店2,032m2銀座３丁目ビル Ｆ

○物販店・飲食店・事
務所

6,551m2銀座３丁目ビル Ｅ

－ －物販店・飲食店2,010m2銀座５丁目ビル Ｄ

－ －物販店・飲食店2,673m2銀座５丁目ビル Ｃ

○物販店・飲食店16,774m2銀座５丁目ビル Ｂ

－ －物販店・飲食店6,181m2銀座６丁目ビル Ａ

附帯駐
車場

主要テナント、業種
構成

延べ床面積ビルの所在地調査対象

・調査対象の商業ビルのうち、駐車場が整備されているのは、２箇所、荷捌き施設が整備されているのは１箇所のみである。
・平日については、Ｅのビルを除き、貨物車の割合の方が多くなっている（平日の60％、休日の15％が貨物車需要）。
・周辺の路上駐車を含めても貨物車の割合が多く、買物客が多く集まる銀座地区においても自動車の割合では、貨物車台数の方が多いことが
示されている。

・荷捌きのために使用できるスペースが実態に比べ過小になっている。そのため、地区交通の改善のため、附置駐車場における乗用車と貨物
車の適正な分担を検討し、貨物車を附置駐車場へ誘導する必要がある。

【ビルに発着する自動車の乗用車・

貨物車の割合（平日）】
【ビルに発着する自動車の乗用車・

貨物車の割合（休日）】

【調査対象の商業ビルの特徴】
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【平休別 中規模商業ビルにおける駐車需要】

＜参考＞

商業ビルにおける貨物車発生原単位：4.8台／1000㎡
商業ビルにおける一般車発生原単位：3.4台／1000㎡
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誘導対象の貨物車

【誘導対象となる貨物車の割合】

・荷捌き施設が整備されている商業ビルにおいて、自動車の到着時間ご
とに、駐車場へ入庫可能な余裕を確認した。
・荷捌きスペースは１台分あるが、7:00～10:00の午前中の時間では、ス
ペース分より多くの貨物車が集まっており、時間帯によってはスペース
待ちを生じている。
・一方、乗用車用のスペースでは、30台分が確保されているが、時間あ
たりに集中する乗用車は駐車スペース１台分にも達しておらず、乗用車
用と貨物車用のスペースでアンバランスが生じている。

附置駐車場の利用のアンバランス

＜運輸事業者に対するヒアリング＞
■誘導対象となり得る貨物車
○駐車施設に入庫して荷捌きを行う可能性がある貨物車は、駐車時間が10～15分以
上の貨物車に限られると見られる。
○大手事業者の場合、ルールが徹底すれば、利用は可能。
■より多くの貨物車を誘導するための工夫
○路上駐車を行っている貨物車を適切に誘導するためには、駐車しやすい施設である
ことの他に、保管スペース（荷捌きスペース）の確保が必要である。
○幅広い事業者への利用を促すには、いつでも利用できる状況にしておく必要があり、
荷捌き目的以外の利用や、１車による長時間利用を防ぐルール作りが重要である。
○利用できる状況にあるのかどうかが、外から（空き状態）確認できるよう、荷捌きス
ペースの満空情報の提供が必要である。
○荷捌き施設の整備だけに留まらず、そこから運搬先までの横持ち通路環境も一体と
なった整備が必要である。

・事業者へのヒアリングから、集約駐車場へ誘導可能な貨物車の設定を行うと、調査対
象ビルへの荷捌き車両のうち、31％が最大で集約駐車場を利用する需要と考えられ
る。
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１箇所のスペースを複数の
貨物車で利用

乗用車用スペース容量：30台
貨物車用スペース容量：１台

【銀座内のある商業ビルの駐車施設の利用台数】
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誘導対象となる可能性が高い貨物車の路上駐車

15分未満の貨物車
の路上駐車
68.3％

15分以上の貨物車
の路上駐車
31.7％



社会実験の実施

共同荷さばき施設

集約建築物

松坂屋別館

チアーズ銀座

ファゼンダビル

田創館

　　　　　　　　　　凡　　　例

　　　　　　　　　パーキングメーター

２台

三原通り

タイムズ銀座

田創館

チアーズ銀座

路外共同荷さばき施設

松坂屋別館

フ
ァ
ゼ
ン
ダ

ビ
ル

取引先（１）

取引先（２）

荷さばきルールの周知 荷さばきルールの周知

携帯電話による
利用状況や予約
システムの導入
実験も行います

これらのパーキングメーターの一部を、
路上荷さばき施設として運用します。

三
原
通
り

パーキングメーター

路上荷さばき施設

■路外共同荷捌き施設利用ルール

（１）時間帯指定によるビルごとの共同荷さばき利用ルール

→時間帯によって利用できるビルを決めて、その範囲内で荷捌きを行う貨物車を優先的
に利用させるルール

（２）フリー時間帯設定（予約制）による利用ルール

→貨物車が利用できる条件は全くなくし、利用したい貨物車がスペースを利用するルール

（３）宅配業者の時間帯指定による荷さばき利用ルール

→大手運輸事業者（宅配事業者）ごとに優先して利用できる時間帯を設定し、利用しても
らうルール

（４）宅配業者の共同デポ利用荷さばき施設利用ルール（荷の集積所としての管理） ⇒この

ルールでは実験はせず

→荷捌き駐車スペースとしてではなく、荷物の仮置き場としても利用してもらうルール（いわ
ゆるヤマト運輸のサテライトのような利用の仕方

■社会実験の日程

平成17年10月24日（月）～11月25日（金）
但し、11月７日（月）～11月11日（金）及び土日祝日除く

■社会実験の実施街区

・短時間の荷さばきを行う場合や、路外共同荷さばき施設を利用する時の待機などに利用。
・一回あたりの利用可能時間は20分以内とする。
・突発的な来訪車両などパスカードを所持していない荷さばき車両については、路外共同
荷さばき施設の余裕を判断し、余裕のない場合は路上荷さばき施設へ誘導する。

■路上荷さばき施設

○ヒアリングで把握した、運輸事業者の要望等を参考に、集約駐車場（路外共同荷捌き施設）の利用ルールを設定した。
○また、実査で把握した原単位をもとに当該街区で必要な集約駐車場内の荷捌き駐車スペース数（路外共同荷捌き施設数）を
設定した。
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再開発ビル
ﾌｪｲｽ

京成船橋駅

再開発ビ

再開発ビル

駅
前
通
り

本町通り

＜調査内容＞
当該自治体では、物流に対する認識は十分でない。そのため、物流現状と地区
（端末）物流メカニズムの把握が可能となる調査を網羅的に実施

・貨物車と乗用車の路上駐車の実態
・貨物車の駐車場所と配送先の実態
・道路上における駐車車両と他の交通（自動車交通や歩行者）の影響の実態
・商店における納品活動の実態
・商店における交通問題や貨物車の問題の認識状況

■船橋駅南口地区における地区物流対策の検討

○施策の方向性

○調査で把握された地区の課題

・船橋駅南口地区では、地区物流に起
因する交通問題（地区物流問題）が
発生している。
・商店の意識としてもまちづくりの問題
として地区物流問題があることは認
識されているが、具体的な検討は、
まだ取られていない。

○地区物流に起因する問題は、ま
ちづくり上の問題とも関連が深い。
○面的整備が遅れており、荷捌き
に適した場所が少ない。
○地元商店の地区物流に対する
問題認識も高いことから、大規模
開発など今後発生する大規模な
空間配置の変更時に地区物流対
策も盛り込んでいく必要性がある。

○地区物流対策の例
・都市計画道路の整備等に合わせた貨
物車ルートの分離
・ルールづくり（タイムシェアリング、共同
配送）による対応
・鉄道高架下の活用（路外荷捌きスペー
スの確保）による対応

・船橋駅南口地区では、平成15年にフェ
イス（再開発ビル）が開業し、平成20年
には京成電鉄の連続立体化工事が終
了予定である。
・地区の物流問題に対する認識が高まれ
ば、鉄道高架下の利用方法の検討など、
地区内の大規模な計画に、地区物流
対策を盛り込んでいく余地がある。

まちづくりの問題の原因

道路構造が狭い道路では、貨物車の
路上荷捌きにより、バスの円滑な運
行にも支障をきたしている。

貨物車の路上駐車の98％が、通過交通
に何らかの影響を与えている街路では、
路上駐車により１車線が走行できないよ
うな状況にある。

【商店における「まちづくりに関する問題の認
識状況」と「その原因」】

ＪＲ船橋駅

・２車線の幹線道路と自動車の走行自
体が難しい細街路で構成された地区
である。
・そのため、貨物車は幹線道路上に駐
車して荷捌きを行うため、地区の交通
への影響が大きい。
・大規模な再開発や鉄道の連続立体
化などが進められ、それに伴うまちづ
くりの検討がある地区である。
・これらのまちづくりに、地区物流も含
めた検討が求められるが、物流実態
を把握する他に、実際に、地区物流
を組み込むことができるか、商店の
意向等を把握した。

○ケーススタディ地区の特徴

4.0%

96.0%

問題なし

まちづくりに関して
問題あり

まちづくりに問題があり、
その原因として貨物車
が半数を占める｢路上
駐車が多い｣や｢貨物車
が多い｣などがあがって
いる。

72

39

30

30

10

7

18

0 25 50 75 100

踏切があるから

路上駐車が多いから

歩きにくい街だから

駐車場が不足しているから

公共交通（バス）が不便だから

大型車（貨物車）が多いから

そ  の  他

（％）

歩行者が多く、狭い歩行
空間では、横持ち搬送に
より歩行者の安全性・回
遊性が阻害されている。

□発生している問題の内容
①荷捌きスペースをもつ事業所は約10％しかなく、また細街路の貨物
車の通行ができないため、貨物車の路上駐車が幹線道路上で発生し
ている。
②幹線道路の路上駐車をするには狭く、貨物車の路上駐車によって通
過交通の円滑性が阻害されている。
③歩行者が多く狭い歩道のところで発生している横持ち搬送の約30％
が歩行者と錯綜している。

◇船橋駅南口地区
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大規模商業施設
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１．地区の交通状況の比較
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■横須賀地区

【自動車交通量】
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【横須賀中央駅周辺地区の調査地点】

■自動車交通量と道路断面構成 ■歩行者通行量

町田地区（歩行者天国）

735 926
1,363

1,916

2,388 2,516
2,600 2,595

2,839
2,584

2,854

0

1,000

2,000

3,000

4,000

８
時
台

９
時
台

1
0
時
台

1
1
時
台

1
2
時
台

1
3
時
台

1
4
時
台

1
5
時
台

1
6
時
台

1
7
時
台

1
8
時
台

歩行者天国実施時間

町田地区（駅前通り）

2173
2437 2531 2393

2816 2975

3548
3123 3163 3204

38243779

0

1000

2000

3000

4000

7
時
台

8
時
台

9
時
台

1
0
時
台

1
1
時
台

1
2
時
台

1
3
時
台

1
4
時
台

1
5
時
台

1
6
時
台

1
7
時
台

1
8
時
台

船橋地区（駅前通り）

町田地区（本町通り）

278 386
689

1036
780

973 896 832 688 700 690 603

0

1000

2000

3000

4000

7
時
台

8
時
台

9
時
台

1
0
時
台

1
1
時
台

1
2
時
台

1
3
時
台

1
4
時
台

1
5
時
台

1
6
時
台

1
7
時
台

1
8
時
台

船橋地区（本町通り）

・裏通りとなる細街路での荷捌き駐車ができないため、貨物車の
路上駐車が幹線道路である駅前通りおよび本町通りで発生する。

・バスや一般乗用車、歩行者もこれらの通りに集中しており、極度
の混在状況が発生している。道路構造が十分なく、

自動車１台の通行が
何とかできるような街
路の地区
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２．貨物車による荷捌き実態の比較

路上駐車場所と荷捌き実態の比較
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【車種別の路上駐車密度（台/100m）】

【車種別の路上駐車構成比(%)】

【貨物車の平均路上駐車時間(分)】

【 横持ち搬送の平均距離(ｍ)】

【貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与える割合(%)】

【貨物車の路上駐車が歩行者に影響を与える割合(%)】

【荷物の横持ち搬送と歩行者の錯綜の発生割合(%)】

貨物車の路上駐車の実態

【船橋地区の貨物車の駐車場所と横持ち実態】 【町田地区の貨物車の駐車場所と横持ち実態】 【横須賀地区の貨物車の駐車場所と横持ち実態】
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※貨物車の路上駐車が通過交通
に影響を与えているとは、路上駐
車があるために、通過交通が減
速したり、車線変更をするなど待
避行動をとった場合に影響がある
としている。

※横持ち搬送が歩行者と錯綜し
ているとは、横持ち搬送と歩行者
が接触しそうになるなどした場合
に錯綜しているとしている。

荷捌き車両の
駐車場所と目的施設

11:00以前

11:00以降

荷捌き車両の
駐車場所と目的施設

11:00以前

11:00以降
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３．貨物車の路上駐車による交通問題の実態

貨物車の路上駐車による通過交通への影響
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■自動車の走行速度に与える貨物車の路上駐車の影響

■貨物車の路上駐車の交通阻害

◎区間別 横持ち搬送時の安全性

【横持ち距離】
【横持ち搬送と歩行者の錯綜の発生率

（歩行者の安全性の低下）】

狭い歩道に歩行者と横持ち搬送が混在するため、歩行者の安全性についても支障をきたして
いる。

このエリアには貨物車が直
接入れないため、横持ち距
離が長くなる

歩行者通行量が、約36,000
人/12時間と多く、店舗へ納
品するためには、歩道を経由
するため、歩行者と横持ち搬
送の錯綜が多くなる。

駅前通りの平日 10時台の歩道の状況駅前通りでは、歩道上が駐輪施設として
利用されており、歩行者、自転車、荷捌き
が混在する。

貨物車が駐車し、通
過交通（バス等）の
円滑性を阻害してい
る。

【駅前通りにおける瞬間貨物車路上駐車台数と
そのうち交通に影響を与えている台数】

【本町通りにおける瞬間貨物車路上駐車台数
とそのうち交通に影響を与えている台数】

・駅前通りでは、京成電鉄の踏切の影響もあり、
平均速度は、3.9km/hとなっている。
・貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与えて
いる割合は午後の時間帯に増加しているが、同
区間の平均速度も14時台に最も遅くなっており、
通過交通の円滑性に貨物車の路上駐車が関
連している可能性がある。

・本町通りでは、道路構造が狭く、貨
物車の路上駐車が発生すると、ほ
ぼ全ての路上駐車が通過交通に影
響を与えており、渋滞の原因となっ
ている。

【 】
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※貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与えているとは、路上駐車があるため
に、通過交通が減速したり、車線変更をするなど待避行動をとった場合に影響が
あるとしている。

※横持ち搬送が歩行者と錯綜しているとは、横持ち搬送と歩行者が接触しそうに
なるなどした場合に錯綜しているとしている。
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【船橋駅南口地区】

【町田駅周辺地区】
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４．商業者の意向
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貨物車による問題が発生していると思っている商店の割合
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○商店の意識としても、まちづくりに関して交通問題があるとほとんどが認識
している。現状では踏切問題が最大であるが、あわせて、路上駐車や歩行
環境についての問題認識も高い。

○貨物車に関する問題も約４割の商店で認識しており、特に路上荷捌きに関
する問題認識が高い。

○例えば、タイムシェアリングに関係する納品時間の変更では、時刻指定な
しも含め７割の荷物が時間変更可能となっている。

■商店のまちづくりに関する意向

【各街区における貨物車の問題が
発生していると答えた商店の割合】

■商店が関与する施策の可能性

時刻指定無し
56%

変更できない
31%

不明
1%

やめても良い
1%

変更可能だ
が時間は指
定する
8%

その他
3%

船橋地区

物流件数
226件

【納品時間変更の可能性】 【輸送の方法の変更の可能性】

輸送条件
無し
57%

何らかの
輸送条件
あり
43%

船橋地区

物流件数
253件
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■物流施策の方向性

・当該地区では、京成電鉄の連続立体化事業のほか、再開発など大規模なまちの改編が計画さ
れており、その中に物流への取り組みを盛り込み、これらの混在を解消していく方法を考えなけ
ればならない。

■物流の問題の発生メカニズム

・面整備がされておらず、幹線道路に乗用車、貨物車、バス、歩行者、自転車が集中

■物流施策の実現化に向けて

・京成線の連続立体化事業や、再開
発事業や都市計画道路の計画等に
あわせて、面開発に荷捌き対策を盛
り込むことが考えられる。

・新しくできたネットワークを活用し、交
通量を分割する方法や、人の交通と
貨物車の動線を分離する方法が考え
られる。

・短期的には、道路利用のルール化な
どを検討し、タイムシェアリングの実
施などにより、混雑時間と貨物の納
品時間を分離していくことも考えられ
る。

〈船橋駅南口地区の課題と検討施策の方向性案〉

【船橋駅南口地区の将来計画】

・脆弱な道路に多くの自動車交通が集中

・多くの歩行者が集中し、また、歩道上に駐輪場があるため、歩行空間が狭い

・貨物車の荷捌きが集中

更
に
状
況
を
悪
化

・また、大規模商業施設などについては、荷捌き施設が附置されていても周辺道路に大量
の貨物車路上駐車が発生し、縦持ちも発生することから駐車時間も長い。荷捌き施設の
附置だけでは、有効に機能できない可能性もある。

■物流の課題把握

○貨物車の路上駐車による自動車のアクセス性の阻害

・駅前通り、本町通りの幹線道路に貨物車の路上荷捌き駐車が集中しており、
本町通りでは貨物車の路上駐車の約95％が通過交通に影響を与えている。
駅前通りでは、貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与える割合が増える
時間帯で走行速度の低下が著しい。

○横持ち搬送による歩行者回遊性の阻害

・歩行者が多い駅前通りでは、一部が駐輪施設として利用されていることから
歩行空間が狭くなっており、そこへ横持ち搬送が混在することによって横持ち
搬送と歩行者の錯綜が発生し、歩行者の安全性が低下している（地区の平均
では14％であるが駅前通りでは29％）。

脇道等は、道路幅が狭く貨
物車の進入や荷捌き駐車
は不可能
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○施策の方向性

・伝統的建造物群保存地区に指定されており、
景観を重視したまちづくりを進めている観光商
業地区である。
・観光客、買物客が集まる他、乗用車やバス等
の交通が発生する地区である。

・観光地の特性を考慮し、平日のほか、休日の
貨物車による路上荷捌き実態を把握するとと
もに、観光客や商店等、複数の主体の認識を
把握することにより、地区物流が観光地や商
業地の魅力に与える影響を把握した。

：歩きにくい場所（来街者の意見）
（主な理由）自動車が多く、通りを自由に横断できない。路上駐車が歩

道にとまっていて歩きにくい。

：自動車を運転しにくい場所（来街者の意見）
（主な理由）路上駐車が多く運転しにくい。歩行者等が車道にはみ出し

ており、運転しにくい。

：路線バスの運行上の問題がある場所（商店の意見）
⇒問題の原因「路上駐車」と回答があった区間。

：路上駐車が歩行者に影響を与えている場所（実測）

○歴史的建築物や商店が沿道に軒を連ねてお
り、道路拡幅等の対策は困難なため、限られ
た空間の中で、貨物車と他の交通を分離する
必要がある。

○地区物流対策の例
・時間的に観光客の集中時間と荷捌き時間を
分離（タイムシェアリング）
・路外荷捌きスペースの確保（既存駐車場の活
用） 等

○調査で把握された地区の課題 【路上荷捌き実態と問題認識(平日)】

路上駐車

・路上駐車が車道を占有してい
るため、対面交通の通過待ちが
発生している

路上駐車

・路上駐車が歩道を占有して
いるため、歩行者が車道に
はみだしている

・車道と歩道の間に

段差があることに

よって、路上駐車

による通過交通へ

の影響が大きく、

乗用車やバスの

円滑な交通が損な

われている。

・「時の鐘」等の観光ス

ポットの集中するエリ

アであるが、路上荷

捌きも多く、荷物の

運搬によって観光客

の快適な歩行が妨

げられている。

・観光客も、歩きにくい、

自動車を運転しにく

いと感じている。

■川越市一番街周辺地区における地区物流対策の検討

○ケーススタディ調査の特徴

＜調査内容＞
様々な主体が集まる地区であり、来街者や商店主、運
輸事業者等から意向を把握した。

・来街者の意向
・貨物車と乗用車の路上駐車の実態
・貨物車の駐車場所と配送先の実態
・道路上における駐車車両と他の交通（自動車交通や歩
行者）の影響の実態
・商店における納品活動の実態
・商店における交通問題や貨物車の問題の認識状況
・運輸事業者からみた地区の問題点

⇒路上駐車が自動車の走行性の

低下を招いている。

⇒路上荷捌きが観光地や商店街とし

ての魅力の低下を招いている。
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蔵造り資料館

４００年近く昔から、城下
町に時を知らせてきた川
越のシンボル。市民に時
を知らせている鐘の音は、
平成８年環境庁（現環境
省）主催の「残したい日本
の音風景百選」に選ばれ
た。

川越まつり会館

寛政４年（１７９２）の建築で、
間口が広く、関東地方の町
屋としても大変古い例に属
し、国の重要文化財に指定
されている。

10.5ｍ

大沢家住宅 時の鐘

主な観光スポット(伝統的建造物） 道路構造と交通量・通行量

【自動車交通量】

【歩行者通行量】

北側区間（Ａ，Ｂ，Ｃ区間） －一番街－

南側区間（Ｅ，Ｆ区間）

蓮馨時
7.5ｍ

1.5ｍ 1.5ｍ

【自動車交通量】

【歩行者通行量】

道路構造と交通量・通行量

主な観光スポット

午後になると、川越駅方面に向かって渋滞が発生。
なお、一番街はメインのバスルートでもある。

300m

川越における主要な観光ルート

１．地区の交通状況の比較（平休比較）
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２．貨物車による荷捌き実態の比較

路上駐車場所と荷捌き実態の比較

【車種別の路上駐車密度（台/100m・8h）】

【車種別の路上駐車構成比(%)】

【貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与える割合(%)】

【貨物車の路上駐車が歩行者に影響を与える割合(%)】

貨物車の路上駐車の実態（平休）

川越

【川越市一番街周辺地区の貨物車の駐車場所と横持ち実態】
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・川越市一番街周辺地区は船橋駅南口地区や横須賀中央駅周辺地区に比
べて路上駐車の発生台数は極端に少ない。

・また、観光地であるため、特に休日で乗用車の割合が高い。

・しかし、貨物車の路上駐車が通過交通へ影響を与える割合は大きく変わら
ず、また、歩行者への影響は68％（平日）と他の地区よりも高い。

・休日の貨物車の路上駐車による通過交通への影響は、平日に比べ、路上
駐車の台数自体が少なくなるが、影響を与える割合は70％と高く、僅かな
台数でも通過交通の阻害要因となっている。

・同様に、同じ駐車車両である乗用車についても通過交通や歩行者通行の
阻害になっている可能性が高い。

※貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与えているとは、路上駐車がある
ために、通過交通が減速したり、車線変更をするなど待避行動をとった場
合に影響があるとしている。

船橋

【船橋地区の貨物車の駐車場所と横持ち実態】

自動車が進入し
にくいエリア

横須賀

【横須賀地区の貨物車の駐車場所と横持ち実態】
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３．貨物車の路上駐車による交通問題の実態

■貨物車の路上駐車による影響と来街者や
商店の問題認識（平日）
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【貨物車の路上荷捌きと横持ち搬送の実態】
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・歩道が整備されていない北側の区間については、貨物車の路上駐車によって歩行者が歩道にはみ出すなど安全性が阻害
されている。これらの地点は、地元商店街の認識としても歩きにくい所として認識されており、来街者でも約３割の人が歩
きにくいと認識している。

・また、北側の区間、南側の区間ともに貨物車の路上駐車によって通過交通の円滑性に影響を与える。
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【貨物車の路上荷捌きと横持ち搬送の実態】
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■貨物車の路上駐車による影響と来街者や
商店の問題認識（休日）

・休日についても、平日と同様に貨物車の路上駐車が歩行者の回遊性、通過交通の円滑性を阻害している状況がみられる。

・特に歩きにくさに関しては、まちづくりとして重要な観光客についても約３割のひとが貨物車の路上駐車によって歩行者の
安全性が阻害されている地点で歩きにくいと感じており、まちづくりとしても大きな問題となっている。
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【ケーススタディ地区の路上駐車密度】

【ケーススタディ地区の路上駐車で、通過交通へ影響を与えている台数の割合】

【ケーススタディ地区の通過交通に影響を
与えている路上駐車の密度】

通過交通へ影響を与えている貨物車の台数（平日）

観光客のまちに対するイメージ

○観光客の約３割が、当初のイメージと異なったとし ており、

その理由としては、路上駐車や自動車が多い、風情がない

（建物の周りの雰囲気が異なる）などがあがっている。

○貨物車についても路上駐車を行っていることや貨物車の集中

自体が建物の雰囲気と異なる原因でもあることが考えられ、

貨物車がまちのイメージを悪くしている要因のひとつに

なっていると考えられる。
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・川越市一番街周辺地区は北側区間、南側区間とも、同様な平面側の商店街をもつ横須賀中央駅周辺地区、船橋
駅南口地区に比べて、貨物車の路上駐車は少なく100mあたりの駐車密度でも２～３倍の差が生じている。

・一方、貨物車の路上駐車が通過交通へ影響を与えている台数の割合では、道路空間が狭いこともあり、横須賀中
央駅周辺地区に比べると高くなっている。

・例えば、横須賀中央駅周辺地区と比べると貨物車の路上駐車の密度では、３倍の差が生じているが、通過交通に
影響を与えている貨物車の路上駐車の密度でみると、その差は1.7倍となっている。

・この様に単に貨物車の路上駐車台数の把握ではなく、他の交通との関連から問題認識をしなければ、地区（端末）
物流の問題をみすごす可能性もある。

イメージ通りであった
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イメージと違った
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【観光客のまちに対する

イメージの相違】

【観光客がまちのイメージと
違ったと回答した理由】
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伝統的建造物
群保存地域

■物流施策の方向性
・伝統的建造物群保存地区では、建物の保存のため、道路拡張など道路容量を増や
す対策が実施できない地区である。
・当地区では路上荷捌き駐車が発生すると通過車両にも歩行者にも影響を与えること
から、原則的には路上荷捌きを路外へ誘導することが求められる。
・現実的には場所がないなどの理由から、路上荷捌きを観光客が少ない時間帯に限
定するなどの路側利用のルール化（タイムシェアリング）等も考えられる。
・また、周辺の道路ネットワークの整備とあわせ、自動車の流入規制等（一方通行含
む）を検討する場合は、貨物車も含めた空間の再配分の検討が望まれる。
・さらに、まちの雰囲気にあわせた輸送方法(例えば、飛脚の格好をした人による輸送
など)など、まちづくりにあった方法の検討も考えられる。

＜川越市一番街周辺地区における解析結果＞
■物流の課題把握

○貨物車の路上駐車による歩行者の回遊性の阻害

・貨物車の路上駐車台数は少ない地区であるが、歩行者が多いこと、歩道が整備さ
れていないことなどから貨物車の路上駐車の57％が、歩行者の通行に影響を与
えている。

・特に歩道が整備されていない北側の区間において、貨物車の路上駐車が原因と
なって歩行者が車道にはみ出るなどの安全性の問題が発生している。これらは、
商店、来街者ともに歩きにくいと感じている場所となっている。

○貨物車の路上駐車による自動車のアクセス性の阻害

・通過交通に影響を与えている貨物車の路上駐車の割合は40％となっており、貨物
車の路上駐車によって自動車のアクセス性が阻害されている。

・車道幅が約7.5ｍ程度の南側の区間だけでなく、北側の区間でも問題が発生して
いる。これらの地点は、自動車の運転手が運転しにくいと感じている場所とも共通
しており、貨物車の路上駐車がまちの魅力に影響を与えている。

○貨物車がまちのイメージに与える影響

・観光客を中心に、当初、抱いていたまちのイメージと異なる印象をもっている来街
者は30％に達しており、その理由として路上駐車や自動車の交通量が多いことな
どが挙げられている。

あり
40%なし

60%

あり
57%

なし
43%

【通過交通に影響がある貨物
車の路上駐車台数の割合】

【歩行者の通行に影響がある貨物車
の路上駐車台数の割合】

■物流施策の実現化に向けて
・月極駐車場や時間貸し駐車場を活用し、路外荷捌きスペースとして確保することが
重要。
・納品時間を観光客が少ない時間帯に限定するなど地域ルールの確立が必要。
・まちの雰囲気にあわせた取り組みができるように地元商店街、輸送者、駐車場所有
者、行政等が一体となった取組体制の確立が必要。
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【川越市一番街周辺地区に対するイメージが
異なっていた理由】 （％）

：歩きにくい場所（来街者の意見）
（主な理由）自動車が多く、通りを自由に横断できない。路上駐車が歩道

にとまっていて歩きにくい。

：自動車を運転しにくい場所（来街者の意見）
（主な理由）路上駐車が多く運転しにくい。歩行者等が車道にはみ出し

ており、運転しにくい。

：路線バスの運行上の問題がある場所（商店の意見）
⇒問題の原因「路上駐車」と回答があった区間。

：路上駐車が歩行者に影響を与えている場所（実測）

【 】 その他 
●： 目的施設

←：  路上駐車からの
     荷物の運搬状況

【 】 路上駐車 
：□ 駐車中の通過交通への影響あり
：○ 駐車中の通過交通への影響なし

　■●： 路上　　　　　　　 ■●： 片側歩道乗り上げ
■●： （ ） 路上 二重 　　 ■●： （ ） 歩道上駐車 余裕無し 

路上荷捌き
状況につい

ての凡例



○ケーススタディ地区の特徴
・既にある程度、インフラ整備が整ってお
り、より質の高いまちを目指している地
区である。
・具体的に、中心市街地活性化基本計画
などまちづくりの検討がある地区である。
・これらのまちづくりに、地区物流も含め
た検討が求められるが、まだ、具体的な
地区物流への検討はされていない。
・そのため、地区物流の実態を把握し、具
体的にどのような問題が発生している
か確認した。

○調査で把握された地区の課題

◇横須賀中央駅周辺地区

・横須賀中央駅周辺地区では、地区
物流に起因する交通問題（地区物流
問題）が発生している。

・当地区では、今後、中
心市街地活性化計画
を進める予定である
が、計画策定には、ま
ちづくりに対する地元
（商店会等）からの機
運の向上が重要であ
ると認識している。
・今後、総合的なまちづ
くりの計画がある場合
は、物流についても計
画に盛り込み、総合的
に取り組んでいく余地
があるものと考えられ
る。

【横須賀中央駅周辺地区における
地区物流問題発生ポイント】

①周辺の商店には、
路外荷捌き施設
が無く、路上で荷
捌きが行われ、
貨物車の路上駐
車の８割が通過
交通に影響を与
えている。

②横持ち搬送が発
生しており、歩行
者等と錯綜を起
こしている。

②ほとんどの横
持ち搬送が歩
道で行われ、
横持ち搬送の
約３割が歩行
者と錯綜して
いる。

１時間あたりの平均貨物車
路上駐車密度

10.4

5.0

0

5

10

15

当
該
区
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対
象
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■横須賀中央駅周辺地区における地区物流対策の検討

□発生している問題の内容
①荷捌きスペースをもつ事業所は約10％しかないため、貨物
車の路上駐車が発生し、通過交通の円滑性を阻害している。
②貨物車から商店への横持ち搬送が発生し、歩行者が滞留す
る場所では、横持ち搬送の約30％が歩行者と錯綜している。
③貨物車の路上駐車が特定箇所に集中し、路側を占拠してい
る。

③地区内の25％の
貨物車の路上駐
車が集中し、常に
路側帯を貨物車
が占拠している。

○施策の方向性

○地区物流に起因する問題は、まち
づくり上の問題とも関連が深い。
○より良いまちを目指していくために
は、地区物流対策も含めて、総合
的なまちづくり（例えば、中心市街
地の活性化計画など）を進める必
要がある。

○地区物流対策の例
・ルールづくり（路上荷捌きスペース
の確保、タイムシェアリング、共同配
送）による対応
・時間貸し駐車場を活用した路外荷
捌きスペースの確保による対応
等が考えられる。

（台/100m）

※貨物車の路上駐車が通過交通に影響を与えている
とは、路上駐車があるために、通過交通が減速したり、
車線変更をするなど待避行動をとった場合に影響があ
るとしている

※横持ち搬送が歩行者と錯綜しているとは、横持ち搬
送と歩行者が接触しそうになるなどした場合に錯綜し
ているとしている。

＜調査内容＞
・中央大通りと千日通りにおける貨物
車と乗用車の路上駐車の実態
・貨物車の駐車場所と配送先の実態
・商店における荷物の納品実態
・荷物の納入における条件

凡例

商業集積地

大規模店舗

至 京浜急行 横須賀中央駅
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断面交通量<若松町>
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横須賀中央駅方面行き

百貨店方面行き

注）16時台は30分間の値のため２倍に補正

（台）

１．横須賀中央駅周辺地区の交通状況（歩行者交通、周辺街路の自動車交通）

完全モール化された商店街がある 裏通りは一方通行のコミュニティ道路として整備

表通り、裏通りとも駐車禁止
区間

路側帯は1ｍ、但し中央部に安全帯がある

最大：18.75m
車道、歩道とも中心市街地整備計画
（S60）に基づきゆったりと整備されてい
る

①地区の交通状況
国道16号が地区の外縁部にあり、通過
交通の流入は少ないと考えられる。

断面交通量<さいか屋>
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約1,800台／７時間

約2,600人／７時間

約25,800人／９時間(両側計）

凡例

商業集積地

大規模店舗

バス停・タクシー乗場

一方通行

【断面交通量・自動車（百貨店付近）】

【断面交通量・自動車（若松町交差点付近）】

【断面交通量・歩行者（百貨店付近）】

【断面交通量・歩行者（若松交差点付近）】

約7,300台／９時間
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（２）地区物流実態

①地区の駐車実態

・10時までに荷捌きを済ませるとする「取り決め」があるが、
実際には10時前に地区内で路上駐車をはじめる貨物車は、
全体の約２割程に留まっている。

・貨物車の駐車開始時間と商店の営業開始時間のピークは
ともに10時台になっている。

・納品時間のピークも10時台であるが、午後の時間帯は納
品の構成比より多くの貨物車が地区で路上駐車をしている。

バス停やタクシー乗り場がある場所では、路上荷捌きはされにくい。
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【区間別 車種別 駐車密度（台／100ｍ）】

【区間別 車種別 駐車台数】

地区計

商店に附帯する荷
捌き施設がある

11％

事業所
数

221箇所

商店に附帯する荷
捌き施設はない

89％

【附帯する荷捌き施設をもつ商店等の割合】

【貨物車の路上駐車時間】

荷捌き施設を
もつ商店等の
割合は11％で
あり、多くの貨
物車が路上で
荷捌きを行っ
ているとみら
れる。

5分未満の路上駐車の割合は
36％で、30分以上の路上駐車
の割合は9％である。

～５分
35%

～10分
25%

～15分
14%

～20分
9%

～40分
3%

～30分
9%

～５分

～10分

～15分

～20分

～30分

～40分

～50分

～60分

～90分

～120分

120分以上

平均駐
車時間
13分

車種別　駐車開始時間帯別　駐車構成比

9%

12%

14%

10%
11% 11%

9% 9%

8% 7%

5%
6%

13%
14%

14%

11% 11%

8%

10%

7%7%

9%

13%
12%

13%

11%
10%

9% 9%

7%

0%

4%

8%

12%

16%

8
時
台

9
時
台

1
0
時
台

1
1
時
台

1
2
時
台

1
3
時
台

1
4
時
台

1
5
時
台

1
6
時
台

1
7
時
台

貨物車 乗用車 合計

【車種別駐車開始時間帯別駐車構成比】

凡 例
貨物車の停車位置

横持ち搬送

歩行者と錯綜のあった
横持ち搬送

バス停・タクシー乗場
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②中央通りにおける駐停車の実態と貨物車の路上駐車が通過交通へ与える影響

○交通量に比べ、道路の車道幅員が広くなっており、貨物車の路上駐車が他の交通
に影響を与えている割合は約30％となっている。

○しかし、バス停が集中する③、⑧、⑨区間では、バスの発進時の大きく頭を振らせ
ることとなる駐車等が見られるなどの阻害状況がみられる。

○⑯区間は、商業ビルの裏側にあたり、大型貨物車の駐車も多く見られ、通過交通
への阻害も発生している。

0

3 3 4

1 1 1 1 2

5 4

1 1

4

1
0

4 3
2
4
2 2
3
1 1 1 1

0

3
1
00

2 1 1
0
1
0
1
0

3 3

0
1
3

0 0
2
3

0
2 1 2

3
1
0 0 0 0

2 1
0

0

5

10

15

20

8
:0
0

10
:0
0

12
:0
0

14
:0
0

16
:0
0

18
:0
0

貨物車の駐車台数 交通に影響のある貨物車の路上駐車台数

①、②、⑧区間

貨物車の路上駐車により、バスの
円滑な走行が阻害されている。
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③、⑨区間
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⑯　区間

大型貨物車の駐車が常にみられ、通
過交通への阻害が発生している。

【貨物車の瞬間駐車台数（20分毎）とそのうち通過
交通に影響を与えた貨物車の路上駐車台数】
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横須賀中央駅周辺地区　計

阻害無し
73%

阻害有り
27%

横須賀中央駅
周辺地区

貨物車路上駐車
台数
653台

地区全体では、通過交通に影響
を与えている貨物車の路上駐車
は約30％となっている。

バス停のあるこの区間では、バス
の寄りつく際や発進する際にバス
停前後に駐車している貨物車が円
滑な走行を妨げている状況がみら
れ、この区間では、阻害率が約
80％に達する。
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路上駐車は多いが右折レーンがあり、
通過車両へ与える影響は少ない。

右折レーン



横断歩道の歩行者集中ポイント

④横持ち搬送と歩行者との錯綜状況

・横須賀中央駅地区は全ての街路で歩道が
整備されている。また、中央通りでは、約3.5
ｍの歩道幅員が確保されている。
・但し、歩行者が多い駅前や横断歩道等の歩
行者密度が高くなるところでは、約３割の横
持ち搬送で錯綜が起きている。

15ｍ3.5ｍ 3.5ｍ

中央通りの標準的な道路断面

錯綜発生率
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幅員が広い中央大通りの歩道

【貨物車の駐車区間別横持ち搬送と歩行者の錯綜発生率】
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〈横須賀中央駅周辺地区の課題と検討施策の方向性案〉

■物流の課題把握

○貨物車の路上駐車による自動車のアクセス性の阻害

・バス停がある①、②、③、⑧、⑨区間では、バス停前後に駐車している
貨物車がバスのバス停への寄りつきを邪魔しているものとみられ、こ
れらの場所では、通過交通へ影響のある貨物車の路上駐車の割合が
約80％を超えている（横須賀中央駅周辺地区平均は約30％）。

○横持ち搬送による歩行者の回遊性の阻害

・人が多い駅前や横断歩道等では、横持ち搬送と歩行者の錯綜がみら
れる歩行者の安全性が低下している（地区の平均では、8％であるが、
⑥、⑫、⑬区間周辺や⑧区間などでは30％を超える）。

○その他の問題

・朝10時までに搬入を済ませるという商店街の取り決めがあるが、実際
には、10時以降にも多くの貨物車が路上駐車し、納品を行っている。

■物流施策の方向性

・路外に荷捌きできる場所が少なく、荷捌きが合法的に行える荷捌き駐
車スペースの確保が必要。

・自動車のアクセス性の阻害や歩行者の回遊性の阻害は、どの時間帯
でも発生している。断面交通量に関しては、時間帯別に増減は見られ
ないが、歩行者等は11時台頃から急激に増えるなどの特徴もある。そ
のため、タイムシェアリングなどにより、他の交通主体が集中してくる時
間帯を避ける工夫が有効と考えられる。

■物流施策の実現化に向けて

・取り決めである10時前納品を、地区のルールとして実効性のあるもの
とする取り組みが必要。

・時間貸し駐車場など既存駐車スペースの荷捌きスペースとしての活用
が必要。

時刻指定なし
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【事業所アンケートによる納品時間帯別の
納品時間が変更できる割合】
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参考資料４ 既存社会実験等の事例 
 

事例①：渋谷地区端末物流対策アンド駐車マネジメント複合的実験・スムーズシブヤ（社会実験）  

～渋谷駅周辺地区～ 

事例②：自転車走行空間創出のための路上荷捌きの路外転換実験（社会実験）  

～石神井公園駅前地区～ 

事例③：共同荷捌き専用スペースの確保（本格実施） ～柏駅東口地区～ 

事例④：丸の内地区物流ＴＤＭ実証実験（社会実験） ～丸の内地区～ 

事例⑤：吉祥寺駅北口荷捌駐車対策モデル実験（社会実験） ～吉祥寺駅北口地区～ 

事例⑥：昭和通り上野周辺地区（社会実験） ～台東区～ 

事例⑦：都心荷捌きシステム複合実験（社会実験） ～札幌市～ 

事例⑧：金沢市の都市荷捌き駐車場の整備（都市内物流効率化に対する施策） ～金沢市片町～ 

事例⑨：元町商店街共同配送（本格実施） ～横浜市元町地区～ 

事例⑩：日本橋トラックタイムプラン（本格実施） ～日本橋横山町繊維問屋街地区～ 

事例⑪：福岡天神地区共同配送（本格実施） ～福岡天神地区～ 

事例⑫：秋葉原電気街地区ＴＤＭ実証実験（社会実験） ～秋葉原電気街地区～ 

 

 



 

 
 
 

（１）物流対策の概要 

【目的】 

路上駐車対策、路上荷捌き貨物車の秩序確立を柱として、道路交通渋滞の緩和、安全な歩行者空間の確保を

目標に、施策の有効性、効果、永続性を検証し、将来に亘る効果的な施策につなげることを目的とする。 
 
【実施期間】 

平成 12年 10月 10日（火）~11月 30日（木）の土、日、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで。 
 
【実施主体】 

渋谷地区交通需要マネジメント社会実験推進協議会（東京都、警視庁、国土交通省、渋谷区） 
 
【実施内容】 

①荷捌きスペースの確保による物流のスムーズ化 

・荷捌きの積み下ろしのための無料の荷捌きスペースを設置し、路上での荷捌き駐車を誘導する社会実験を行

った。 

・利用時間のルールを定め、路上に設けられたスペース（69 台分）では 15 分以内、周辺の駐車場などを利用

した専用スペース（19 台分）では 30 分以内を目標とした。 

 

②駐車場への案内・誘導による、路上駐車の削減 

・路上駐車を削減するため、市街および周辺駐車場への看板・誘導員による案内・誘導を実施した。 

・インターネットによる満空情報の提供や、主要駐車場で 20 分以内無料開放を行い、スムーズに駐車場を利

用できるような体制をつくった。 

 

③連絡バスの運行による周辺駐車場の積極利用 

・中心部への自動車の流入を防ぐため、混雑の少ない周辺部への駐車を促進した。その際、周辺部から中心部

への移動手段として連絡バスを運行した。 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

 渋谷駅周辺の地域では、大規模商業施設や小規模小売店が混在し、多くの来街者や物が集中している。それ

に伴い、自家用車や荷捌き車が集中し、路上駐車等によって交通の円滑化が妨げられている。 
○地区へのアクセス性の低下 
・自動車の発集量が多いことから､道路混雑が発生しバス等の公共交通をはじめ､自動車のアクセス性が低下し

ている。（貨物車の発生による問題） 
・貨物車などの路上駐車により道路容量が低下し、道路混雑が発生している。（路上駐車の発生による問題） 
○地区内のたまり機能の低下 
・地区周辺の駐車場の利用率が低く、たまり機能が十分に発揮されていない。 
・荷捌き施設を持つ商店が少なく、貨物車の路上荷捌きを誘発している。（路上駐車の発生による問題） 
○地区内の回遊性・移動性の低下 
・自転車やオートバイが歩道上にあり、歩行者空間を狭めている。 
・荷捌き場所が無いことから、遠い場所からの横持ち搬送が発生し、歩行者との輻輳などを起こしている。（路

上駐車の発生による問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事例①：渋谷地区端末物流対策アンド駐車マネジメント複合的実験・スムーズシブヤ（社会実験） ～渋谷駅周辺地区～ 

図 物流対策実施地区 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

 渋谷地区では、貨物車の路上駐車が一因となり、道路容量が低下し、交通混雑が発生している。貨物車によ

るこれらの現象は、荷捌き車両の停車スペースがないことが 1つの原因である。このことから、荷捌き車を適
正な場所で荷捌きさせるための施策として、「路外荷捌きスペース（30 分以内での利用を目処）」「路上荷捌き
スペース（15分以内での利用を目処）」を確保する施策を選定した。 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

データ①：路上荷捌きスペースの利用時間   データ②：駐車場利用台数 

・ピークとなる 15時台に、約 120台（約 1割）増加した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【物流対策の評価】 

指標①：路上駐車台数              指標②：旅行速度 

・ピーク時の路上駐車が約 3割減少した。     ・両側駐車などの路上駐車が解消された井の頭通りや公
園通りでは、交通がスムーズになり、速度が 5～8km/h
向上した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標③：平均搬送距離 

・貨物車の駐車場所からの平均搬送距離が約 1割減少し、物
流の効率化も見られた。（44mから 39mに減少） 

 
 
指標④：物流事業者の意向 

・物流事業者の約 7割が施策の本格実施を希望した。 
 
 
 
 
 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

【社会実験時】 

・荷捌き駐車時間の上限（路上 15 分、路外 30 分）は、物流事業者や地元が参加している協議会にて合意を得

て設定。 

・実験期間中は、調査対象地区の駐車禁止規制を一時解除。路上に荷捌きスペースを設置し、荷捌きスペース

のみ駐車可能とした。（ただし、交差点 5ｍ以内、消火栓前等の駐停車規制は残した） 

・国土交通賞の社会実験制度を活用。 

 

【本格実施時】 

・社会実験の結果から、対象地域において早急に実施可能な施策は実施、検討が不足している施策は継続実験、

需要が見込まれない施策は打ち切り等の取捨選択を行った。 
・実験当初より住民懇談会を実施し、地元との連携を図った。実験後に住民懇談会等での検討を踏まえ荷捌き

スペースが整備された。 
・社会実験により、施策の効果を住民が目の当たりにし、地元が立ち上がった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：東京都ホームページ（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/cpproject/traffic/16_17_31/toshishisetsu16.htm） 

都市内物流効率化に向けて 各地の先駆的取り組み事例 国土交通省貨物流通施設課（平成 13 年３月） 

  

○路上駐車の発生による問題 

⇒路上荷捌き施設の整備 
 ・幹線道路上で道路断面構成を見直し(車線幅の見直し)、荷捌きスペースを確保 
 ・パーキングメーターを荷捌き用に変更 
⇒路外荷捌き施設の整備 
・既存駐車場を利用した路外荷捌きスペースを確保 

○合意形成上の問題 

 ・物流対策は輸送する者、荷を受ける者の協力が無ければ実施が出来ない。まちづくりとして必

要であることが説得できることが重要。 
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図 路上荷捌きスペースの利用時間構成 

図 駐車場利用台数 

図 路上駐車台数 図 旅行速度の改善 

図 平均横持ち搬送距離の改善 

図 物流事業者の荷捌きスペースに対する意向 



 

 
 
 

（１）物流対策の概要 

【目的】 

自転車走行空間等の道路機能の再構築と道路交通の円滑化を図るための方策として、荷捌き車両の路外駐車

場への転換を核に、自転車走行環境の創出・利用環境の向上などを実験として試行し、その実現可能性や課題、

効果を把握することを目的とする。 
 
【実施期間】 

平成 14年 1月 21日～3月 20日 
 
【実施主体】 

自転車走行空間創出のための路上荷捌き路外転換実験」協議会（学識経験者、地元商店会、地元町会、地元ま

ちづくり団体、自動車販売等の業界団体、東京都物流団体、運輸業者、国土交通省、警視庁、東京都、練馬区） 
 
【実施内容】 

①ポケットローディング 

・路上荷捌き貨物車を対象に、駐車管理装置等を含むポケットローディングへの誘導を行う社会実験を実施し

た。 
・ポケットローディングは 6箇所設置した。 
・パケット通信網によりネットワーク化を図り、配送ドライバーに対し、リアルタイムな各ポケットローディ

ングの利用状況の提供やポケットローディング自動予約システム等の利用を実現した。 
・事前にポケットローディング利用者に対して、ポケットローディングを利用するための IC カードを配布し
た。 

 
②自転車走行空間の創出 

・物流車を路上から路外に誘導することにより捻出した道路空間を、自転車専用レーンとして運用を行った。

自転車専用レーンは、マーキングおよびポストコーン等を置き確保した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

①地区でのまちづくりの取り組み 
・ 地球規模で NO２、CO２などの環境改善が求められ中、練馬区においては公共交通の利用促進や自転車を利
用したまちづくりなどに取り組んできた。 

②当該地区における主要な取り組み 
・ 練馬区自転車利用総合計画 
都市計画道路化の遅れによる交通不便を補完し、あわせて環境にやさしい交通手段として自転車を主要な都

市交通の一つとして位置づけ「コミュニティサイクルシステム」及びそのための「レンタサイクルシステム」を導入 
・ 駐車施設整備基本計画 
総合的な駐車対策及び駐車施設の計画的な整備促進を目的に据え、荷捌き駐車施設の整備促進対策等を位

置づけている。 
③物流・交通問題 
○地区へのアクセス性の低下 

・狭あいな道路に多種多様な交通が流れ込み輻輳問題を生じている。 
・平日・休日とも貨物車の路上駐車が発生し、狭あいな道路であることからバス交通や自転車交通の円

滑性を阻害している。（路上駐車の発生による問題） 
○地区内の回遊性・移動性の低下 

・自転車を優先したまちを目指しているが､路側に路上駐車が発生しており､自転車の回遊性等を阻害している｡

(路上駐車の発生による問題) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例②：自転車走行空間創出のための路上荷捌きの路外転換実験（社会実験） ～石神井公園駅前地区～ 

図 ポケット・ローディングの設置状況 図 ポケットローディングの利用状況 図 物流対策実施地区 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

石神井公園駅周辺地区において、従前より「練馬区自転車利用総合計画（平１２．５）の予定」「路上荷捌

き車両の路外転換施設を利用した地域交通の改善」などの施設を中心に取り組んできた。特に物流の荷捌き対

策によって自転車走行空間の確保など、地区交通のアクセス性や回遊性の向上を図るため選定した。 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

データ①：ポケットローディングの利用状況 

・ポケットローディングは、荷捌き利用が 59日間、6箇所合計で 1,167台、日平均 19.8台、一般利用を含め
ると同 1,345台、31.3台／日の利用。 

 
【物流対策の評価】 

指標①：路上駐車台数 

・平均 31.3台／日を、路上から路外のポケッ
トローディング（6箇所に設置）へ誘導 
・ポケットローディング利用により荷捌き路

上駐車の台数、時間とも 10％ほどが路外に
転換（利用率の高い 2 箇所で比較）し、長
時間路上駐車が減少するなど道路環境の改

善に寄与。道路が狭あいで荷捌き需要が高

い地区でのシステム導入の有効性が示され

た。一方、主要道路からのアクセス性等に

より駐車場ごとに利用状況の格差があった。 
 
指標②：自転車走行台数 

・ルールに従い左側通行した自転車の割合は

下り（公園方向）で最大約 10％増加、実験
を認知していた利用者（35％）では過半数
がほぼ毎回走行空間を利用するなど一定の

成果。 
 
 

指標②：物流事業者の意向 

・利用者の 4割は 3回以上のリピーターで、事故や他交通
への影響回避など安全性確保を評価、7割以上が事業化
を要望と好評。 

 
 
 
 
 
 
 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

 社会実験等において、何故、路上荷捌きを削減するのか、削減することによって地区にどのようなメリット

が生じるのかを明確にすることによって対策への理解を深めることが重要である。 
 当該地区では、バスの円滑性と区の方針である自転車を活用したまちづくりに寄与できる。自転車走行空間

の確保のためとしたことにより、地区の住民や商店から賛同を得て実験実施に至れたと考えられている。 
 また、既存の商店街では路外に専用スペースを確保することは難しいが一時貸し駐車場の他、私有地の空き

スペースについて金銭的な負担がないこと、今までの利用者に影響がないことを個別に説明することで空間の

確保が図れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：国土交通省道路局ホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/demopro/result/h13/nerima.html） 

平成 13 年度 社会実験 自転車走行空間創出のための路上荷捌き路外転換実験報告書（練馬区、国土交

通省（平成 14 年） 

 
 

ポケット・ローディングの利用価値について
（ポケットローディング利用者アンケート）
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図 荷捌き場所別 駐車車両台数 

図 荷捌き場所別 駐車延べ時間 

図 ポケットローディングシステムに
対する利用者の意向 

○合意形成上の問題 

 ・貨物車の駐車位置となる空間の確保方法として地権者との合意形成が重要である。地権者の不利

益にならないことを示すことが重要。 
○コスト上の問題 

 ・継続的な運用には、地権者と利用者間のコスト意識や費用負担上の問題がある。 

○路上駐車の発生による問題 

⇒路外荷捌き施設の整備 
・既存駐車場を利用した路外荷捌きスペースを確保 
⇒情報化によるうろつき交通の削減 
 ・ポケットローディングシステムの導入 
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（１）物流対策の概要 

【目的】 

JR柏駅前地区における円滑な交通流の確保を目的として実施 
 
【実施期間】 

平成 15年 9月 11日（木）～ （月曜日から土曜日（祝日を除く）、9:00～17:00） 
 
【実施主体】 

柏市 
 
【実施内容】 

○路上荷捌きスペースの整備 

・スカイプラザ裏に共同で使用できる路上荷捌きスペースを設置。 

・荷捌き以外の車両が利用しないように、誘導員を設置。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・事前に実施した社会実験では既存の一時貸し駐車場内や私有地の空きスペース等にも路外荷捌きスペースを

設置。 
・また、事前の試算では設置した荷捌きスペースだけではピーク時間に対応できない危険性もあり、商店に対

し実験開始時間前（10:00まで）の納品を依頼した。 
 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

同地区周辺を含め駐車場や整備地区に定め地区の外側に公共駐車場を整備している。同地区のメインロード

である駅前通りには休日に歩行者天国が実施され、路線バスが駅前まで進入できないなどの問題をかかえてい

る。また平日においても集中する自動車交通や路上駐車、又、違法駐輪等により交通環境が悪化している。 
同地区は柏市の玄関口であることもあり、人が回遊しやすいまちを目指し、総合的な交通対策を実施すること

になった。その中で路上荷捌きスペースは、歩行者空間の拡大のため、一般車両の駐車場への誘導と共に路上

駐車車両の受け皿対策として必要となった。 
○地区へのアクセス性の低下 
・地区の交通混雑や交通規制によって、バス等の公共交通の利便性が低下している。 
・交通混雑の要因として、地区での発生集中交通量が多いこと、路上駐車や駐車場の入庫待ち行列によ

る道路容量の低下などがあげられる。 
○地区内の回遊性・移動性の低下 
・駅前通りでは、常に路上駐車が発生し、シンボルロードとしての機能が景観的・環境的に低下してい

る｡(路上駐車の発生による問題) 
・また、歩道上には専有物が多く歩行者の回遊性等を低下させている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例③：共同荷捌き専用スペースの確保（本格実施） ～柏駅東口地区～ 

変

更 

柏　　駅

●駅前通の歩道拡幅実験
●駐輪方法の工夫
●バスの駅乗入れ実験

タクシープールの
場所変更実験

●スクランブル交差点
●交差点での通行方向の誘導

駐車場案内実験

駐車場案内実験

１ヶ所

５ヶ所

３ヶ所

２ヶ所 共同荷さばき実験

柏　　駅

●駅前通の歩道拡幅実験
●駐輪方法の工夫
●バスの駅乗入れ実験

タクシープールの
場所変更実験
タクシープールの
場所変更実験

●スクランブル交差点
●交差点での通行方向の誘導
●スクランブル交差点
●交差点での通行方向の誘導

駐車場案内実験

駐車場案内実験

駐車場案内実験

駐車場案内実験

駐車場案内実験

駐車場案内実験

１ヶ所

５ヶ所

３ヶ所

２ヶ所 共同荷さばき実験

１ヶ所

５ヶ所

１ヶ所

５ヶ所

３ヶ所

２ヶ所 共同荷さばき実験

３ヶ所

２ヶ所

３ヶ所

２ヶ所 共同荷さばき実験

図 物流対策実施地区（社会実験時） 

共同荷捌き帯 

共同荷捌きスペース（本格実施）

（スカイプラザ裏） 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

もともと、市では路上荷捌きに対しても問題認識が高かったが、市民や商店からの意見では喫緊の対応の必要

性は低いと判断された。 
 しかしながら、総合的な交通対策を検討していく中で限られた道路空間を改めて効率的に利用していくこと

を考える際、無視できない存在であることが認識され路上荷捌きに対する対策を含めて検討することとなった。 
 具体的には路外へ誘導することを前提として施策を検討したが適当な空間が見当たらず、路上空間の活用を

含めて物流施策を選定した。 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価（H11 社会実験時） 

【把握したデータ】 

データ①：利用時間階層別の共同荷捌き施設利用割合 

・共同荷捌き施設を利用する割合は、荷捌き時間が長い車

両ほど高くなっており、運転者にとっては安心して荷捌

きができる環境が提供された。 
 
データ②：アイドリングストップ実施割合 
・共同荷捌きを利用した場合の方が、アイドリングストッ

プを実施する割合が、10ポイント高い。 
 
【物流対策の評価】 

指標①：自動車交通量 

・パークアンドライドや駐車場の利用促進等、実験施

策の複合的な効果により、地区への流入交通量が

8.6％削減。 
・特に混雑のひどかったサンサン通りでは 13％の交
通量が削減。 
指標②：二酸化炭素（CO2）排出量 

・地区内で約４時間（延べ）の貨物車アイドリング時間が減少した。CO2に換算すると 1,740g（炭素換算） 
指標③：市民の意向 
・共同荷捌きスペースの設置について、市民へのアンケートの結果、87.8%が「大変良い」または「良い」と
答えている。 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

【合意形成】 

・地区に対する問題認識の段階から市民を交えた意見交換を行い、誰がどんなことを問題と認識しているのか

立場を越えて理解する場を確保した。そのため、各施策に対する関連主体の意向が理解できたことにより、

合意が得やすい状況が創出できた。 
・商店街、業界（トラック協会等）や地元警察の協力が得られたこと。（社会実験で施策の有用性が示せたこ

とにより、各方面の協力が得られたと考えられる） 
 
【施設整備】 

・ 荷捌き帯の設置にあたっては、道路改良を行わずに道路標示の変更のみで対応。 
 
○ 路外荷捌きスペース 

・ 実験では一時貸し駐車場のスペースを実験費から確保したが、実施段階では利用者が支払うこととなる。 
・ 特に乗用車の利用が多い駐車場では貨物車用スペースを確保することで乗用車が利用できるスペースが減

少することに伴う収入減に対して協力が得られなかった。 

・ また、私有地についてもイベント的な使用では協力を得られたが、継続的な利用では空き空間の管理等に

ついて協力が得られなかった。 

・ 路上スペースについては、当初、貨物車の荷捌き利用を担保するために、警備員の常駐等による管理を警

察から求められた。その後、断続的に実験を続け、荷捌きで利用が満たされるのは午前中に限られること、

継続的な実験の実施により認知度が高まったこと、地元の商店街から好意的に協力が得られたこと等によ

り実施に至った。 

・ 現在は市の安全安心まちづくり条例等に伴う交通指導員を誘導員として活用し、継続している。 

・ なお、実験時の施策である以下の方策についても実現化に至っている。 

・スクランブル交差点の実施 
・タクシープールの遠隔化 

 
 
 
 
 
 
 
 
資料：柏駅東口地区交通円滑化方策検討調査 資料（平成 11 年） 

   かしわトラフィックチャレンジ ―― 車が流れる、笑顔が集う ―― 柏駅東口地区交通円滑化方策検討

委員会提言書 柏駅東口地区交通円滑化方策検討委員会（平成 13 年） 

 流入交通量 流出交通量 合計 

実験前(9/26) 7,879 台 8,402 台 16,281 台

実験中(3/5) 7,661 台 7,215 台 14,876 台

削減交通量 188 台 1,187 台 1,405 台(8.6%)

 

○路上駐車の発生による問題 

⇒路上荷捌き施設の整備 
 ・路側帯を活用し、路上荷捌きスペースを確保 
⇒路外荷捌き施設の整備 
・既存駐車場や空き地を利用した路外荷捌きスペースを確保 

○合意形成上の問題 

 ・キーマンとなる主体を交え、立場の違いが理解できる場を設けることが重要である。 

○施策運営上の問題 

 ・施策の運用に関わる費用負担も含め、誰が継続的に管理していくのか、地元の組織づくりや

意識改革が重要である。 
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（１）物流対策の概要 

【目的】 

効率的な人流・物流体系の実現を目指し、まちづくり主体である、ビル管理者、テナント企業、交通事業者

等が三位一体となって、物流効率化対策、環境対策、駐車マネジメント対策の 3つの課題を解決できる交通・
物流システム導入の可能性を検討することを目的とする。 
 
【実施期間】 

平成 14年 2月の平日 
 
【実施主体】 

丸の内物流効率化実行委員会（学識経験者、運輸業者、大手町・丸の内・有楽町地区際開発計画推進協議会、

民間ディベロッパー、東京都物流団体、東京都、千代田区、警視庁、東京都駐車場公社） 
 
【実施内容】 

①環境自動車による共同配送システム 

・CNG車等の環境自動車等を利用し、丸の内地区に配送する会社 19社の連携により、共同配送を行う社会実
験を実施した。 
・共同配送は、既存配送拠点 5ヶ所およびストックポイント 1ヶ所（新規設置）で貨物を集約し、実験対象地
区へ配送した。 

・実験対象地区の配送対象となるビルの地下駐車場で荷降ろしを行い、ビル内の縦持ち搬送を共同で実施した。 
 
②路上駐車対策としての駐車マネジメント 

・本実験のために地下駐車場における荷捌き

スペースを拡充した上で、誘導員や駐車パ

トロール等により、路上荷捌きしている貨

物車を地下荷捌き駐車場に誘導した。 
・車両誘導員等の呼びかけにより、路上駐車

の抑止を図った。 
 
 
 
 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

大手町・丸の内・有楽町地区では、現在、再開発事業が進められており、平成２０年頃を目途に商業集積を

高める等、街の機能更新が図られている。特に容積率の緩和等により発生集中交通量の増大が懸念されている

が、交通量の処理については東京都の推計等でも問題はクリアされている。しかし、街の機能の変更（業務専

用機能から商業機能への変更）による質的な問題は明確な対応が打ち出されていなかった。特に商業機能の集

積により、これまでより貨物車台数の増加が想定されるが、ビル各階への集配作業（以下、縦持ち）に時間が

かかる等のコスト負担が大きいこと、貨物車両の地下駐車場への流入が困難であること、路上荷捌きが発生し

た際の街のイメージが悪化することなどの問題が発生すると見られている。 
○地区内のたまり機能の低下 
・まちの機能の変化に伴い増加する見込みの高い貨物車の受け皿が不足しており、何らかの対応が必要

と認識している。（貨物車の発生による問題） 
○地区内の回遊性・移動性の低下 
・路上荷捌きの発生は、変化するまちの機能（業務のまちから商業のまちへ）にあわず、まちのイメー

ジや環境上相応しくないと認識している。（路上駐車の発生による問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例④：丸の内地区物流ＴＤＭ実証実験（社会実験） ～丸の内地区～ 

図 物流対策実施地区 
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図 丸の内での共同配送のイメージ 



 

（３）実施した物流対策の選定理由 

 現状では特に緊急を要する物流問題は発生していないが、今後起こりうる街の変化等によって見込まれる 
問題に対してまち側から取り組める対応策として選定。 
 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

データ①：取扱貨物数 
・26 社の物流事業者が共同に参加し、1
日平均 388個の貨物を共同配送した。 

 
データ②：駐車場利用台数 

・地下駐車場利用台数が 4割増加し、地下駐車場の有効活用が図られた。 
データ③：横持ち回数 

・正面玄関からの搬出入回数が３／４に減少した。 
 
【物流対策の評価】 

指標①：路上駐車台数・時間 
・対象地域に駐車している車両が、1 日
当たり 764台減少（貨物車 343台、乗
用車 421台） 
・対象地域に駐車している車両の駐車時

間が、1 回当たり 2.5 分減少（貨物車
2.5分、乗用車 3.3分） 
指標②：貨物車交通量 

・共同配送参加事業者ベースの対象地区

への物流車両流入台数は約２／３削減

した。 
指標③：NOx、PM 排出量 

・物流車両の総走行距離は 7%削減し、さ
らに環境自動車の導入により、NOx、
PMの排出量は各々１／２に削減した。 

指標④：荷捌き駐車時間 

・ストックポイントやドライブスルー方式の地下荷捌き所により、

荷捌きにかかる時間が短縮され、駐車時間が３割削減した。 
指標⑤：物流事業者の意向 

・参加事業者からは、「配送時間の短縮」が評価されており、

「積極的に進めるのがよい」（約 36%）、「システムを改善し
ながら進めるのがよい」（約 55%）と高く評価された。 

 

（５）物流対策の実施にいたるポイント(課題と解決方法) 

【社会実験時】 

・既存の事業者のシステムを組み込み、それらの事業者が使いやすい（アクセスしやすい地下駐車場・荷捌き

場）施設を整備。 
・実験時にストックポイントとして使用した鍛冶橋駐車場は、東京都より無償で借用。 
・実験対象建物の地下駐車場にて荷捌きを行ったが、間口が狭く、通常のトラックが入れないため、リンボー

車を利用した。（リンボー車とは、荷台の高さを調整できることのできるトラック） 
・国の社会実験制度を活用。 
 
【本格実施時】 

・社会実験時は各運輸事業者の配送センターから共同配送を実施したが、そのうちの共同荷受施設の整備およ

び館内配送を、丸の内ビルディングにて本格実施している。社会実験時の物流対策メニューをすべて一度に

行うのではなく、できるところから実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：国土交通省ホームページ、丸の内物流ＴＤＭ実証実験結果 丸の内物流効率化実行委員会（平成 14 年）

（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/15/150405/150405_2.pdf） 
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参加事業者 6 10 7 15 38

合計 89 127 56 116 388

表　共同配送した貨物の個数

図　平均駐車時間の変化
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○貨物車の発生による問題 

⇒貨物車交通量の抑制 
 ・大手運輸業者による共同配送を実施 
○路上駐車の発生による問題 

⇒荷捌き施設の効率的な利用の促進 
 ・共同配送（館内配送）の実施による荷捌き時間の短縮化 

○荷捌きスペースの確保 

 ・人件費が最もかかると考えていたが、実験後の試算結果から共同配送拠点の確保が最も負担が大

きく、行政の支援も含め、共同配送のための拠点確保が重要である。 
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図 平均駐車時間の変化 



 

 
 
 

（１）物流対策の概要 

 
【目的】 

当該地域でモデル実験を行って方策を検証し、 
①道路混雑の緩和 
②交通安全および環境問題の改善等 
に寄与する仕組みを提案することを目的とする。 
 
【実施期間】 

平成 13年 11月 5日（月）～11月 16日（金）（土日除く） 
 
【実施主体】 

中心市街地の物流の効率化とトラックベイの設置に関する調査検討委員会（国土交通省、警視庁、武蔵野市、

業界団体、商店街） 
 
【実施内容】 

 
①商店の物流効率化 

・各商店へ荷捌きおよび集配時間の短縮やメリハリをつ

けるため、集配時間の調整、納品時間および納入日の

調整、荷捌き（荷受け）時間の調整を、商店組合を通

じて要請。 
 
②トラック事業者の物流効率化 

・集配車両や駐停車時間を削減するため、対象地域への

貨物の集約、対象地域内で台車輸送への切替、対象地

域における自社専用荷捌き施設の確保、を実施。 
 
③荷捌き駐車スペースの確保 

・路上駐車を減らすため、地元のお寺、金融機関、量販

店等の一般駐車場や専用駐車場の一部を路外荷捌きス

ペースとして確保。 
・短時間で荷捌きを行う場所として、路上に荷捌きスペ

ースを確保。 
 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

 当該地区では商店に商品を納入したり、

業務のために訪れる貨物車及び買物客の

乗用車などが、路上に駐停車することが

常態化し、地区の交通混雑や交通事故を

もたらしている。 
○地区アクセス性の低下 
・路上駐車が常態化しており、地区の

交通混雑の要因となっている。（路上

駐車の発生による問題） 
・地区内の約 500店で毎日物流が発生
しており、貨物車が集まることも混

雑の要因となっている。（貨物車の発

生による問題） 
○地区内のたまり機能の低下 
・地区内の量販店は自前の荷捌き施設

を所有するものの、多くの商店への

入出荷は路上で行われている。（路上

駐車の発生による問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例⑤：吉祥寺駅北口荷捌駐車対策モデル実験（社会実験） ～吉祥寺駅北口地区～ 
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寺
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り<

駐
車
禁
止>

＜駐車禁止＞五日市街道

<

駐
停
車
禁
止>　

吉
祥
寺
大
通
り　

<

駐
車
禁
止>

吉
祥
寺
（京
王
井
の
頭
線
）

ユザワヤ

パークロード

＜駐車禁止＞

＜駐停車禁止＞井の頭通り（水道道路）

パ
ー
プ
ル
通
り

集配時間の調整
（午前中または17時以
降の集荷）

納品時間および
納入日の調整

（早期納品、納入日をまと
めて納入日数の削減）

荷捌き（荷受け）
時間の調整

（納品場所の集約、店
頭陳列等の簡略化等）

対象地域への
貨物の集約
（23区内の事業所
の貨物を府中基地
へ持込み、府中基
地から吉祥寺へ貨
物を持込む）

対象地区内で台
車輸送への切替

対象地域にお
ける自社専用
荷捌き施設の
確保

ﾊﾟﾙｺﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

西友
安養寺

漣乗寺

光専寺

月窓寺

ｴﾌｴﾌﾋﾞﾙ太平信金

みずほ銀行

パルコ

東京三菱

ＰＲおよび誘導
（各商店の協力事項を
書いたポスターを作成
してＰＲした）

ＰＲおよび誘導
（モデル実験内容を書いた
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを商店から直接、
店に出入りしている事業者
へ配布してＰＲした）

ＰＲおよび誘導
（「路上及び路外荷捌きス
ペースの利用」「短時間の荷
捌き」を巡回車でＰＲした）

ＰＲおよび誘導
（モデル実験対象地域及
びその周辺に立看板を
設置してＰＲした）

ＰＲおよび誘導
（荷捌き車両について、
整備員より「路上および
路外荷捌きスペース利
用」「短時間の荷捌き」を
ＰＲした）

ＰＲおよび誘導
（その他荷捌車両以外の乗
用車についても、整備員によ
り一般駐車場へ誘導した）

図 物流対策実施地区 

図 地区に集中する物流量 
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【大型商業施設の納品所を活用した 

         共同荷捌きスペース】

【路上に設置した共同荷捌きスペース】 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

 これまでの駐車政策は、路外駐車施設の整備が中心であり、駐車時間は 30 分以上の比較的長い時間の駐車
を路外へ排除する対策であった。しかしながら、店舗等に荷卸ししたり荷を積み込んだりするための荷捌きの

ための駐停車時間は 30 分未満がほとんどであり、店舗への納品を行う業者からは、路上で作業を行うことが
求められている。 
 これら路上での荷捌きのための対策としては、1)短時間駐停車を前提とした(料金体系も分単位の料金制)貨
物車専用のパーキングメーターの設置、2)ローディング・ベイ、ゾーンの設置、3)パーキングメーターの時間
帯別使用、4)貨物車の駐停車禁止解除などが各地で導入されている。 
 都心の密集地域ではこれらの路上施設だけでは貨物は捌ききれないため、荷捌きのための路外施設として、

1)共同荷捌施設の設置、2)貨物車専用駐車場の設置、3)ポケットローディング・システム等を合わせて導入す
ることにより貨物車両の荷捌き時間の削減と短時間駐停車による交通混雑緩和策が取り組まれている。 
 また、これら地域への輸送は少量貨物が多くまた量がまとまりにくいため、配送効率は低く輸送コストがか

かる貨物となっている。そこで、コスト削減を目的にした集配送のトラック事業者の共同化が各地で取り組ま

れており、共同化による総貨物車両の削減による交通混雑緩和策に貢献している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【物流対策の評価】 

 
指標①：路上駐車 

・対象地域に駐車している車両が、1 日当たり
764台減少（貨物車 343台、乗用車 421台）。 
・対象地域に駐車している車両の駐車時間が、

1 回当たり 2.5 分減少（貨物車 2.5 分、乗用
車 3.3分） 
指標②：交通の円滑化 

・対象地域への貨物の集約で、集配車両が 1日当たり 10台減少（13台→3台）。 
指標③：配送車両数 

・Y社では、対象地域から 200mほど離れた所に貨物集約拠点（デポ）を設け、デポと対象地域間を台車輸送

に切替ることにより、対象地域への配送車が 1日当たり延べ 5台減少（8台→3台）。 
 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

【社会実験時】 

・荷捌きのための場所の確保が課題となっていたが、地元のお寺、金融機関、量販店等の一般駐車場や専用駐

車場の一部を借用することにより確保した。 
・国の社会実験の補助制度を活用。 
 
【本格実施時】 

・社会実験の結果から、対象地域において早急に実施可能な施策は実施、具体の実施に向けて課題が生じ、本

格的な施策導入ができない施策は中止（導入取りやめ）するという取捨選択を行った。 
・地元住民の荷捌き対策への関心が高いため、施策継続の組織化ができた（実験後は地元が自ら負担し誘導員

を配置）。 
・当該地区においては、平成 2年以降、継続的に違法駐車対策を実施しており、荷捌き駐車対策に取り組む土
壌が既にできていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：都市内物流効率化に向けて 各地の先駆的取り組み事例 国土交通省貨物流通施設課（平成 13 年３月） 

    
 
 

○路上駐車の発生による問題 

⇒路上荷捌き施設の整備 
 ・路側を利用した路上荷捌きスペースの確保 
⇒路外荷捌き施設の整備 
 ・神社や既存大型店舗等の空きスペースを活用した路外荷捌きスペースの確保 
○貨物車の発生による問題 

⇒人流と物流の分離 
 ・納品時間や納品日時等の変更により、乗用車等と貨物車の集中を回避 

○荷捌きスペースの確保 

 ・地区内にスペースを確保できると、各方面との調整をスムーズに行うことができることから、施

策の検討を進めるにあたって、場所の確保は重要である。 
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（１）物流対策の概要 

【目的】 

昭和通り（一般国道 4号：岩本町～上野駅前）は路上駐車が多く、慢性的な渋滞が発生している。本社会実
験は、昭和通りの安全かつ円滑な交通を確保するために、路上駐車を減らす対策を行うものである。 
 
【実施期間】 

平成 15年 9月 16日（火）～12月 19日（金）（土日祝日除く） 
 
【実施主体】 

昭和通り（秋葉原・上野地区）違法駐車対策協議会（地元町会・商店会代表、警視庁、東京都、台東区、千代

田区、国土交通省） 
 
【実施内容】 

①荷捌き停車区間の設置 

・荷捌きの積み降ろしのための荷捌き停車区間を設置し、荷捌き車両による交通円滑性の阻害を解消する社会

実験を行っている。 
 

②高架下駐車場の整備 

・首都高の高架下を駐車場として無料提供し、路上での荷捌き駐車を誘導する社会実験を行っている。 
 

③その他 

・路上駐車を削減するため、周辺駐車場への案内、渋滞対策支援要員*の配置等を行っている。 
 
*渋滞対策支援要員･･･路上駐車しようとするドライバーに呼びかけ、周辺駐車場等への移動をお願いするための要員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

 昭和通り（国道 4号）上野周辺地区は路上駐車が多く、このため慢性的に渋滞し社会経済活動へ影響を与え
るばかりでなく、交通事故の危険性や環境への影響も懸念されている。 
○地区アクセス性の低下 
・昭和通り(国道４号)上野周辺地区は、路上駐車が多く、このため慢性的に渋滞が発生している。渋滞
は、交通事故の危険性や環境への影響や社会経済活動への影響も大きい。（路上駐車の発生による問

題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例⑥：昭和通り上野周辺地区（社会実験） ～台東区～ 

図 物流対策実施地区 

図 荷捌き停車区画 図 高架下駐車場 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

 路上駐車が当該地区での慢性的な渋滞の一因となっており、昭和通りの安全克円滑な交通を確保するために、

路上駐車を減らす対策として、荷捌きスペースを確保する施策を選定した。 
  
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

データ①：高架下駐車場の利用状況 

・駐車場の週別日平均を見ると、北側駐

車場は最大 41.2 台／日であり、南側
駐車場は最大 27.4台／日であった。 

・時間帯別利用台数を見ると、10時台、
14時台がピークとなっている。 
データ②：荷捌き停車区画の利用状況 

・荷捌き停車区間の利用状況（30 分ご
とに停車区間に停車している台数をカ

ウント） 
 下り方向は 32％～67％の間を推移し
ており、上り方向は 20％～48％の間を
推移している。 
 
【物流対策の評価】 

指標①：路上駐車台数 

・路上駐車台数をみると、上り方向で

20台程度、下り方向で 15台程度減少
した。 
指標②：旅行速度 

・下り方向の旅行速度が若干改善された。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

 高架下駐車場の構造上、駐車場出口において直進車両との錯綜が発生し、交通安全上の問題があったが、出

口に交通指導員を配置することにより、安全性が向上された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：駐車場整備推進機構ホームページ（http://www.parking.or.jp/data/jpo/42/shouwa_42.pdf） 
 

○路上駐車の発生による問題 

⇒路外荷捌き施設の確保 
 ・高速道路高架下を利用した路外荷捌きスペースの確保 
⇒路上荷捌き施設の確保 
 ・歩道幅を減少させることによるトラックベイの確保 

○合意形成上の問題 

 ・合意形成相手（警察）が問題点とする項目（安全性）の理解と対応策を示すことが重要 
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図 車種別の時間帯別の利用台数 

図 実験期間中の路上駐車台数の変化（その１）

図 実験期間中の路上駐車台数の変化（その２） 



 

 
 
 

（１）物流対策の概要 

【目的】 

荷捌きのほとんどは路上で行われており、交通混雑等を招いている。そこで快適で円滑な交通環境の創出に

向けて、路外に荷捌き専用の施設として「共同荷捌き駐車場」「ミニデポジット」を設け、また、「荷受側の取

り組み」を行い、路上荷捌きの削減や効率化を図る。 
 
【実施期間】 

平成 15年 10月 1日(水)～11月 14日(金) ※土日祝日を除く毎日 
 
【実施主体】 

札幌市？ 
 
【実施内容】 

①路外共同荷捌き駐車場 

・1街区の仲通に面する青空駐車場の一部を荷捌き専用スペースとして、営業用トラック(いわゆる青ナンバー)
に駐車時間 30分を目処に無料開放した。 

 
②荷受側の取り組み 

・地元の商業者(＝荷受側)が、発注方法の工夫を行った。  
 《実施項目》  
 ア. 納品の集約(納品を集約し、納入日数(回数)を削減)  
 イ. 納品時刻の指定の緩和(時間指定をしない、あるいは，時間に幅を持たせて指定)  
 ウ. 集配回数の削減(納品と集荷・返品を同時に行う。運送事業者の集約)  
 エ. 納入場所の集約(同一建物内での納品場所を 1箇所に集約)  
 
③ミニデポジットシステム 

・ビルの空室を済物の保管所(デポジット)として活用。特定した運送事業者１社が、特定の複数商品をビルの
空き室に搬入した後、そこで仕分けをしてから、手押し台車で配達した。 

 
 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

荷捌きは、都市の経済活動には必要不可欠である。しかし、荷捌きのほとんどは、路上駐車をして行われて

おり、それが交通渋滞やバスの運行阻害を招き、また、都市景観を損ねることにもつながっている。 
○地区アクセス性の低下 
・貨物車の路上駐車が、交通混雑やバスの運行阻害などアクセス性を低下させる要因となっている。（路

上駐車の発生による問題） 
○回遊性・快適性の低下 
・都心地区では、人も多く集まることから、貨物車の路上駐車が都市景観上の問題となっている。（路

上駐車の発生による問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例⑦：都心荷捌きシステム複合実験（社会実験） ～札幌市～ 

図 物流対策実施地区 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

 
データ①：路外共同荷捌き駐車場の利用状況 

・路外駐車場の利用は、1 日平均 5 台で、また、路上駐車から路外駐車への転換率(駐車台数・駐車時間)も約
3%と低い割合だったが、駐車 1回あたりの荷捌き回数は、路外駐車場を利用した場合の方が、路上駐車した
場合より多く、荷捌きが集約して行われた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
データ②：荷受側の取り組み 

・地元商業者は、参加者の概ね５割が実施し、5 割以上が今後も続ける意向を示した。また、路上での荷捌き
の駐車時間帯は、実験前は集中する時間帯と少ない時間帯の格差が大きかったが、実験中は格差が減少し、

混雑度合いが平準化した。 
 
 
 
 

データ③ミニデポジットシステム 

・配送エリア内で運行する荷捌き車両は、実験前に比べて、実験中は、台数、駐車回数,運行時間が、大幅に減
少したほか、運送事業者もトラックでの配送に比べて柔軟に配送対応でき、効率化を評価しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【物流対策の評価】 

 
指標①：運送事業者・商業者の意向 

・参加した運送事業者と商業者の 6割近くが、路上での荷捌きを改善すべきであると考え、また、社会実験の
取り組みが必要であると回答しました。 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
資料：都市内物流効率化に向けて 各地の先駆的取り組み事例 国土交通省貨物流通施設課（平成 13 年３月） 

   さっぽろ都心交通計画（札幌市 平成 16年） 

○路上駐車の発生による問題 

⇒路外荷捌き施設の整備 
・平面駐車場を活用した路外荷捌きスペースの確保 
⇒人流と物流の分離 
 ・納品時間や納品頻度の減少・見直しによる貨物車需要の抑制 
⇒横持ち搬送の効率化 
・空き店舗を活用した共同荷受けシステムの導入 

○合意形成上の問題 

 ・商店街の組合には、路上駐車対策実施による都心へのアクセシビリティ、都心内の自動車

でのモビリティ向上が都心の活性化につながるとの理解が得られるが、個々の商店や組合

への非加盟店には理解が得られにくく、これらの主体との合意形成の構築が重要 
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■荷捌き回数(駐車 1回あたり) ■路外駐車場の利用日数 

※荷捌き回数：1つの建物に 1回搬出入することで 1回の荷捌きとカウント。 

■路上荷捌きの改善の必要性 ■社会実験の取り組みの必要性 

路外共同 
荷捌き 
駐車場 
荷受側の 
取り組み 

ミニ 
デポジット 
システム 



 

 

（１）物流対策の概要 

【目的】 

慢性的な交通渋滞を解消し、都市内物流の効率化や道路交通の円滑化、交通安全の向上を図ることを目的に、

交通需要マネジメント施策（ＴＤＭ）を柱とした総合的な渋滞緩和施策の推進に努めており、その一環として

都心部における荷捌き駐車場対策に取り組んでいる。 
 
【実施期間】 

平成４年３月 平日１０時～１８時 
【実施主体】 

金沢市 
 
【実施内容】 

①金沢市違法駐車防止条例の制定 
 
②駐車受皿づくり 
・荷捌き駐車場の整備 
・パーキングメーター4ヶ所、30基の設置 
・裏通り駐車禁止の一部解除（午前 10時～12時、午後 2～4時の間は貨物車の駐車可） 
・タクシー（9ヶ所 33台）・トラックベイ（1ヶ所 2台）の増設 
 
③その他 
・配達用駐車場に市が 1／3の補助制度 
・荷捌きスペース確保の要請（附置業務条例とは別に県警が要請） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

（２）地区における問題認識 

当該地区は、城下町特有の曲がりくねった細い街路が多く複雑な道路網が残っている。また、北陸地方の中

心都市として商業関連、観光客関連の車両の流入も多く、慢性的な交通渋滞が発生している地区である。 
○地区アクセス性の低下 

   ・同地区は、城下町特有の曲がりくねった細い街路が多く複雑な道路網が残っている。また、北陸地方 
    地方の中心都市として商業関連、観光客関連の車両の流入も多く、慢性的な交通混雑が発生している 
    地区である。 

・路上駐車の主要因である荷捌き車両によって、同地区の国道 157 号では、日中を通して慢性的な交通 

混雑状態にあり、地区のアクセス性が低下している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例⑧：金沢市の都市荷捌き駐車場の整備（都市内物流効率化に対する施策） ～金沢市片町～ 

図 物流対策実施地区 

参
考
4
-
1
5
 



 

（３）実施した物流対策の選定理由 

金沢市では、慢性的な交通渋滞を解消し、都市内物流の効率化や道路交通の円滑化、交通安 
全の向上を図ることを目的に、交通需要マネジメント施策（ＴＤＭ）を柱とした総合的な渋滞 
緩和施策の推進に努めており、その一環として都心部における荷捌き駐車場対策に取り組んで 
いる。 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

①荷捌き駐車場の利用状況 

・荷捌き駐車場は 1 日当たり約 100台の荷捌き車両が利用。 
 

【物流対策の評価】 

①配送先までの距離 

②駐車時間 

③運輸事業者の意向 

 
・整備前と比べて、配送先までの距離、駐車時間が長くなったが、ドライバーは配送業務を 
安心して実施できるようになった。 

 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

【今後の課題】 

・国道 157 号において、バスレーン時間帯以外は荷捌き用停車が事実上認められていることから、依然として 
 荷捌き車両が道路混雑の一因となっている。 
・裏通りにおいて、駐車可能時間帯の設定により一定の成果を上げているが、他の車両や歩行者の通行に支障 
 をきたす状況もあり、これ以上の裏通りへの誘導は難しい。 
・都心物流は、多様化した荷主のニーズに応えるため小口多頻度になっており、物流事業者の経営効率の悪化 
 を招くおそれがある。物流効率化のため、事業者と荷主双方の協力のもとに新しい物流システム構築が必要 
 となる。 
 
 
 
 
資料：都市内物流効率化に向けて 各地の先駆的取り組み事例 国土交通省貨物流通施設課（平成 13 年３月） 

「東京都市圏交通計画協議会第７回シンポジウム」（平成 16 年） 
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（１）物流対策の概要 

【目的】 

元町商店街を含む元町地区において、排ガス・騒音などの環境問題、違法駐車問題・歩行者の歩行空間の確

保等、交通事故防止の観点から街内を通行する配送トラックの大幅削減を目的に実施。 
 
【実施期間】 

平成 16年 6月 1日～ 
 

【実施主体】 

協同組合 元町ＳＳ会、有限会社藤木興業 
 

【実施内容】 

・各店舗が発注した商品は、元町地区近隣に設置された「共同配送集配センター」に集められ、そこから荷物

を共同配送専用車輌（エコトラック）に積み替え、元町地区にまとめて運搬する。 
・お客様への荷物の宅配についても『共同配送』を利用し配達する。 
・このエコトラックは堀川沿いに設置した共同配送専用の駐車スペース（エコカーゴステーション）を利用し、

各店舗へ台車で配送・集荷する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 元町地区の共同配送のイメージ 

資料：元町地区共同配送システムマニュアル より 

 
 
 

（２）地区における問題認識 

 横浜元町地区は、地区計画等を通して、総合的なまちづくりを推進している。その中で、まちづくりの考え

方として、以下のような思想（目標）を掲げている。 
 「これまでに培われた恵まれた環境を大切な財産として、住むことと、商うことの共生を理念とした新

しいまちづくりを進める。地元の人々にとって、安全で快適な街であるとともに、この町に集う人々

にも夢と安らぎを与えられる魅力的な街並みをつくり続ける。」 
 
元町ブランド力の強化として、世間一般にも注目されることが重要と考えていた。 
 また、社会潮流として環境面への取り組みも重要性が増しており、地域・地区で出来る社会貢献と地域のＰ

Ｒによるブランド力の強化を狙いとした。 
 また、約 350店舗ある商店へ個別に配送するため、地区に大量の貨物車が流入しており、歩道上に路上駐車
するなど、歩行者の回遊性についても問題を起こしていた。 
 
  ○地区内の回遊性・快適性の低下 

   ・貨物車が大量に流入し、歩道上等で荷捌きを行うことによって、歩行者の回遊性・快適性を低下させ

ている。（貨物車の発生による問題、路上駐車の発生による問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例⑨：元町商店街共同配送（本格実施） ～横浜市元町地区～ 

図 物流対策実施地区 

元町地区
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（３）実施した物流対策の選定理由 

 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

 当該地区内に進入する貨物車台数が減少したのは明らかであるが、そのことが商店主や来街者から評価され

ているかは不明である。 
 実際に、商店街内の物流の約 80％が既に共同配送によって届けられている。 
 共同配送に載っていないものは、飲食料品と特殊な形状の品目（大型家具など）、問屋（荷主）が直接納入

する品目のみ。 
 但し、取扱量は当初見込みより１割程度少なく、採算化は出来ていない（一部、SS会から補填）。今後、参
画していない一部大手運輸事業者の参入により、採算化は可能と見られている（事業の継続のために、今後も

赤字が発生すれば補填する予定。但し、商店会費からの一律負担等の仕組みについては変更を検討する予定） 
 

（５）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

 平成 11年から平成 13年にかけて、各種データや施策について検討を行ってきた。 
 当初は、早い段階での共同配送の実現を目指していたが、実現に向けた動きは、途中で一度頓挫している。 
 その際に、課題となった点は以下のような部分であり、特に運輸事業者間の合意形成が難しかった。 
  ・共同配送が新しい事業として設立されたため、誰がまとめ役となる運輸事業者にあるか、利害関係で折

り合いがつけなかった。 
  ・ハード整備の確保が難しかった。（駐車スペースの確保、共同集配拠点の確保）。 
 
 元々、まちづくりに対する意識が高い当地区で、先進事例に取り組むことは、商店街のイメージアップやブ

ランド力のアップに繋がることから、再度事業に取り組むこととなった。 
 

○実現化に向けて問題になった点 

  ・荷物を集約するための共同集配拠点が確保できない。 
  ・既存の運輸事業者では利害関係が生じる。 
   ⇒ 当該地区は臨港地区に面しており、近場に港湾事業者の空き倉庫が近場にあり、また、これまで集

配事業を行っていなかった港湾事業者が事業を行うことによって、上記の２つの問題をクリアした。 
 
  ・商店街内に貨物自動車を駐車するスペースがない。 

   ⇒商店街の外周道路上にある緑樹帯を転用し、共同配送専用の駐車スペースを確保した。 
    ・具体的には、３ヶ月ごとに道路使用許可を申請し、共同配送の専用のスペースとして使用している。 
    ・緑樹帯を駐車スペースに転用するにあたり、商店街および地元住民（自治会）等に対する合意形成

が必要となった。 
    ・当該地区は、これまでも地区計画策定や商店街のルール策定において、商店以外の地域住民との接

点も多く、合意形成は取りやすかった。 
 
  ・物流のサービス水準に関するクレーム 
   ⇒共同配送のデメリットとして、物流サービス水準の低下があり、実際、共同配送を始めた当初は相当

数のクレームがあった。しかし、これらのクレームは事業が軌道に乗れば改善することも多いため、

事業推進の障害として捉えず、事業推進者として強い意志のもと、共同配送の継続を主眼として対応

した（強いリーダーシップを発揮できる人材が確保されていた）。 
    ・一部の大手運輸業者がサービス水準の低下を理由に参画を中止しているが、新年度（Ｈ17.4）から

の復帰に向けて交渉中である。 
 
   事業の成功に至るポイントとしては、以下のような点があがっている。 
   ・事業の推進者となる組織がしっかりしていること 
   ・事業推進にあたり、リーダーシップを振るえる責任者がいること 
   ・共同配送の場合、配送地区の近辺に荷物の集約ポイントが確保できること 
   ・事業の推進者の資金力があること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：元町地区共同配送システムマニュアル

○合意形成上の問題 

 ・利害関係の少ない協力者を見つけだすことが重要である。 

 ・地域住民や商店街と一体となった取り組みが重要である。 

○コスト上の問題 

 ・事業が軌道に乗るまで、事業を続けられる資金力が必要である。 

○施策の運営上の問題 

 ・事業を継続するための組織やクレームに対応できるリーダーシップをもった組織が必要で

ある。

○路上駐車の発生による問題 

⇒貨物車台数の抑制 
 ・共同配送の実施による貨物車交通の抑制 
⇒路上荷捌き施設の整備 
 ・道路使用許可による路上荷捌きスペースの確保 
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（１）物流対策の概要 

【目的】 

路上駐車の解消を目的に、荷捌き駐車場等のインフラ整備や貨物車による集配時間と乗用車による買い物時

間の区分、貨物車専用パーキングの増設を実施。 
 
【実施期間】 

平成 7年 6月～ 
 
【実施主体】 

警視庁、地元問屋、東京路線トラック協議会等 
 
【実施内容】 

○トラックタイムプラン 
・時間帯や車種により、貨物集配指定地域での規制・解除、およびパーキングメーターの用途可・不可を変更

する。これを受けて、警視庁は、1995 年 6 月より、日本橋問屋街の横山町大通り、仲通りの 2 路線におい
て、路側に設置されているパーキングメーターのデュアルユースを行う「トラックタイムプラン」を試験的

に導入した。具体的には、7 時～10 時は貨物集配車の時間として貨物集配車の駐車禁止を解除、10 時～16
時 30分は一般乗用車の時間として貨物集配車は外周の貨物車パーキングメーターの利用による駐車、16時
30分～19時 30分は貨物集配車の時間として貨物集配車の駐車禁止を解除とした。 

表 トラックタイムプランの時間区分 

7：00～10：00
【貨物集配車の駐車】

10：00～16：30
【一般乗用車等の駐車】

16：30～19：30
【貨物集配車の駐車】

貨物集配車は駐車禁止を解除 貨物集配車は外周の貨物用パー
キングメーター利用による駐車

貨物集配車は駐車禁止を解除

 

（２）地区における問題認識 

 日本橋横山町繊維問屋街は、東京駅の北東約 1.5kmに位置し、靖国通り、清杉通り、清洲橋通り、江戸通り
に囲まれた総面積約 6万㎡、道路延長 2550ｍの地区である。この地区には、繊維問屋関係の店舗が 350店、
その他に 143店が密集し、居住人口は 552人と少ないが、昼間人口は 30,000人（うち問屋関係従業員 8,000 
 
 

 
 
 
人）、大売出し日には 8,000～10,000人の人出がある。また、1日の荷物搬出量は約 5,000個で、地区内の車両 
保有台数が乗用車 401台、8時～17時の地区への流入交通量が延べ 5371台である。狭い道路環境の中で、集
配の貨物車と仕入や買物の乗用車とが混在するうえ、荷捌きスペース、路外駐車場不足などから、二重駐車、

交差点内駐車など無秩序な路上駐車が発生し、交通渋滞や交通事故、交通公害などの原因となっていた。また、

事業者側からは、配送効率が著しく低下していた。これらの問題は、単に業務上の支障だけでなく、街の活性

化が失われる状況にあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例⑩：日本橋トラックタイムプラン（本格実施） ～日本橋横山町繊維問屋街地区～ 

図 物流対策実施地区 
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（３）物流対策の評価 

【把握したデータ】 

データ①：駐車場の利用状況 

・路外駐車場の利用促進が図られた。 
 
【物流対策の評価】 

 
指標①：路上駐車台数 

・ 時間帯による、トラックと乗用車の住み分けが

図られた。 
○交通現象に対する効果の検証 
①駐車時間の変化 
いずれの路線においても乗用車は大きく短縮

し、ライトバン・ワゴンは若干延長、トラックは

不変の傾向があるが、平均駐車時間をみると、い

ずれの路線・車種についても短縮しており、全体

としては、駐車時間が短時間化した。事前に対し

て事後は駐車時間が短縮し、駐車台数が増加して

いることからも、路側駐車の回転率が向上してい

る。 
 
②来街車両の特性 
実施路線、非実施路線のいずれにおいても事前

より事後の方が、若干乗用車が増え、トラックが

減少している。しかし、その変化量は両路線とも

大きくはなく、これは、この地区への来街車両は、

搬出入や買い付けといった明確な目的を持ってい

ることから、大きな変化がないことが考えられる。 
 
③到着時刻分布の変化 
実施路線の事前・事後において乗用車はさほど差がないのに対して、トラックについては、事前に対して事

後は明確にトラック時間帯に集中しており、トラックの遵守率は極めて高い。 
 
④横持ち搬送距離の変化 
 全体では、実施路線の 10m 以下は事前

が 85.4％、事後が 76.3%であり、相対的に
ヨコ持ち距離が延びた。しかし、50mを越
える場合は、事前が 1.4%、事後が 1.0％と

逆に減少している。 
 
⑤アイドリング停止に対する効果 
 全体の車両留置状態をみると、アイドリングを行っている状態は、実施路線では事前が 74.6％、事後が
29.0％、非実施路線では、事前が 74.7％、事後が 41.3％と大幅に減少している。 
 
○まとめと今後の課題 
①駐車車両の車種構成をみると、乗用車は若干増加し、減少した形跡はなく、この計画の導入によって顧客が

減少したとは考えられない。 
②全体として不必要な長時間駐車が減少したことで、駐車時間が短縮し、駐車台数も増加したことから、路側

駐車の回転率が向上した。 
③駐車開始時刻分布をみると、トラックについては、トラック時間帯と乗用車時間帯に明確な差があり、遵守

率が極めて高い。これは、所属会社の協力によるためである。このことにより、一応トラックと乗用車の住

み分けが実現された。 
④横持ち距離は相対的に伸びている。これは、二重駐車であっても店舗も前に止めて荷おろししていたが、駐

車スペースの空いた区画が多くでてきたことで、そこに駐車せざるを得なくなったことが考えられる。 
⑤最も効果が上っているのは、排出ガス量が減少したことである。従来は、駐車禁止あるいは駐停車禁止の区

間に停止するため、駐車でなくて停車であることをアピールするためのアイドリングの行為が極めて減少し

たことが考えられる。 
⑥乗用車・ライトバンのドライバーのトラックタイムプランの認知度は低いのに対し、トラックは営業用とい

うこともあって会社で教育・広報されているので高くなっている。これは、前述のトラックの遵守率の高さ

にもつながる。 
⑦ドライバーのトラックタイムプランの評価は低い。また、同プランの期間延長に対する評価も低い。この理

由は、ドライバーとしては二重駐車であっても店頭に駐車することを望んでいることと、時間制約による仕

事の消化に難色を示しているためである。 
 

（４）物流対策の実施にいたるポイント（課題と解決方法） 

【今後の課題】 

・地元店舗への環境改善効果などによる客観的評価の繰り返し提示 
・社会的通念として確立するための類似モデル地区の数的拡大 
・自主管理体制を担保するための地元還元システムの確立 
・地元コミュニティーとのパートナーシップの強化 
 
 
資料：都市内物流効率化に向けて 各地の先駆的取り組み事例 国土交通省貨物流通施設課（平成 13 年３月） 

地区交通計画における物流マネジメントに関する研究（日本交通政策研究会 2000 年、主査：高田） 

 

図 車種別の到着時刻別台数の変化 

表 路外駐車場の利用状況 
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（１）物流対策の概要 

【実施内容】 

 共同集配事業へは現在 35社が参加しており、参加事業者は天神 1～5丁目と西中洲の集配業務を天神地区共
同輸送㈱に有料で委託している。 
 全国初の事業者全員参加型の事業として注目を集めたが、近年は荷主ニーズの高度化・多様化、景気低迷に

伴う貨物輸送量の減少等により、取扱実績が伸び悩んでいる。 
 
<その他の施策> 
① 交通規制の強化 
区間：明治通り 
   （天神橋西詰天神交差点～天神西交差点 680ｍ） 
内容：駐停車禁止（人の乗降を除く）（10:00～20:00） 
   駐車禁止（20:00～10:00） 

②貨物車専用パーキング･メーターの設置(平成 12年度現在 54基) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（２）地区における問題認識 

 当該地区は市役所、金融、百貨店、専門店等の高層ビルが集中する九州最大の商業業務施設の集積地である。 
 西日本鉄道福岡駅、天神バスターミナル、地下鉄天神駅などの鉄道駅等が集中すると共に、各方面からの道

路が集中する交通の拠点であり、交通混雑が著しい地区となっている。 
 
 
 
 
 
 

事例⑪：福岡天神地区共同配送（本格実施） ～福岡天神地区～ 

図 物流対策実施地区 

図 天神地区における荷捌き施設 
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（３）実施した物流対策の選定理由 

 
 
 
 
 
 
 
 

（４）物流対策の評価 

【把握したデータ】 
取扱貨物量は共同配送実施以後、1.5 倍程度に増加しているが、近年では、やや減少傾向にある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 共同配送の取扱量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【物流対策の評価】 

 ・配送に使用するトラック台数、配送に要する総走行距離、エリア内の走行距離、総駐車回数、総駐車時間

などは、減少しており、地区内での貨物車台数が減少している。 
 

表 共同配送の評価（実施前、実施後の比較） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意：実施前は昭和 53 年、実施後はシステムが再構築された昭和 62 年を指す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：都市内物流効率化に向けて 各地の先駆的取り組み事例 国土交通省貨物流通施設課（平成 13 年３月） 

 

○貨物車の発生による問題 

⇒貨物車台数の抑制 
 ・共同配送の実施による貨物車交通の抑制 
○路上駐車の発生による問題 

⇒路上荷捌き施設の整備 
 ・貨物車専用パーキングメーターの設置による路上荷捌きスペースの確保 
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（１）物流対策の概要 

【目的】 

秋葉原電気街地区における歩行者と物流車両、路上駐車車両の混在を解消するため、店舗、メーカー、物流

事業者が地域のルールを定め、メーカーから共同納品センターへの共同納品や地区内の店舗への共同配送を実

施する。また、商品受取センターを設置し、来街者が駅の近く等で持ち帰り商品を受け取れるようにすること

で一般車両の乗り入れ削減を目指す。さらに、来街者の回遊のための循環バスの確保の検討等、人流について

も対応策を検討する。 
 
【実施期間】 

平成 16年 8月～9月 
 
【実施主体】 

秋葉原物流効率化実行委員会（地元関係者、物流関係者、学識経験者、地方公共団体等） 
 
【実施内容】 

①地域のルールづくり 

 秋葉原電気街地区店舗、メーカー、物流事業者が「物流

効率化」「交通量･環境負荷の低減」「路上駐車台数の削減」

「公共交通機関の利用促進」の実現のため必要な地域のル

ールを定める。 
 
②電気街地区における共同配送の実施 

 地区内及び郊外に秋葉原地区店舗の共同納品センターを

設置し、メーカー側及び店舗側の共同配送を実施すること

により、物流の効率化、環境負荷の低減を目指す。また、

来街者の消費行動に配慮して、中型商品を対象とした共同

受渡し等商品の形態に応じた物流システムとすることで来

街者の利便性の向上を図り、電気街全体の活性化を目指す。 
 
③IT による物流効率化の実施 

 物流の効率化を図るため最先端のＩＴ技術を活用した在

庫管理・物流システムの構築を目指す。具体的にはＲＦＩ

Ｄ技術を活かして、共同納品センター等での検品の効率化

を図ると同時に、不法持ち出し等のチェックを厳重に行う。 
 

 
 
 
「街のサプライチェーン」の効率化を目指し、同時にその情報の的確性から、配送の頻度も削減される、「商

売と環境の両立」を実現する。 
 
④歩行者と物流車両等自動車との分離･共生エリアの設定 

 秋葉原電気街地区では細街路に商店が密集し、歩行者と車両の混在が発生している。実験地区内の一定のエ

リアで、来街者が安全に周遊できる空間の形成を目指す。同時に地区内の駐車場不足を解決するための対応策

を検討し実施する。 
 
⑤公共交通機関の利用促進 

 地区内及び他の地域から地区内に乗り入れる公共交通手段を確保する。これにより一般車両流入の低減、駐

車場不足の解消を図り、良好な交通環境の形成を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 秋葉原地区の共同配送のイメージ 

 

（２）地区における問題認識 

世界的に有名で多くの外国人旅行者も訪れる電気の街・秋葉原。 
多くの電気店が集まり、活気あふれる街であるが、その一方で、商品の納品や発送などの物流車両が道路を

占領したり、週末や休日には買い物客の乗用車が路上駐車していたり、交通環境としては好ましくない状況も

生み出している。 
 
 
 
 

事例⑫：秋葉原電気街地区ＴＤＭ実証実験（社会実験） ～秋葉原電気街地区～ 
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資料：秋葉原電気街地区ＴＤＭ実証実験パンフレット 

秋葉原電気街地区ＴＤＭ実証実験ホームページ（http://www.visit-akihabara.com/） 

 
 

 

図 物流対策実施地区 
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